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２０２１年度
貨物自動車運送事業安全性評価事業

申 請 案 内

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

［申請डؒظ］⚒⚐⚒⚑⚗݄⚑（）ʙಉ⚗݄⚑⚔（ਫ）˞ ɾ༵আ͘

［申請書ྨఏग़ઌ］事業所͕所͢ࡏΔಓݝͷํ࣮ػࢪ （ؔτϥοΫڠձ）
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˞ 2021  1 ݄Ҏ߱にషさΕていΔ߹

̜ϚーΫ੍の信པੑをҡ࣋するたΊに、ं྆にష付される「̜ϚーΫ」
εςοΧーの適な用を͓願いします。
　Ҏ下の「̜ϚーΫ」εςοΧーのష付はෆ正用となり、ੋ正されない場
合はೝఆを取りফします。

(ϚʔΫೝఆεςοΧʔͷదͳ用ʹ͍ͭͯ！ ！

国土交通大臣指定　全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
公益社団法人 全日本トラック協会

〒160-0004  東京都新宿区四谷 3-2-5     　
TEL 03-3354-1067　FAX 03-3354-1019
ホームページ  https://www.jta.or. jp/
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߲ࣄߋͷओͳมۙ࠷

必要な提出書類のՃ、評価ରとなるऔ等、ۙ࠷のओなมߋ事߲は下記のとおりです。

１ɽ  全国実ࢪ機関より認定ূ等に同෧していたೝఆεςοΧʔ（̑ຕ）ɺೝఆϫοϖϯ（̑ຕ）ɺ
ೝఆূέʔε（৽نͷΈ）ͷແঈަΛऴྃ

２ɽ  評価߲「ᶗɽ安全性にରする๏ྩの९क状況」に係るํ࣮ؔػࢪͷ८ճࢦಋͷର
։࢝Λલ݄͔̓̍Βʹมߋ

１ɽ  評価߲ᶙ「安全性にରするऔの積ۃ性」の自認߲１１を「݈ى߁Ҽ事故ࢭରࡦ等
輸送の安全に関する自ओత、積ۃత、ಠత、先ਐతຢはߴ度なऔりΈを実ࢪしてい
る。」にมߋし「運転者の݈߁状ଶർ࿑状ଶのѲにޮՌがߴいऔとしてࠪݕの受
、ܞଳܕ৺電ܭの׆用、4"4 にରして「２点Ճ点」と「ࢪの受のいͣΕかの実ࠪݕ
する。また、２点Ճ点の̏つのऔ以֎の݈ى߁Ҽ事故ࢭに係るऔにରして「１
点Ճ点」とする。（定߁݈ظஅの受なͲ๏ྩでٛͮけらΕているのをআ͘）

２ɽ 評価߲ʮᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性ʯͷΛ⚒⚑ʹม͠ߋ評価߲߹ܭΛ
⚑⚐⚑ͱ͢Δɻ

１ɽ  申請書類の提出は、地ཧత条件等により༣送を希望する場合には、༣送による申請書類
の提出を認Ίる。たͩし、༣送の場合は、７月１２日（月）までに地ํ実ࢪ機関必ணとする。

２ɽ申請࣌ʹఏग़͍ͯͨ͠ɺްੜۚอݥྉͷೲঢ়͕֬گೝͰ͖Δ書ྨɺෆཁͱ͢Δɻ
̏ɽ 安全性評価申請書（１号様式、̒号様式）自認書（２号様式、１０号様式）等 ( Ϛʔ

Ϋに係る提出書類のԡҹをഇࢭする。
̐ɽ 評価߲ᶙ「安全性にରするऔの積ۃ性」の自認߲̑「֎部のݚम機関・ݚमձへ

運転者等をݣしている。」について、ΦϯϥΠϯํ式によるݚमձ等を受ߨした場合、
通ৗの提出資料にՃえ、ΦϯϥΠϯݚम実ࢪ記の提出により評価する。

⚒⚐⚑⚕͔Β

⚒⚐⚒⚐͔Β

⚒⚐⚒⚑͔Β
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���� 
貨物自動車運送事業安全性評価事業

申 請 Ҋ 

ͷతɺ֓ཁʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜۀࣄ 2

̍ɽ申請͔ΒධՁͷܾఆ·Ͱʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ �

̎ɽධՁ߲ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ �

̏ɽ҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷೝఆʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ �

̐ɽೝఆޙͷ࠶ධՁٴͼࣦޮɺऔফ͠ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�

̑ɽߋ৽申請ͷखଓ͖ͱ申請ํ๏ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ11

̒ɽ申請ॻΛ࡞͢Δʹ � ௨Γͷํ๏͕͋Γ·͢ɻ
ɹɹ͍ͣΕ͔ΛબΜͰ申請͍ͯͩ͘͠͞ɻʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�

̓ɽ申請ॻྨʢఏग़ॻྨʣ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�

̔ɽʮ҆શੑʹର͢Δऔͷੵੑۃʯͷҙٴ߲ࣄͼஅج४ ʜʜʜʜʜ2�

̕ɽʮ҆શੑʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯӡ༌҆શϚωδϝϯτʹର͢Δ
ɹɹऔঢ়گͷҙٴ߲ࣄͼஅج४ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ52

Α͋͘Δ͍߹Θͤʢ̦ˍ̖ίʔナʔʣ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ5�

͍ͯͭʹਓใͷར༻తݸͮ͘جʹ๏ޢਓใอݸ
　当ڠձではݸ人情報อํޢをผに定Ί、（全日本τϥοΫڠձϗʔϜϖʔδ  IUUQT ���XXX.
KUB .PS . KQ� をࢀর）、ݸ人情報のอޢにΊております。
　本事業における申請の際に提出さΕたݸ人情報ならびに資料として提出さΕた各種情報につい
ては、本事業の৹ࠪ以֎のతに用することは͋りまͤΜ。

申請ʹ͋ͨͬͯͷҙ事߲
　本事業の申請खଓに͖ͮج、従業員のݸ人情報（氏名、生年月日、写ਅ、อݥՃೖ状況、ద性
அの݁Ռ、運転記ূ໌等）を記ࡌした資料を提出する場合には、͋ らか͡Ί事業所（営業所）
内の当該従業員に情報提供するࢫ、同意をಘて申請を行ͬて下さい。
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こΕからの貨物自動車運送事業は、ࠓまで以্に、ʠ安全性ʡのࢹ点から༏ྑな事業者が選Εる
以）「ձڠӹ社ஂ๏人全日本τϥοΫެ」機関ࢪ代です。そこで、全国貨物自動車運送దਖ਼Խ事業実࣌
下、「全国実ࢪ機関」という。）では、２００̏ 年７月からར用者がより安全性のߴい事業者を選びす͘す
るたΊのڥඋをਤるたΊ、事業者の安全性をਖ਼当に評価し、認定し、ެ 表する「安全性༏ྑ事業所」
認定੍度をελʔτさͤました。

２０２１年̏月現在、全国で２̒ ，̐̕ ０事業所（全事業所の １̏ɽ２ˋ）が安全性༏ྑ事業所に認定さΕて
います。

ͷతɺ֓ཁۀࣄ

ʮ҆શੑ༏ྑۀࣄॴʯೝఆͷγϯϘ
ϧϚʔΫɺߴධՁΛಘͨۀࣄॴʹ
ͷΈ༩͑ΒΕΔʠ҆શੑʡͷূͰ͢ɻ

ʠ(ʡͷ༝དྷ (PPEʮΑ͍ʯɺ(MPSZʮൟ
ӫʯͷ಄จࣈʮ(ʯΛऔͬͨͷͰ͢ɻ

申請事業者（事業所単位）
申請資格
要　　件

事業開始後（運輸開始後）3年を経過していること、
配置する事業用自動車の数が5両以上であること等

申　　請

地方実施機関
（都道府県トラック協会）

申請書、添付資料送付

全国実施機関
（全日本トラック協会）

安全性評価委員会

評価項目
次の 3項目を点数化し評価

① 安全性に対する
法令の遵守状況

（配点40点）
（基準点数32点）

・地方実施機関の巡回指導結果
・運輸安全マネジメント取組状況

② 事故や違反の状況 （配点40点）
（基準点数21点）・重大事故・行政処分の状況

③ 安全性に対する
取組の積極性

（配点21点）
（基準点数12点）

・安全対策会議の実施、運転者の
教育などの取組の自己申告事項

認定要件
1）上記①〜③の評価点数の合計点が 80点以上
2）上記①〜③の各評価項目において上記の基準点数以上
3）法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
4）社会保険等の加入が適正になされていること

認定・公表

安全性優良事業所

༗ޮݶظ�����

ձڠަ௨ল�શຊτϥοΫࠃ
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ަ௨লࠃ

ҧͷফڈ
௨ৗɺ�ؒͱͳ͍ͬͯΔҧͷ༩ؒظʹ͍ͭͯɺ
ҧ༩ޙ �ؒҧͷ༩͕ͳ͍߹ɺ֘ҧ
͕ফ͞ڈΕ·͢ɻ

*5 ݺͷಋೖ
ର໘ݺʹ͑ͯɺࠃަ௨େਉ͕ఆΊΔઃஔܕຢܞଳ
Մ͕ݺΑΔ営業所ؒͰͷʹثػͷΧϝϥΛ༗͢Δܕ
ͱͳΓ·͢ɻ

ݺͷ༏۰
�ؒΛఆ࣌Ͱ運͢ߦΔܗଶͷ߹ͷଞ営業所ʹ͓͚Δ
ݺɺಉҰෑʹ所͢ࡏΔάϧʔϓا業ؒʹ͓͚Δݺ
͕ঝೝ͞Ε·͢ɻ

ิॿ݅ͷ؇ $/(τϥοΫʹର͢Δิॿʹ͍ͭͯɺ৽車ͷΈͷಋೖʹ
ཁ͕݅࠷Δ �ʹ؇（௨ৗ �）͞Ε·͢ɻ

安全性༏ྑ事業所දজ 安全性༏ྑ事業所ͷೝఆΛɺ࿈ଓͯ͠��Ҏ্औಘ͍ͯ͠Δ
ͳͲɺ͞ΒʹҰఆͷ͍ߴϨϕϧʹ͋Δ事業所͕දজ͞Ε·͢ɻ

४؇自動車ͷج
༗ޮؒظͷԆ

ଓܧΕ͍ͯΔ߹ɺ؇ͷ͞ߦ४؇自動車͕దʹ運ج
ೝఆʹ͓͍ͯɺ༗ޮ࠷͕ؒظ �ؒ·ͰԆ（௨ৗ �ؒ）
͞Ε·͢ɻ

ಛघ車྆௨ڐߦՄͷ
༗ޮؒظͷԆ

ಛघ車྆ͷ௨ڐߦՄʹ͍ͭͯɺҰఆͷཁ݅Λຬͨ͢༏ྑ事業所
ͷ車྆ͷ߹ɺڐՄͷ༗ޮ࠷͕ؒظ �ؒ·ͰԆ（௨ৗ࠷
 �ؒ）͞Ε·͢ɻ

全本
τϥοΫڠձ ॿͷ༏۰

ಓݝτϥοΫڠձͷձһ事業者ʹର͢Δॿ事業ʹͭ
͍ͯɺ༧ࢉͷൣғͰ࣍ͷ༏۰ાஔ͕ड͚ΒΕ·͢ɻ
ᶃ�υϥΠόʔ安全ڭҭ܇࿅ଅਐॿ੍
ɹ�ಛผݚमͷडߨྉॿۚͷ૿ （ֹ௨ৗ �ׂ˰全ֹॿ）
ᶄ�安全ஔಋೖଅਐॿ事業
ɹ�*5 ΞϧܕଳܞΔ͢༺ʹݺ͏ߦԕִͰͨ͠༺׆Λثػ
ίʔϧݕثͷ�ʹ͖ͭɺ�ͷ�ɺ্ ݶ �ສԁͷॿ
ᶅܦ�営அडଅਐॿ事業
ɹɾܦ営அॿۚͷ૿ֹ（௨ৗ �ສԁ˰ �� ສԁ）
ɹɾܦ営վળ૬ஊॿۚͷ૿ֹ（௨ৗ �ສԁ˰ �ສԁ）

ଛอձ社 อݥྉͷׂҾ ଛอݥձ社ͷҰ෦ا業Ͱɺ運送อݥʹ͓͍ͯಠ自ͷ
อݥྉׂҾΛద༻͍ͯ͠·͢ɻ

҆શੑ༏ྑۀࣄॴʹΔΠϯηϯςΟϒ༩

703,668

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2017 2018 202020192016
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9,712

11,276
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15,197

2.5%

5.6%

7.9%

9.6%
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58,052

131,652
195,100

243,299
285,467
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371,194

426,614
464,928

488,606

58,052

131,652
195,100

243,299
285,467

324,464
371,194

426,614
464,928

488,606

548,755548,755
575,586

518,014518,014

575,586
600,549600,549

22.9%

26.7%

31.3%

34.2%
36.0%

40.0%
41.7%
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49.4% 49.7%
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38.1%

4.3%

9.7%
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20.3%

625,114
651,824

625,114
651,824
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703,668
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35.0%

30.0%
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　認定数

　認定⋡

認定事業所数の᥎⛣

༗ޮظ ɿؒ�����݄�ʙ������݄��
全ࠃ貨物自動車運送దਖ਼Խ事業࣮ؔػࢪ

　車୧数

　全車୧に対する割合

 

 
500,000

600,000

700,000

認定事業所の車୧台数の᥎⛣
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ೝఆۀࣄॴٴͼೝఆۀࣄॴͷं྆ͷਪҠ
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⚑ɽ申請͔ΒධՁͷܾఆ·Ͱ

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所（営業所）を୯Ґとします。
（貨物ܰ自動車運送事業は評価のରからআかΕます。）

申請ج४（����  �݄ �）現在で以下の事߲の全てを満たす事業所とします。

ᶃ事業։ޙ࢝（運༌։ޙ࢝）�Λܦա͍ͯ͠Δ͜ͱɻ
　営業所が։ઃさΕ、事業を։࢝してから̏年をܦաしていること。
ᶄஔ͢Δ事業༻自動車ͷ͕ �྆Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱɻ
ᶅ̰ɽِڏ�ͷ申請ɺͦ ͷଞෆਖ਼ͳखஈ（ҎԼɺʮෆਖ਼申請ʯͱ͍͏ɻ）ʹ ΑΓ申請ͷ٫Լຢ評価ͷऔফ͠

Λड͚ͨ事業所ʹ͋ͬͯɺ֘٫Լຢऔফ͠ʹΔ申請ޙ �事業Λܦա͍ͯ͠Δ͜ͱɻ
̱ɽ�ෆਖ਼申請ʹΑΓೝఆͷऔফ͠Λड͚ͨ事業所ʹ͋ͬͯɺऔফ͠ޙ �Λܦա͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

ᶆೝఆূɺೝఆϚʔΫٴͼೝఆεςοΧʔ（ҎԼɺʮೝఆূʯͱ͍͏ɻ）ͷِ͘͠มຢෆਖ਼
ͳ༻ʹΑΓੋਖ਼ࠂקΛड͚ͨ事業所ʹ͋ͬͯɺ֘ੋਖ਼ࠂקͷཤߦঢ়͕֬گೝ͞Εɺٴͼِม
ޙΔೝఆূͷఏग़Λड͚ͨʹ �Λܦա͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

※申請を受ཧしたޙに、্ 記ᶃʙᶆの各事߲を満たさないことが確認さΕた場合は、「評価தࢭ」として
評価が行ΘΕまͤΜ。

̍ɽΠϯλʔωοτʹΑΔ൦
　ᶃ൦։࢝日ɿ2�21 年 � 月 2� 日（ۚ）
　ᶄ൦ํ๏ɿ申請案内ˠ全日本τϥοΫڠձϗʔϜϖʔδ
　　　　　　　申請書・自認書ˠ「申請書࡞γεςϜ」による࡞
̎ɽࢴഔମʹΑΔ൦
　ᶃ൦։࢝日ɿ2�21 年 5 月 � 日（）
　ᶄ൦ํ๏ɿ申請事業所が所在する都道府県の地ํ実ࢪ機関（各都道府県τϥοΫڠձ）よりೖखして下さい。
　　　　　 　※土・日・ॕ日はআ͘

����  �݄ �（）ʙಉ �݄ �� （ਫ）˞ɾ༵আ͘ɻ
ͨͩ͠ɺ༣送ͷ߹ �݄ �� （݄）·Ͱʹํ࣮ؔػࢪඞண
૭ޱの受付ؒ࣌等については、地ํ実ࢪ機関におい合Θͤ下さい。

事業所͕所͢ࡏΔಓݝͷํ࣮ؔػࢪ（ಓݝτϥοΫڠձ）
 申請書類の提出は、ݪ則、地ํ実ࢪ機関受付૭ޱへ提出となります。たͩし、地ཧత条件等により༣送を希望
する場合には、༣送による申請書類の提出を認Ίます。（申請受付ऴྃલの � 月 12 日までに地ํ実ࢪ機関必ண）
˞༣送ʹΑΔ申請書ྨఏग़ͷҙ事߲
　 申請書類を༣送する際は、؆қ書ཹ৴書ศなͲՙ物がՄなํ๏で、地ํ実ࢪ機関へ � 月 12 日まで

に必ணするように発送して下さい。

申請ॻྨͷ൦

申請डؒظ

ධɹՁɹରɹ

申ɹ請ɹࢿɹ֨

ਃ֨ࢿཁ݅

申請ॻྨͷఏग़ઌ
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௨ৗ申請Λબͨ͠߹ɺʹࡍ৽ͷߋ˞
৽申請Ͱʮ௨ৗ申請ʯ͠ߋճͷ࣍ ͘
ʮಛྫ申請ʯͷ͍ͣΕ Λ͔બͰ͖ ·͢ ɻ

申請�ճ（ߋ৽�ճ）申請ॳճ（৽ن申請） 申請�ճҎ （৽�ճҎ߱ߋ߱）

௨ৗ申請

௨ৗ申請

ಛྫ申請

৽̍ߋ˞ ճͷ申請Ͱɺʮ௨ৗ申請ʯ͠ ͘
ʮಛྫ申請ʯͷ͍ͣΕ Λ͔બͰ͖ ·͢ ɻ

ಛྫ申請Λબ͠ʹࡍ৽ͷߋ˞ ͨ߹ɺ࣍ճͷߋ৽申請Ͱඞͣ
ʮ௨ৗ申請ʯͰͳ͚ ΕͳΓ·ͤ Μɻ

௨ৗ申請
（৽申請̖ํࣜߋ）

（৽申請̗ʙ̚ํࣜߋ）

（৽申請̖ํࣜߋ）

（৽申請̖ํࣜߋ）

（৽申請̗ʙ̚ํࣜߋ）

௨ৗ申請

௨ৗ申請

ಛྫ申請

ಛྫ申請

ಛྫ申請

৽ن申請

௨ৗ申請

˞૭ޱडͷҙ事߲
　 申請खଓ͖は、当該事業所に所ଐする代表者ຢは担当者が行なͬて下さい。本社、支社等による一ׅ申請

当該事業所に所ଐしていない代ཧ人等による申請खଓ͖は、受付࣌における内༰確認等に支োを͖たすڪΕ
が͋ることから、ごԕྀ下さい。

　受付ؒظऴྃؒۙは、申請がूதして受付がࠞࡶしますので、ૣΊの申請をおئいします。

新規申請ͱߋ新申請ͷ申請ํ๏

申請ͷऔԼ͛
評価のܾ定લで͋Ε、申請をऔ下͛ることがで͖ます。所定の様式に必要事߲を記ೖの্、申請を行ͬた地ํ

実ࢪ機関に提出して下さい。詳細については、申請を行ͬた地ํ実ࢪ機関におい合Θͤ下さい。
※申請をऔ下͛た場合で͋ͬて、申請書類はฦ٫で͖まͤΜ。

ᶃʮ申請書࡞γεςϜʯͰ࡞ͨ͠申請書ʹΑΔ申請ɿແྉ
ᶄෳࣸࣜ申請書ʹΑΔ申請ɿ申請書࣮අ ���� ԁ（੫ࠐ）

認定までのؒにෆਖ਼申請等により評価を受けようとしຢは評価を受けた事業所にରしては、その申請を٫下し、
ຢは評価のܾ定をऔり消します。

申請事業所について、全国実ࢪ機関が̏つの評価߲について評価ج४に͖ͮج点数Խし、安全性評価ҕ員ձ
（下記ࢀর）へのࢾ、申をܦて評価をܾ定します。

評価݁Ռを各申請事業所にରして、2�21 年 12 月த०（༧定）に༣送にてご通します。
評価݁Ռの༣送日は、2�21 年 11 月下०（༧定）に全日本τϥοΫڠձϗʔϜϖʔδにてご案内します。

申ɹɹ請ɹɹྉ

申請ͷ٫Լ

ධ Ձ ͷ ܾ ఆ

ධՁ݁Ռͷ௨

ɿ安全性評価ҕһձͱ
安全性評価事業のݫਖ਼、ެฏ性、ಁ໌性を確อするたΊ、評価のܾ定をは͡Ί、事業実ࢪに必要

な事߲について৹ٞする。ֶࣝݧܦ者、Ϛείϛ関係者、࿑ಇ合関係者、ՙओஂମ、一般消費者、
国土交通省職員及び全国実ࢪ機関担当役員でߏする。
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評価߲ᶗɽʙᶙɽΛԽͯ͠評価Λ͍ߦ·͢ɻ
ᶗɽ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ɾج४ �� ）
ᶃํ࣮ؔػࢪʹΑΔ८ճࢦಋͷ݁Ռ（��߲ɹ�� ）
　地ํ実ࢪ機関による下記ରؒظの८ճࢦಋの݁Ռを用います。
　ରؒظɿ����  �݄ �ʙ ����  �� ݄ �� 
　※申請࣌点で্記ؒظの८ճࢦಋを受けていない事業所は、ޙ日८ճࢦಋを実ࢪします。
　※ લ年度申請の評価で当該߲のج४点数を満たさͣ認定さΕなかͬた事業所は、্ 記ؒظ内にվΊて८ճࢦಋを実ࢪします。

ʻͷํࢉܭ๏ʼ
ᶃ ߲ ຖに、८ճࢦಋ݁Ռが「ద」の場合はՃ点し、「൱」の場合はՃ点しまͤΜ。なお、८ճࢦಋޙ

にվળさΕてՃ点しまͤΜ。
ᶄ事業所により該当しない߲が͋る場合、当該߲はՃ点します。
ᶅ८ճࢦಋ࣌に書類ෆඋ等により定で͖なかͬた߲はՃ点しまͤΜ。

ᶄ運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گ（�）
　下記ରظ࣌における運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況の実を用います。
　ରظ࣌ɿ����  �݄ �ࡏݱ
　※ 2�21 年７月２日以降に実ࢪさΕたのは認ΊらΕまͤΜ。

ʻͷํࢉܭ๏ʼ
申請࣌に提出さΕた書類により、அج४を満たした場合はՃ点します。˰ 詳細は P.52 ʙ 5�

⚒ɽධՁ߲

தɹ߲ɹ খɹɹ߲ɹɹ 
̍ɽܭۀࣄը ʢ̍ʣһͷܜٳɾਭࢪઃͷอकɺཧదਖ਼͔ɻ �

̎ɽாථྨͷඋɺ
ɹ ใࠂ

ʢ̍ʣهނࣄ͕దਖ਼ʹه͞Εɺอଘ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �
ʢ̎ʣӡస者ா͕దਖ਼ʹهೖ͞Εɺอଘ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �
ʢ̏ʣं྆ா͕උ͞Εɺదਖ਼ʹهೖ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �

̏ɽӡߦཧ

ʢ̍ʣӡߦཧنఔ͕ఆΊΒΕ͍ͯΔ͔ɻ �
ʢ̎ʣӡߦཧ者ʹॴఆͷߨशΛड͚͍ͤͯ͞Δ͔ɻ �
ʢ̏ʣܭۀࣄըʹै͍ɺඞཁͳӡస者Λ֬อ͍ͯ͠Δ͔ɻ �
ʢ̐ʣա࿑ࢭΛྀͨ͠ۈؒ࣌ɺؒ࣌ΛఆΊɺ͜ ΕΛجʹׂ͕࡞͞Εɺؒ࣌ܜٳɺਭ

ͷͨΊͷ͕ؒ࣌దਖ਼ʹཧ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �

ʢ̑ʣաੵࡌʹΑΔӡૹΛ͍ͯͬߦͳ͍͔ɻ �
ʢ̒ʣݺͷ࣮ٴࢪͼͦͷهɺอଘదਖ਼͔ɻ �
ʢ̓ʣͷهʢӡసใʣͷ࡞ɾอଘదਖ਼͔ɻ �
ʢ̔ʣӡهߦܭʹΑΔهٴͼͦͷอଘɾ׆༻దਖ਼͔ɻ �
ʢ̕ʣӡࣔࢦߦॻͷ࡞ɺࣔࢦɺߦܞɺอଘదਖ਼͔ɻ �
ʢ̍ ̌ʣһʹର͢Δ༌ૹͷ҆શ֬อʹඞཁͳࢦಋಜΛ͍ͯͬߦΔ͔ɻ �
ʢ̍ ̍ʣಛఆͷӡస者ʹରͯ͠ಛผͳࢦಋΛ͍ͯͬߦΔ͔ɻ �
ʢ̍ ̎ʣಛఆͷӡస者ʹରͯ͠దੑஅΛड͚͍ͤͯ͞Δ͔ɻ �

̐ɽं ྆ཧ

ʢ̍ʣඋཧنఔ͕ఆΊΒΕ͍ͯΔ͔ɻ �
ʢ̎ʣඋཧ者ʹॴఆͷݚमΛड͚͍ͤͯ͞Δ͔ɻ �
ʢ̏ʣৗجݕ४Λ࡞͠ɺ͜Εʹ͖ͮجݕΛదਖ਼ʹ͍ͯͬߦΔ͔ɻ �
ʢ̐ʣఆظجݕ४Λ࡞͠ɺ͜ Εʹ͖ͮجɺదਖ਼ʹݕɾඋΛ͍ߦɺݕඋه͕อଘ

͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �

̑ɽ࿑ج๏

ʢ̍ʣबنۀଇ੍͕ఆ͞Εɺಧग़͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �
ʢ̎ʣ̏ ఆ͕క݁͞Εɺಧग़͞Ε͍ͯΔ͔ɻڠ̒ �
ʢ̏ʣ࿑ಇؒ࣌ɺٳ࿑ಇʹ͍ͭͯҧ๏ੑͳ͍͔ʢӡసؒ࣌Λআ͘ʣɻ �
ʢ̐ʣॴཁͷ݈߁அΛ࣮͠ࢪɺͦͷهɾอଘ͕దਖ਼ʹ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ �

খɹܭ ��

தɹ߲ɹ খɹɹ߲ɹɹ 
̒ɽӡ༌҆શ
ɹ Ϛωδϝϯτ

ӡ༌҆શϚωδϝϯτΛత֬ʹ࣮͠ࢪɺ༌ૹͷ҆શʹؔ͢Δܭըͷ࡞ɺ࣮ ͼվળͷٴɺධՁߦ
Ұ࿈ͷաఔΛԁʹਐΊ͍ͯΔ͔ɻ �
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ᶘɽ事ނҧͷঢ়گ（ ��ɾج४ �� ）
国土交通省から提供さΕる下記ରؒظの事故及び行政処分（累積点数）の実を用います。
ରؒظɿ����  �� ݄ �� Ҏલ �ؒ（����  �� ݄ �͔Β ���� �� ݄�� ·Ͱ）

ʻͷํࢉܭ๏ʼ
̍ɽ事ނͷ࣮ɿ��্ 記に該当する有の第一当事者となる事故が͋る場合は � 点、ແい場合は 2� 点をՃ点

します。
ᶃ有となる第一当事者の事故が͋る場合は認定さΕまͤΜ。
ᶄ  運輸支局に自動車事故報告書を提出している場合は、その写しを必ͣ提出して下さい。
　 申請ޙに自動車事故報告書を提出した場合提出Εが໌した場合は、すΈかに全国実ࢪ機関に

その写しを提出して下さい。
ᶅ 当該事故に関して自動車事故報告書以֎のաࣦの有ແがΘかる関連資料※が͋Ε、合Θͤて提出して

下さい。
　 申請ޙに関連資料が確認さΕた場合は、すΈかに全国実ࢪ機関に提出して下さい。

̎ɽҧ（ߦॲ）ͷ࣮ɿ  累積点数が2�点以্の場合は�点、2�点ະ満の場合は、（2�点）ɻ（累積点数）
でٻΊたಘ点をՃ点します。

ᶙɽ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ɾج४ �� ）
下記ରظ࣌における安全性にରするऔの積ۃ性の実を用います。
ରظ࣌ɿ����  �݄ �ࡏݱ
※ 2�21 年 � 月 2 日以降に実ࢪさΕたのは認ΊらΕまͤΜ。

ʻͷํࢉܭ๏ʼ
申請࣌に提出さΕた書類により、அج४を満たした場合はՃ点します。˰ 詳細は P.22 ʙ 51

˞աࣦͷ༗ແ͕Θ͔Δؔ࿈ࢿྉͱ
当該事故に関し、以下のようなߟࢀ資料が͋る場合はその写しを提出して下さい。

さΕた資料ࡌձ社発行の確定したաׂࣦ合等が記ݥ⢭อ（ྫߟࢀ）　　
　　　 ⢮事故ऒى者にରするࡋ所・ݕி等が発行したෆىૌ処分等ূ໌資料
　　　 ⢯交通事故ূ໌書
　　　 ⢰事故ऒى者にରする行政処分の状況が分かるۙの運転記ূ໌書等
　　　 ⢱্記⢭ʙ⢰の他に、当該事故の詳細を記した報告書・自認書・ห໌書等

தɹ߲ɹ খɹɹ߲ɹɹ 

̍ɽނࣄͷ࣮ ���� ̍̍ ݄̏̌ ͔Βա̏ڈؒʹɺۀࣄॴͷۀࣄ༻ࣗಈं͕༗ͷୈҰࣄ者ͱͳΔɺࣗಈ
ͳ͍͔ɻ͕ނࣄަ௨লྩʣୈ֤̎߸ʹఆΊΔࠃଇʢنࠂใނࣄं ��

̎ɽҧʢߦॲʣͷ
ɹ  ࣮

���� ̍̍ ݄̏̌ ʹ͓͍ͯɺۀࣄॴʹɺ՟ࣗಈंӡૹۀࣄ๏ʹߦͮ͘جॲͷ͕Ճ
͞Ε͍ͯͳ͍͔ɻ·ͨɺ͕͋Δ߹ʹɺ֘ۀࣄॴʹΔߦॲͷྦྷੵԿ͔ɻ ��

খɹܭ ��

ࣗɹೝɹ߲ɹ 
̍ɽނࣄࢭରࡦϚχϡΞϧΛ׆༻͍ͯ͠Δɻ �
̎ɽۀࣄॴͰ҆શରࡦձٞʢ҆શʹؔ͢Δ 2$ Δɻ͍ͯ͠ࢪ࣮ʹతظಈΛؚΉɻʣΛఆ׆ �
̏ɽ̔ ओۀاɺྗڠձࣾຢԼ請ձࣾͱͷ҆શରࡦձٞΛఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ �
̐ɽࣗ ࣾಠࣗͷӡస者ݚमΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ �
̑ɽ֎෦ͷݚमؔػɾݚमձӡస者Λ͍ͯ͠ݣΔɻ �
̒ɽಛఆͷӡస者Ҏ֎ʹదੑஅʢҰൠஅʣΛܭըతʹड͍ͤͯ͞Δɻ �
̓ɽ̓ શӡߦʹͭͳ͕ΔলΤωӡసΛ࣮͠ࢪɺͦͷ݁Ռʹ͖ͮجɺݸผͷࢦಋڭҭΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ �
̔ɽఆظతʹʮӡసهূ໌ॻʯΛऔΓͤدɺނࣄɺҧ࣮ଶΛѲͯ͠ɺݸผࢦಋʹ׆༻͍ͯ͠Δɻ �
̕ɽάリʔϯܦӦೝূ *40ʢ���� γリʔζຢ ����� γリʔζʣΛऔಘ͍ͯ͠Δɻ �

̍̌ ɽաߦʹڈɺ֎෦ؔػɺτϥοΫڠձ͔Βɺ༌ૹͷ҆શʹؔ͢ΔදজΛड͚ͨ͜ͱ͕͋Δɻ �
̍̍ ɽ݈ Δɻ͍ͯ͠ࢪͳऔΓΈΛ࣮ߴతɺಠతɺઌਐతຢۃ༌ૹͷ҆શʹؔ͢ΔࣗओతɺੵࡦରࢭނࣄҼى߁ �

খɹܭ ��
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下表の߲の１つで、「/P」ཝにνΣοΫが͋る場合には認定さΕまͤΜので、申請までのؒにखଓ͖を
行ͬて下さい。また、申請ޙにมߋ等が必要となる事༝が生͡た場合にはかに所要のखଓ͖を行ͬて下さい。

๏ʹͮ͘جೝՄ申請ɺಧग़ɺใࠂ事߲νΣοΫγʔτ
ɹɹɹɹɹɹɹ༰ 手ଓ͖ :FT /P

（̍）ओͨΔ事所ٴͼ営業所ͷ໊শɺҐஔʹมߋͳ͍͔ɻ
Ａɽओたる事所の名শはਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽओたる事所のҐஔはਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̘ɽ営業所の名শはਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̙ɽ営業所のҐஔはਖ਼し͘ڐՄຢは認Մを受けているか。（運輸局がࢦ定する۠Ҭ内に

おけるҐஔมߋの場合は、ਖ਼し͘ಧ出さΕているか。）

事ޙಧ
ʏ
ʏ

ೝՄຢ
事ޙಧ

˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘

（̎）営業所ʹஔ͢Δ事業༻自動車ͷछผٴͼʹมߋͳ͍͔ɻ
Ａɽී通車、খܕ車、τϥΫλ、τϨʔϥの種ผとその数は、ਖ਼し͘ಧ出さΕているか。

ೝՄຢ
事લಧ ˘ ˘

（̏）自動車車ݿͷҐஔٴͼऩ༰ྗʹมߋͳ͍͔ɻ
Ａɽ自動車車ݿのҐஔはਖ਼し͘ڐՄຢは認Մを受けているか。
̗ɽ自動車車ݿのऩ༰ྗはਖ਼し͘ڐՄຢは認Մを受けているか。

ೝՄ
ʏ

˘
˘

˘
˘

（̐）һͷܜٳɾਭࢪઃͷҐஔɺऩ༰ྗʹมߋͳ͍͔ɻ
Ａɽܜٳ・ਭࢪઃのҐஔはਖ਼し͘ڐՄຢは認Մを受けているか。
̗ɽܜٳ・ਭࢪઃのऩ༰ྗはਖ਼し͘ڐՄຢは認Մを受けているか。

ೝՄ
ʏ

˘
˘

˘
˘

（̑）ಧग़事߲ʹมߋͳ͍͔ɻ（һɺ社һɺಛఆ事業者ʹΔ運送ͷधཁ者ͷ໊শมߋ）
ɹ ɹ̡ 本社営業所ʹݶΔʳ

Ａɽ事業者（本社）の名শॅ所はਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽ事業者（本社）の役員・社員はਖ਼し͘ಧ出さΕているか。

事ޙಧ
ʏ

˘
˘

˘
˘

（̒）自動車事ނใࠂ書Λఏग़͍ͯ͠Δ͔ɻ
Ａɽ自動車事故報告書は、自動車事故報告規則に定ΊらΕた事故が発生した場合、̏０日以内

に提出さΕているか。
事ޙಧ ˘ ˘

（̓）事業ใࠂ書ɺ事業࣮ใࠂ書Λఏग़͍ͯ͠Δ͔ɻ̡ 本社営業所ʹݶΔʳ
Ａɽ事業報告書はຖ事業年度のܦա１００ޙ日以内に提出さΕているか。
̗ɽ事業実報告書はຖ年７月１０日までに提出さΕているか。

事ޙಧ
ʏ

˘
˘

˘
˘

（̔）運ߦཧ者ͷબʹ͍ͭͯɺಧग़͞Ε͍ͯΔ͔ɻ
Ａɽ運行ཧ者資格者ূを有する者で、ஔ車྆数にԠ͡た必要な員数の運行ཧ者が選

任さΕ、ਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽ運行ཧ者のղ任、มߋについてਖ਼し͘ಧ出さΕているか。

事ޙಧ

ʏ

˘

˘

˘

˘
（̕）උཧ者ͷબʹ͍ͭͯɺಧग़͞Ε͍ͯΔ͔ɻ

Ａɽඋཧ者資格を有する者が選任さΕ、ਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽඋཧ者のղ任、มߋについてਖ਼し͘ಧ出さΕているか。

事ޙಧ
ʏ

˘
˘

˘
˘

社ձอݥͷదਖ਼ՃೖνΣοΫγʔτ
ɹɹɹɹɹɹɹ༰ ɹ߲ࣄ :FT /P

（̍）࿑ࡂอݥɺޏ༻อݥʹՃೖ͍ͯ͠Δ͔ɻ
Ａɽ࿑ಇج४ಜ署にద用事業所としてਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽ๏に定Ίる従業員、ύʔτ・ΞϧόΠτ等がΕな͘Ճೖしているか。
̘ɽޏ用อݥについては、ޏ用者から所定のอݥ料が߇আさΕているか。
̙ɽอݥ料をదに࿑ಇج४ಜ署にೲ付しているか。

ඞɹਢ
ʏ
ʏ
ʏ

˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘

Ճೖ͍ͯ͠Δ͔ɻʹݥɺްੜۚอݥอ߁݈（̎）
Ａɽ݈߁อݥについて、年ۚ事所（ڠձけΜΆ）ຢは݈߁อݥ合（合݈อ）にద用事

業所としてਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̗ɽް生年ۚอݥについて、年ۚ事所にద用事業所としてਖ਼し͘ಧ出さΕているか。
̘ɽ๏に定Ίる従業員、ύʔτ・ΞϧόΠτ等がΕな͘Ճೖしているか。
̙ɽޏ用者から所定のอݥ料が߇আさΕているか。
̚ɽอݥ料をదに年ۚ事所ຢは݈߁อݥ合にೲ付しているか。

ඞɹਢ

ʏ
ʏ
ʏ
ʏ

˘

˘
˘
˘
˘

˘

˘
˘
˘
˘

๏ʹͮ͘جೝՄ申請ɺಧग़ɺใٴ߲ࣄࠂͼࣾձอݥͷదਖ਼ՃೖνΣοΫγʔτ

८ճࢦಋʹ͓͚Δվળใݶظࠂ
　 ८ճࢦಋの際に、「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等のదਖ਼Ճೖ」のいͣΕかについ

てվળ報告をٻΊらΕた場合には、下記のվળ報告ݶظ内にվળ報告がない場合は認定さΕまͤΜ。
　ᶃ申請ج४日લの८ճࢦಋˠ ����  �݄·Ͱ（地ํ実ࢪ機関の࠷ऴ営業日まで）
　ᶄ 申請ج४日以ޙの८ճࢦಋˠ८ճࢦಋ࣮ࢪ͔Β �ϲ݄Ҏ（࠷ऴ日が土・日・ॕ 日の場合はલのฏ日まで）
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認定要件ᶃʙᶆを全て満たす事業所を「安全性༏ྑ事業所」として認定します。

ᶃ評価߲（��� ）ͷ評価ͷ߹ܭ͕ ��Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱɻ
ᶄ֤評価߲ʹ͓͍ͯԼهͷج४Λຬ͍ͨͯ͠Δ͜ͱɻ
　　ᶗɽ安全性にରする๏ྩの९क状況 ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��点 （点 ０̐点）
　　ᶘɽ事故ҧの状況 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��点 （点 ０̐点）
　　ᶙɽ安全性にରするऔの積ۃ性 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ���点 （点２１点）
ᶅ๏ʹͮ͘جೝՄ申請ɺಧग़ɺใࠂ事߲͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ
　該当する内༰については、P.� をごࢀর下さい。
ᶆ社ձอݥͷՃೖ͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ
　該当する内༰については、P.� をごࢀর下さい。

「安全性༏ྑ事業所」の認定の有ޮؒظは、下記のとおりとします。

ᶃ認定ূをत༩します。
ᶄ 「安全性༏ྑ事業所」の認定ϚʔΫ及び認定εςοΧʔ並びに認定ϫοϖϯについて、

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る車྆ష付等への用を
認定の有ޮؒظ内にݶり認Ίます。

ᶅ 全日本τϥοΫڠձのϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX.KUB.PS.KQ�）で事業所名・ॅ所・
電話番号をެ表します。また、認定事業所からの希望により、ओな輸送のࡌܝ
及びϗʔϜϖʔδのϦϯΫを行います。

認定にࢸらなかͬた事業所において、認定要件を満たさなかͬた評価߲のうͪ、事故の実において৽
たな事実が確認さΕたの、औの実は͋るが提出した書類にෆඋが͋りஅج४を満たさなかͬたの
について、ผに定Ίるج४に͖ͮجห໌の機ձをઃけます。

৽نɾߋ৽ͷछผ ߸ͷೝఆূ൪ࡏݱ ؒظճͷೝఆʹΑΔ༗ޮࠓ

৽نೝఆ事業所 ����  �݄ �ʙ ����  �� ݄ �� （̎ؒ）

ॳճߋ৽事業所 �������ɹɹ ����  �݄ �ʙ ����  �� ݄ �� （̏ؒ）

̎ճߋ৽事業所 �������（�）

����  �݄ �ʙ ����  �� ݄ �� （̐ؒ）̏ճߋ৽事業所 �������（�）

̐ճߋ৽事業所 �������（�）
※「現在の認定ূ番号」ཝの「�」は各事業所にׂりৼらΕた数字をさします。

҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷೝఆ

҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷ༗ޮؒظ

҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷূ͠

ධՁ݁Ռʹର͢Δห໌ͷػձ

ೝ ఆ ཁ ݅

⚓ɽ҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷೝఆ

２０２１

認定証番号

２１䠕０００１

事業所名：

住 所：

○○通運株式会社
○○貨物ターミナル支店

○○県○○市○○区
○○町１丁目１番１１号

2021年12月14日

2 0 2 2年 1月 1日～ 2 0 2 3年 1 2月 3 1日
（２年間）

ೝఆূ αϯϓϧ
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認定の有ޮؒظ内において、次のいͣΕかの事実が確認さΕた場合は、確認さΕた評価事߲の内༰に࠶͖ͮج
評価を行います。

ᶃ「安全性にରする๏ྩの९क状況」についての৽たな事実
ᶄҧの実について、車྆ఀࢭ以্の行政処分
ᶅ事故の実について、࠶評価日からաڈ � 年ؒに事業所の事業用自動車が有の第一当事者となる、自動車

事故報告規則第 2 条各号に規定する事故をҾ͖ىこしたこと

認定は、次のいͣΕかに該当する場合にࣦޮします。
ᶃ有ޮؒظが満ྃした場合
ᶄ有ޮؒظ内において、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所でな͘なͬた場合（同

事業をࢭٳした場合をؚΉ。）
ᶅ安全性༏ྑ事業所の認定を自ओฦೲした場合
ᶆ安全性༏ྑ事業所が認定を受けていない事業所と౷合さΕた場合

認定の有ޮؒظ内において、安全性༏ྑ事業所の認定を受けている事業所は、その認定のฦೲを申し出ること
がで͖ます。認定のฦೲの申し出は、認定ূ等のฦೲ申出書ととに当該認定に係る認定ূをฦೲして下さい。

詳細は、全国実ࢪ機関ຢは所ଐする地ํ実ࢪ機関におい合Θͤ下さい。
自ओฦೲΛߦΘͳ͍Ͱɺೝఆͷऔফ͠Λड͚ͨ߹ɺԼهͷͱ͓ΓެදͱͳΓ·͢ɻ

認定の有ޮؒظ内において、次のいͣΕかに該当することとなͬた場合には、当該認定をऔり消します。
認定のऔ消しを受けた事業所については、全日本τϥοΫڠձのϗʔϜϖʔδ等でެ表します。
ᶃෆਖ਼申請等により、安全性༏ྑ事業所の認定を受けた事実が確認さΕた場合
　（本߲により認定のऔ消しを受けた事業所については、औ消し２ޙ年ؒ、本事業への申請はで ま͖ͤΜ。）
ᶄ P.�「申請資格」ᶃʙᶆの各事߲を満たしていないことが確認さΕた場合
ᶅ࠶評価の݁Ռ、P.�「認定要件」ᶃʙᶄの評価点数のج४を満たさな͘なͬた場合
ᶆ̰ɽ࠶評価の݁Ռ、認定を受けるલに貨物自動車運送事業๏第 1� 条第 1 （߲ա࿑運転のࢭાஔٛҧ）

ຢは同条第 � （߲ա積ࡌ運送のҾ受け、ࣔࢦ等）をཧ༝とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定
に同͡内༰をཧ༝とする行政処分を受けたことが確認さΕた場合ޙ

̱ɽ࠶評価の݁Ռ、認定ޙに貨物自動車運送事業๏第 1� 条第 1 （߲ա࿑運転のࢭાஔٛҧ）ຢは同条第 � ߲
　　（ա積ࡌ運送のҾ受け、ࣔࢦ等）にҧしたことをཧ༝とする行政処分を 2 度受けたことが確認さΕた場合

ᶇ P.�「認定要件」ᶅʙᶆの事߲を満たさな͘なͬたことが確認さΕた場合
ᶈ認定ূ、認定ϚʔΫ及び認定εςοΧʔ並びに認定ϫοϖϯ等のِม等のෆਖ਼な用、認定を受けていない事業

所への当該行ҝに関するࠦڭຢはኀॿを行ͬた事実が認ΊらΕ、そのੋਖ਼ࢦಋがཤ行さΕなかͬた場合

認定のࣦޮ及びऔ消しを受けた事業所は、
ᶃ認定ূをかに全国実ࢪ機関へฦೲして下さい。（有ޮؒظが満ྃした場合をআ͘。）
ᶄ認定ϚʔΫ及び認定εςοΧʔ並びに認定ϫοϖϯについて、当該事業所の任において、自ओతにఫڈ・

ഇغし、その用をதࢭして下さい。

⚔ɽೝఆޙͷ࠶ධՁٴͼࣦޮɺऔফ͠

ɹɹධɹɹՁ࠶

ೝ ఆ ͷ ࣦ ޮ

ೝఆͷऔফ͠

ೝఆͷࣗओฦೲ

ͷೝఆূͷऔѻ͍ޙͼऔফ͠ٴޮࣦ
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ʻߋ৽खଓํ๏ͷछྨͱϑϩʔνϟʔτʼ

事
故
や
違
反（
行
政
処
分
）の
状
況
の
確
認

લճͷ҆શੑʹ
ର͢Δ๏ྩͷ९
कঢ়گͷධՁ
͕��ຬ
Ͱ͋ͬͨۀࣄॴ

લճͷ҆શੑʹ
ର͢Δ๏ྩͷ९
कঢ়گͷධՁ
͕��ҎԼ
Ͱ͋ͬͨۀࣄॴ

2項とධՁを新たにرする ʜ�1���ͷɹɻ"

2項とධՁを新たにرする ʜ�1���ͷɹɻ"

2項とධՁを新たにرする ʜ�1���ͷɹɻ"
લճɹ ɾ��ɾɹ
ɹ�ํࣜΛ
બͨ͠ۀࣄॴ

# $
&

%

҆શੑにରする法ྩの९कঢ়گ
のධՁのみرする ʜ�1���ͷɹɻ#

҆શੑにରする取のੵੑۃ
（ࣗೝ事項）のධՁのみرする ʜ�1���ͷɹɻ$

҆શੑにରする取のੵੑۃ
（ࣗೝ事項）のධՁのみرする ʜ�1���ͷɹɻ%

2項のධՁは、લճのධՁ数を
そのまま利用する͜とをرする

ʜ�1���ͷɹɻ&

"લճ ৽نɾ
ํࣜΛબͨ͠
ॴۀࣄ

事
故
や
違
反
（
行
政

処
分
）の
状
況
の
確
認

更
新
対
象
事
業
所

⚕ɽߋ新申請ͷखଓ͖ͱ申請ํ๏

̐月த०に送付する「ߋ৽のご案内」ϋΨΩ（※）において、当該事業
所がར用で͖るߋ৽申請のํ式を案内しています。

安全性༏ྑ事業所の認定を受けている事業所が、認定のߋ৽を希望す
る場合のํ๏は下記の通りとなります。

̍ɽ評価߲ᶘʮ事ނҧͷঢ়گʯʹ͍ͭͯɺߋ৽Λر͢Δ事業所全ͯΛରͱͯ͠৽ͨʹ評
価Λ͍ߦ·͢ɻ

̎ɽ評価߲ᶗʮ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯおよびᶙʮ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性ʯの 2 ߲
については、ߋ৽を希望する事業所において評価の希望の有ແを選で͖ます。いͣΕかの߲
について評価を希望しない場合は、લճの該当߲の評価点数を用います （以下「特ྫ申請」と
いう。）。たͩし、2 ճ連ଓして特ྫ申請を選することはで͖まͤΜ（P.5 。（রࢀ

新खଓͷ֓ཁߋ

評価߲
৽申請ͷํࣜߋ

̖ ̗ ̘ ̙˞ ̚˞

ᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ �� ४ج� �� ） ˓ ˓ ʵ ʵ ʵ
ᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ �� ४ج� �� ） ˓ ˓ ˓ ˓ ˓
ᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ �� ४ج� �� ） ˓ ʵ ˓ ˓ ʵ

˓ɿ৽たに評価する߲　ʵɿલճの評価点数を用いる߲
৽Ａํ式で͋り、「安全性にରする๏ྩの९क状況」のߋ৽申請̙ํ式及び̚ํ式は、લճ৽規申請またはߋ ※

点数が �� 点満点で͋ͬた事業所のΈ選で͖るํ式となります。

１８䠕䠕䠕䠕䠕（１）

৽ͷ͝ҊϋガΩ αϯϓϧߋ˞
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�߲ͱධՁΛ新ͨʹر͢Δ߹A
ᶃこの申請ํ式は、全ての評価߲の評価を希望する場合に選します。
ᶄ評価のํ๏அج४等については、৽規申請と同͡ѻいとなります。
ᶅ८ճࢦಋの際に、認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等のՃೖ」のいͣΕかに

ついてվળ報告をٻΊらΕた場合は、当該߲についてかにखଓ͖を行い、その݁Ռを以下のظ日ま
でに地ํ実ࢪ機関に報告して下さい。なお、ݶظ·Ͱʹվળ͞Εͨใ͕ࠂͳ͚Εೝఆ͞Ε·ͤΜɻ
̰ɽ申請ج४日以લの८ճࢦಋˠ ����  �݄まで（地ํ実ࢪ機関の࠷ऴ営業日まで）
̱ɽ申請ج४日ޙの८ճࢦಋˠ८ճࢦಋ࣮ࢪ͔Β �ϲ݄Ҏ（࠷ऴ日が土・日༵日、ॕ日の場合は

લのฏ日まで）

ɹᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
� �ܭ߹ 

ධɹɹɹɹɹɹՁ

௨ৗ申請

҆શੑʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گͷධՁͷΈ
͢Δ߹Bر

ᶃこの申請ํ式は、2 ߲のう ʮͪ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯͷΈ評価を希望する場合に選します。
ᶄ「安全性にରする๏ྩの९क状況」のうͪத߲１ʙ̑（P.� ࢦ機関のదਖ਼Խ事業ࢪর）は、地ํ実ࢀ

ಋ員が८ճࢦಋにい、各߲について確認します。
ᶅ८ճࢦಋの際に、認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等のՃೖ」のいͣΕかに

ついてվળ報告をٻΊらΕた場合は、当該߲についてかにखଓ͖を行い、その݁Ռを以下のظ日ま
でに地ํ実ࢪ機関に報告して下さい。なお、ݶظ·Ͱʹվળ͞Εͨใ͕ࠂͳ͚Εೝఆ͞Ε·ͤΜɻ
̰ɽ申請ج४日以લの८ճࢦಋˠ ����  �݄まで（地ํ実ࢪ機関の࠷ऴ営業日まで）
̱ɽ申請ج४日以降の८ճࢦಋˠ८ճࢦಋ࣮ࢪ͔Β �ϲ݄Ҏ（࠷ऴ日が土・日༵日、ॕ日の場合

はલのฏ日まで）
ᶆ「安全性にରする๏ྩの९क状況」のうͪத߲̒「運輸安全Ϛωδϝϯτ」（P.� র）は、運輸安ࢀ

全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況をূする書類を申請の際にซͤて提出して下さい。
ᶇʮ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性ʯʹ ͍ͭͯɺલճͷ評価Λͦͷ··ར༻͠·͢ͷͰɺ申請ͷࡍʹ
自ೝ事߲ͷ書ྨΛఏग़͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

ɹɹᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹɹᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹɹᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜ��લճͷ評価
� �ܭ߹ 

ධɹɹɹɹɹɹՁ

ಛྫ申請
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҆શੑʹର͢ΔऔͷੵੑۃͷධՁͷΈر͢Δ߹C
ᶃこの申請ํ式は、2 ߲のう ʮͪ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性ʯͷΈ評価を希望する場合に選します。
ᶄ「安全性にରするऔの積ۃ性」は、自認事߲をূする書類（औりΈをূ໌する添付資料）を申請の

際にซͤて提出して下さい。
ᶅ「安全性にରする๏ྩの९क状況」については、લճの評価点数をそのままར用します。ͨͩ͠ɺલճ
ೝఆޙɺ८ճࢦಋ͕࣮͞ࢪΕ͍ͯΔ߹ɺۙͷ८ճࢦಋ݁ՌΛࠓճͷ評価ͱͯ͠༻͍·͢ɻ

ɹɹᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜ��લճͷ評価
ɹɹᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹɹᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
� �ܭ߹ 

ධɹɹɹɹɹɹՁ

ಛྫ申請

લճͷධՁͷ͏ͪɺʮ҆શੑʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯͷ͕��ຬͰ͋ͬͨ߹Ͱɺ

҆શੑʹର͢ΔऔͷੵੑۃͷධՁͷΈر͢Δ߹D
ᶃこの申請ํ式は、「安全性にରする๏ྩの९क状況」はલճの評価点数 �� 点をར用します。ͨ ͩ͠ɺલ
ճೝఆޙɺ८ճࢦಋ͕࣮͞ࢪΕ͍ͯΔ߹ɺۙͷ८ճࢦಋ݁ՌΛࠓճͷ評価ͱͯ͠༻͍·͢ɻ

ᶄʮ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性ʯは、自認事߲をূする書類（औりΈをূ໌する添付資料）を申請の
際にซͤて提出して下さい。

ɹɹᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜ �����������ɹɹ
ɹɹᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹɹᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
� �ܭ߹ 

ಛྫ申請

ධɹɹɹɹɹɹՁ

લճͷධՁͷ͏ͪɺʮ҆શੑʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯͷ͕��ຬͰ͋ͬͨ߹Ͱɺ

�߲ͷධՁલճͷධՁΛ
ͦͷ··ར用͢Δ͜ͱΛر͢Δ߹

E
ᶃこの申請ํ式は、「安全性にରする๏ྩの९क状況」及び「安全性にରするऔの積ۃ性」の 2 ߲と

લճの評価点数により評価を希望する場合に選します。
　また、८ճࢦಋを希望する事業所は地ํ実ࢪ機関にご૬ஊ下さい。
ᶄ 2 ߲とにલճの評価点数をར用します。ͨͩ͠ɺʮ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯʹ ͍ͭͯɺલ
ճೝఆޙɺ८ճࢦಋ͕࣮͞ࢪΕ͍ͯΔ߹ɺۙͷ८ճࢦಋ݁ՌΛࠓճͷ評価ͱͯ͠༻͍·͢ɻ

ɹɹᶗ安全性ʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜ ������������ɹɹ
ɹɹᶘ事ނҧ（ߦॲ）ͷঢ়گ（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜࠓ�� ճ ͷ  
ɹɹᶙ安全性ʹର͢Δऔͷੵۃ性（ ��ʗج४ �� ）�ʜʜʜʜʜʜʜ��લճͷ評価
� �ܭ߹ 

ಛྫ申請

ධɹɹɹɹɹɹՁ
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ʢ ʣ̍ʮਃॻ࡞γεςϜʯͰ࡞ͨ͠ਃॻʹΑΔਃ̡ ແྉʳ

※ Πϯλʔωοτଓڥに͋るύιίϯ、࡞した申請書等をҹするϓϦϯλが必要になります。

「申請書࡞γεςϜ」は、h 安全性評価申請書（第１号様式及び第̒号様式）ɦ、h 安全性に
ରするऔ状況についての自認書（第２号様式）ɦ、h 運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況に
ついての自認書（第 1� 号様式）ɦ を 8FC ্で࡞するγεςϜです。 

8FC ্で࡞した申請書、自認書をҹし、その他申請書類と合Θͤて地ํ実ࢪ機関で受付
खଓ͖を行います。（8FC ্のొで申請受付はいたしません。）

地方適正化実施機関

डྃ

ʮਃॻ࡞γεςϜʯਃॻがແྉͰ࡞Ͱ͖·͢ɻ

申請書印

ొがྃすると
申請書やࣗೝ書をࣗಈ࡞

（1%' ϑΝΠϧにて࡞）

શτڠϗーϜϖーδに
ΞΫηε

申請受付、受付印押印

ᶃϩάΠϯొ手ଓ（※）

Πϯλーωοτ

ᶄ申請書ใ入ྗ

※注意事項
　γεςϜでの申請
書࡞ޙ、必ͣ所属
する実施機関に͓い
て受付手ଓきが必要
となります。

申請受付期間中
に、受付されなかっ
た申請は、無効とな
ります。

※郵送による申請書類提出の注意事項
　申請書類を郵送する際は、簡易書留や信書便など荷物追跡が可能な方法で、地方実施機関へ7月12日までに
必着するように発送して下さい。

所属する都道府県の地方実施機関へ
その他資料と合わせ、申請書を提出

申請書、ࣗೝ書を印

「申請書࡞γεςϜ」のϝΠϯϝχϡーに「入ྗϚχϡΞϧ」（1%' ϑΝΠϧ）を用意していますのでご利用下さい。

その他
資料

申請書
ϖーδ࡞

「申請書࡞γεςϜ」のՔಇ期間：2021年4月2�日（金）～同7月14日（水）

申請受付期間：2021年7月1日（木）～同7月14日（水） ※土・日曜日は除く。
　　　　 ただし、郵送の場合は7月12日（月）までに地方実施機関必着

。って申請書実費を振り込んだ場合は、返金できませんのでご注意下さいޡ※

「申請書࡞γεςϜ」で࡞した
申請書、ࣗೝ書

શτڠ
σʔλϕʔε
αʔόʔ

申請書࡞γεςϜ　IUUQT���HNBSL�KUB�PS�KQ�HNBSL�

※更新申請のର
事ۀ所には、更
新ҊϋΨΩに
て、ϩάΠϯ用
の*%とύεϫー
υをҊしてい
ます。

⚖ɽ申請ॻΛ࡞͢Δʹ�௨Γͷํ๏͕͋Γ·͢ɻ
ɹɹ͍ͣΕ͔ΛબΜͰ申請͍ͯͩ͘͠͞ɻ

申請方式 申請書 ࣗೝ書 ܭ
新規 4 ຕ ֤ � ຕ 10 ຕ

更新 A 4 ຕ ֤ � ຕ 10 ຕ
更新 # 4 ຕ � ຕ 7 ຕ
更新 $ 4 ຕ � ຕ 7 ຕ
更新 % 4 ຕ � ຕ 7 ຕ
更新 & 4 ຕ 無し 4 ຕ
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ʢ̎ʣෳࣸࣜਃॻʹΑΔਃ̡ ਃॻ࣮අ����ԁʢ੫ࠐʣr

※ෳ写式申請書は地ํ実ࢪ機関より൦します。

ෳ写式申請書は、h 安全性評価申請書（第１号様式及び第̒号様式）ɦ をख書͖記ೖで͖る用
用して申請する場合は、申請書実費として１，０００円（税込）をऩ受です。ෳ写式申請書をࢴ
さͤていた͖ͩます。

申請書実費は申請લに郵便局にて払込取扱票を用してೲΊてください（払込手数料はご負担
願います）。込࣌に発行さΕる「ৼସ込請ٻ書݉受ྖূ」（"5. ར用の場合は「ごར用໌
細ථ」）を "̐用ࢴにίϐʔし、申請書その他申請書類と合Θͤて地ํ実ࢪ機関で受付खଓ
͖を行います。

第 1 号様式
（新規用）

第 6 号様式
（更新用）

ෳࣸࣜਃॻʹΑΔਃʹਃॻの࣮අʢ����ԁʢ੫ࠐʣʣΛऩड͠·͢ɻ

地方実施機関窓口で
申請書を取得

必要事項を手書き記入

郵便局で実費の支払い

郵便局に備付けの払込取扱票で
申請書実費（1000円税込）を
振込み、振替払込請求書兼受領
証を受け取る。

� � � � � �
� � � � � �

申請書実අ　１０００ԁ

��� ����
ொ０ஸ˔˔ࢢ˔˔ݝ˔˔ ���
˔˔運༌ࣜגձࣾ
˔˔˔営業所
役職　˔˔ ˔˔

���  ���  ����

� � � �
ެӹࣾஂ๏ਓ
全日ຊτϥοΫڠձ

ެӹࣾஂ๏ਓ
全日ຊτϥοΫڠձ

� � � �
˔˔運༌ࣜגձࣾ
˔˔˔営業所
 役職 ˔˔ ˔˔

����� ０����� ０

　※振込まれた申請書実費は返金できませんのでご注意下さい。

ࠐऔѻථͷهೖ߲ࣄ

ᶃ口座記号：00190－0
口座番号：550296
金　　額：1,000 円
加入者名：公益社団法人 全日本トラック協会

ᶄ通　信　欄：申請書実費 1,000 円

ᶅご依頼人：申請書に記載した「郵便番号」
　　　　　「住所」「事業者名　事業所名」
　　　　　「役職　氏名」「電話番号」
　　　　　を記入して下さい。

　郵便局で発行された
振替払込請求書兼受領証

（※ATM を利用した場合
は「ご利用明細票」）を̖
でコピーし、複写ࢴ༺�
　式申請書に添付する。

ᶃ ᶃ

ᶄ

ᶅ

※払込手数料はご負担願います。

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

新規申請用

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事　業　者　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

（役職）

都 道
府 県

都 道
府 県

（氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9事 業 者 番 号
（数字12桁）

２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。 ①申請者 控

（第̒号様式）
受 付 印受付No.

安全性評価申請書（ߋ৽）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9

電　話
ＦＡＸ

〒

�݄�ࡏݱͷೝఆ൪߸

評価ͷرͷ༗ແ
（͍ͣΕ͔Λ˓ͰғΜͰԼ͍͞）

બํࣜ
（"ʙ&）

安全性にରする
औの積ۃ性
͢Δر
ɾ
͠ͳ͍

๏ྩの९क状況

͢Δر
ɾ
͠ͳ͍લճͷ申請ํ （͍ࣜͣΕ͔Λ˓ҹ）

৽ن�ɾߋ�৽（ɹɹ）ํࣜ

ॳɾ⚒ɾ⚓
⚔ɾ⚕ɹɹ

新申請用ߋ

ʢ  ʣ

都 道
府 県

都 道
府 県

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

事業所（営業所）
所　　在　　地

事 業 者 番 号
（数字12桁）

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

事　業　者　名

事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

डྃ

※郵送による申請書類提出の注意事項
　申請書類を郵送する際は、簡易書留や信書便など荷物追跡が可能な方法で、地方実施機関へ7月12日までに
必着するように発送して下さい。

申請受付期間：2021年7月1日（木）～同7月14日（水） ※土・日曜日は除く。
　　　　 ただし、郵送の場合は7月12日（月）までに地方実施機関必着

地方適正化実施機関
※注意事項
　申請書実費を支
払った際の振替払込
請求書兼受領証のコ
ピーがないと受付で
きません。
　申請受付期間中
に、受付されなかっ
た申請は、無効とな
ります。

所属する都道府県の地方実施機関へ
その他資料と合わせ、申請書を提出

その他
資料第 1 号様式又は第 6 号様式

振替払込請求書
兼受領証のコピー

（第̒号様式）

（第̒号様式）

（第̒号様式）

（第１号様式）

（第１号様式）

（第１号様式）

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

新規申請用

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業 　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事　業　者　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

（役職）

都 道
府 県

都 道
府 県

（氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9事 業 者 番 号
（数字12桁）

２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。 ①申請者 控

（第̒号様式）
受 付 印受付No.

安全性評価申請書（ߋ৽）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9

電　話
ＦＡＸ

〒

�݄�ࡏݱͷೝఆ൪߸

評価ͷرͷ༗ແ
（͍ͣΕ͔Λ˓ͰғΜͰԼ͍͞）

બํࣜ
（"ʙ&）

安全性にରする
औの積ۃ性
͢Δر
ɾ

͠ͳ͍

๏ྩの९क状況

͢Δر
ɾ

͠ͳ͍લճͷ申請ํ （͍ࣜͣΕ͔Λ˓ҹ）

৽ن�ɾߋ�৽（ɹɹ）ํࣜ

ॳɾ⚒ɾ⚓
⚔ɾ⚕ɹɹ

新申請用ߋ

ʢ  ʣ

都 道
府 県

都 道
府 県

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

事業所（営業所）
所　　在　　地

事 業 者 番 号
（数字12桁）

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

事　業　者　名

事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業 　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

申請受付、受付印押印
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⚗ɽ申請ॻྨʢఏग़ॻྨʣ

申請書ྨ ৽ن申請

৽申請ߋ

௨ৗ申請 ಛྫ申請

̖ํࣜ ̗ํࣜ ̘ํࣜ ̙ํࣜ ̚ํࣜ

ᶃ 安全性評価申請書（৽規申請ʹ第１号様式、ߋ৽申請ʹ第̒号様式）̡ 8FCʳ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕

ᶄ（্記ᶃがෳ写式申請書の場合）
　 申請書実費の支いをূする「ৼସ込請ٻ書݉受ྖূ」の写し（ίϐʔ）
　※ 「申請書࡞γεςϜ」により申請書を࡞さΕた場合は、実費がແ料

となるので必要͋りまͤΜ

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

ᶅ 自動車事故報告書の写し（表・裏྆໘）及び当該事故に係る関連資料 ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

ᶆ 安全性にରするऔ状況についての自認書（第２号様式）̡ 8FCʳ ˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

ᶇ 運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況についての自認書（第 1� 号様式）̡8FCʳ ˕ ˕ ˕ ʵ ʵ ʵ

ᶈ役職員名（第２号の２様式）̡ 電ࢠʳ ˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

ᶉ 運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετ
　（安全Ϛωδϝϯτ書式）̡ 電ࢠʳ ˕ ˕ ˕ ʵ ʵ ʵ

ᶊ 運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況の自認事߲をূする書類 ˕ ˕ ˕ ʵ ʵ ʵ

ᶋ 安全性にରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετ
　（積ۃ性書式１ʙ 11）̡ 電ࢠʳ ˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

ᶌ安全性にରするऔ状況の自認事߲をূする書類 ˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

ɹɹ˞ᶃʙᶌͷ͏ͪʲ8FCʳͱ͋Δ書ྨɺʮ申請書࡞γεςϜʯͰ࡞Ͱ͖·͢ɻ
ɹɹ˞�ᶃʙᶌͷ͏ͪʲిࢠʳͱ͋Δ書ྨɺ全本τϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓɺిࢠϑΝΠϧΛμϯ

ϩʔυͰ͖·͢ɻ

˕ɿ必ͣ提出が必要な書類　˓ɿ該当する場合に提出が必要な書類　ʵɿ提出がෆ要な書類

˞�ఏग़͞Εͨ書ྨཧ༝ͷԿΛΘͣฦ٫Ͱ͖·ͤΜͷͰɺඞͣࣸ （͠ίϐʔ）Λఴ͢Δ͔ɺ͋Β͔͡Ί߇
͑ΛͱΔͳͲͯ͠Լ͍͞ɻ申請࣌ʹఏग़͞Εͨ書ྨɺཌͷ �݄த०Λͬͯഇغॲ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ

ͷϑΝΠϧͰ௲ͨ͡ྫൢࢢ
දࢴͱഎදࢴʹ事業者໊ɺ営業所໊Λͯ͠ࡌهԼ͍͞ɻ

ɹ書ྨඞͣϑΝΠϧʹ௲ͯ͡όϥόϥʹͳΒͳ͍Α͏ʹͯ͠͝ఏग़Լ͍͞ɻ（ͻ௲͡ɺΫϦΞϙέοτࢭې）
ɾ  書ྨ申請書ྨͷᶃ͕Ұ൪্ʹདྷΔΑ͏ʹͯ͠ɺᶃ͔Βᶌͷ
ॱংʹ௲͡Δɻ

・  ᶊ運༌安全Ϛωδϝϯτͷ自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨɺᶌ安全性ʹ
ର͢Δऔͷੵۃ性ͷ自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨは資料 /P. ຖに、

のΠϯσοΫεを付ける、または、各߲のνΣοΫϦεൢࢢ  　
τを表ࢴとしてΠϯσοΫεγʔϧ等（ӈਤࢀর）を付ける。

・書類ࠨଆにύϯν݀をۭけ、ϑΝΠϧ等（下ਤࢀর）で௲͡る。

ɹɹɹɹྫ࡞

ͷΠϯσοΫεൢࢢ

എදࢴදࢴ

ͷΠϯσοΫεγʔϧൢࢢ

桜運送株式会社

新宿営業所

桜運送株式会社

新宿営業所

ྉͷ௲͡ํࢿ

桜
運
送
株
式
会
社 

新
宿
営
業
所
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ɹᶃ安全性評価申請書ʲ8FCʳ
ɹɹ৽ن申請�ୈ �߸༷ࣜɺߋ৽申請�ୈ̒߸༷ࣜ
ɹɹɹɹɹɹɹ ʮ̒申請書࡞γεςϜʯͷ߹ʼ
　　記ࡌ要ྖは
　　P.2� ʙ 21 を
　　ごࢀর下さい。

ɹᶄ�（্هᶃ͕ෳࣸࣜ申請書ͷ߹）
ɹɹ申請書࣮අͷࢧ͍Λূ͢Δৼସࠐ請ٻ書݉डྖূͷࣸ （͠ίϐʔ）
　　※ "5. をར用した場合は「ごར用໌細ථ」の写し（ίϐʔ）
　　※ 「申請書࡞γεςϜ」により申請書を࡞さΕた場合は、実費がແ料と

なるので必要͋りまͤΜ。

ɹᶅ�（֘͢Δ事業所ͷ߹）
ɹɹ自動車事ނใࠂ書ͷࣸ （͠දɾཪ྆໘）ٴͼ֘事ʹނΔؔ࿈ࢿྉ
　　提出ରɿ  2�1� 年 12 月 1 日ʙ 2�21 年 11 月 �� 日のؒに発生した自動車事

故報告規則第２条各号に該当する事故
　　 事故の種類有ແ（第一当事者、第ೋ当事者）に係Θらͣ、運輸支局等

へ提出さΕた自動車事故報告書の写しを提出して下さい。

　　※申請ޙにおいて、次に該当した場合は、すΈかに全国実ࢪ機関にその資料を提出して下さい。
　　　・自動車事故報告書を提出した場合
　　　・提出Εが໌した場合
　　　・աࣦの有ແがΘかる関連資料が確認さΕた場合
　　※લճ評価または࠶評価によりطに評価を受けた事故については、書類の提出はෆ要です。

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

������

����
˔˔運༌ࣜגձࣾ
˔˔˔営業所
 役職 ˔˔ ˔˔

����� ０

ྖ ऩ
��.˓.˓
˓˓˓˓˓

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

ʲաࣦͷ༗ແ͕Θ͔Δؔ࿈ࢿྉʹ͍ͭͯʳ
 　 　当該事故に関して自動車事故報告書以֎の「աࣦの有ແがΘかる関連資料」

が͋Ε合Θͤて提出して下さい。
（ྫߟࢀ）　

⢭อݥձ社発行の確定したաׂࣦ合等が記ࡌさΕた資料
⢮ 事故ऒى者にରするࡋ所・ݕி等が発行したෆىૌ処分等ূ໌資料
⢯交通事故ূ໌書
⢰ 事故ऒى者にରする行政処分の状況が分かるۙの運転記ূ໌書等
⢱ ্ 記⢭ʙ⢰の他に、当該事故の詳細を記した報告書・自認書・ห໌書等

˕ɿ必ͣ提出が必要な書類　˓ɿ該当する場合に提出が必要な書類　ʵɿ提出がෆ要な書類

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。 ①申請者 控

（第̒号様式）
受 付 印受付No.

安全性評価申請書（ߋ৽）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9

電　話
ＦＡＸ

〒

�݄�ࡏݱͷೝఆ൪߸

評価ͷرͷ༗ແ
（͍ͣΕ͔Λ˓ͰғΜͰԼ͍͞）

બํࣜ
（"ʙ&）

安全性にରする
औの積ۃ性
͢Δر
ɾ
͠ͳ͍

๏ྩの९क状況

͢Δر
ɾ
͠ͳ͍લճͷ申請ํ （͍ࣜͣΕ͔Λ˓ҹ）

৽ن�ɾߋ�৽（ɹɹ）ํࣜ

ॳɾ⚒ɾ⚓
⚔ɾ⚕ɹɹ

新申請用ߋ

ʢ  ʣ

都 道
府 県

都 道
府 県

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

事業所（営業所）
所　　在　　地

事 業 者 番 号
（数字12桁）

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

事　業　者　名

事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

２ ８ ０ １ ２ ３ ４ ２

̘

桜運送株式会社

サクラウンソウカブシキガイシャ

２０

２

１０

１１９８７６５４３２

１０

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

サクラ　　 タロウ

桜　太郎

１ ６ ０ ０ ０ ０ ４

　　０３１２３４４５６７

　　０３１２３４４５６７

安全部

　　０３ ９９９９ ９９９９

桜運送株式会社 新宿営業所

サクラウンソウカブシキガイシャ シンジュクエイギョウショ

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

営業所長　　桜　一郎

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

総務課長　　桜　二郎

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

トウキョウト　　　　シンジュクク　　ヨツヤ

新宿区 四谷１-１-２東京

トウキョウト　　　　　　　  チヨダク　　　　 マルノウチ

東京　　　千代田区 丸の内１-１-１

7　　  1

２００５　　 　４　　　 １

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

新規申請用

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事　業　者　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

（役職）

都 道
府 県

都 道
府 県

（氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9事 業 者 番 号
（数字12桁）

２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。

7　　  1

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

桜運送株式会社 新宿営業所

サクラウンソウカブシキガイシャ シンジュクエイギョウショ

桜運送株式会社

サクラウンソウカブシキガイシャ

トウキョウト　　　　シンジュクク　　ヨツヤ

１ ６ ０ ０ ０ ０ ４

　　０３１２３４４５６７

　　０３１２３４４５６７

安全部

　　０３ ９９９９ ９９９９

２０

２

１０

１１９８７６５４３２

１０

２００５　　 　４　　　 １

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

営業所長　　桜　一郎

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

総務課長　　桜　二郎

サクラ　　 タロウ

桜　太郎

新宿区 四谷１-１-２東京

トウキョウト　　　　　　　  チヨダク　　　　 マルノウチ

東京　　　千代田区 丸の内１-１-１

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕



- 18 -

ɹᶆ安全性ʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷ自ೝ書（ୈ �߸༷ࣜ）̡ 8FCʳ

　　 記ࡌ要ྖは P.25 をごࢀর下さい。

ɹᶇ�運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷ自ೝ書
ɹɹ（ୈ ��߸༷ࣜ）̡ 8FCʳ

　　 記ࡌ要ྖは P.5� をごࢀর下さい。

ɹᶈ৬һ໊（ୈ �߸ͷ �༷ࣜ）̡ ʳࢠి

　　 安全性にରするऔの積ۃ性に関係する役職員の氏名及び職種をΕな͘記ࡌし、
ର者をνΣοΫして下さい。

　　記ࡌ要ྖは役職員名（P.2�）をごࢀর下さい。
　　※定ΊらΕた様式以֎による名の提出は認ΊらΕまͤΜ。

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

҆શੑʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷࣗೝॻ

৽ɾॳɾ⚒
⚓ɾ⚔ɾ⚕

（１）ɿऔの有ແは、当該ཝの「有」ຢは「ແ」の˘内に　ҹでࣔすこと。
（２）ɿ自認事߲をূする書類等名は、当該ཝの該当する書類等の˘内に　ҹでࣔすこと。
　　　　 また、記ड़して͋る書類等以֎ののの場合には、۩ମతな書類等名で記すこと。
（̏）ɿ資料/P. は、自認事߲をূする書類等（写し）に付した番号をࣔすこと。
（̐）ɿ資料のແい߲は、資料/P. を記ೖͤͣ、当該ཝにࣼઢʗを付すこと。




本年７月１日現在における当事業所の安全性にରするऔ状況については、下記のとおりです。

１ɽ事故ࢭରࡦϚχϡΞϧ等を׆用
　　している。

２ɽ事業所内で安全ରࡦձٞ（安全に
　　関する2$׆動をؚΉ。）を定ظత
　　に実ࢪしている。

̐ɽ自社内ಠ自の運転者ݚम等を実ࢪ
　　している。

̑ɽ֎部のݚम機関・ݚमձへ運転者
　　等をݣしている。

̒ɽ特定の運転者以֎にద性அ
　　（一般அ）をܭըతに受さͤ
　　ている。
７ɽ安全運行につながる省Τω運転を
　　実ࢪし、その݁Ռにݸ、͖ͮجผ
　　のࢦಋڭҭを実ࢪしている。
８ɽ定ظతに「運転記ূ໌書」をऔ
　　りͤد、事故、ҧ実ଶをѲし
　　て、ݸผࢦಋに׆用している。
̕ɽάϦʔϯܦ営認ূ*40（����γ
　　Ϧʔζຢは1����γϦʔζ）等を
　　औಘしている。

ࣗɹೝɹ߲ɹ

１１ɽ݈ 等輸送の安全にࡦରࢭҼ事故ى߁
　　　関する自ओత、積ۃత、ಠత、先ਐ
　　　తຢはߴ度なऔを実ࢪしている。

１０ɽաڈに行政、֎部機関、τϥοΫ
ձから、輸送の安全に関する表ڠ　　　
　　　জを受けたことが͋る。

�ྉ/Pࢿ

˘ 
˘
˘
˘ ձٞ記
˘
˘
˘ ձٞ記
˘
˘
 記ࢪम実ݚ ˘
˘
˘
記ࢪम実ݚ ˘
˘
˘

˘ 
˘
˘
˘ 運転記ূ໌
˘
˘

˘ ద性அ受݁Ռ
˘
˘

˘ 表জ状
˘
˘

˘ 認定ূ・付ଐ書
˘
˘

˘
˘
˘

औͷ༗ແ
༗ɹ ແ ࣗೝ߲ࣄΛূ͢Δॻྨ໊

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

̏ɽՙओا業、ྗڠձ社ຢは下請ձ社
　　との安全ରࡦձٞを定ظతに実ࢪ
　　している。

બ運స者数
ୈ１߸ຢୈ̒߸༷ࣜ

ͱಉ数Λهೖ（　　　　　 ）

名

（第２号様式）
受 付 印受付No.

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

①申請者 控

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

安全運సマχュΞル １

２

１０

３

４

６

７

８

１０

１１

５-ᶃ
５-ᶄݚममྃূ

1�ਓ

トラοクڠ会දজ

ແނࣄදজ੍

1�ਓ

σジタルタίάラϑ運సใ
ʢ1�ਓʣ

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

7　　  1

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ˕ ʵ ʵ ʵ

ӡ༌҆શϚωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷࣗೝॻ

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

（第1�号様式）
受 付 印受付No.

�ྉ/Pࢿ

（）ɿ৽規申請及びߋ৽申請のＡํ式・̗ํ式を選した場合は、必ͣ本ࢴを提出すること。
。৽申請の̘ํ式・̙ํ式・̚ํ式を選した場合は、提出ෆ要ですߋ  　　　

①申請者 控

［औঢ়گ］

［ྉఏग़ͷ༗ແࢿ］

資料提出なし

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

１ɽ輸送の安全に関するج本తなํを
。定しているࡦ　　

２ɽ輸送の安全に関するඪをઃ定して
　　いる。

̏ɽ輸送の安全に関するܭըを࡞して
　　いる。

ࣗɹೝɹ߲ɹ औɹɹɹ༰

輸送の安全に関するج本తなํ（当年度分）

輸送の安全に関するඪ（当年度分）

輸送の安全に関するܭը（当年度分）

̐ɽ運輸安全ϚωδϝϯτのऔりΈを
　　ެ表している。

ᶃ 輸送の安全に関するج本తなํ
ᶄ 輸送の安全に関するඪ
ᶅ લ年度（લظ）のඪのୡ状況
ᶆ 自動車事故報告規則第２条に規定する
　 事故に関する౷ܭ

ྉఏग़ͷ༗ແࢿ
ʢ͍ͣΕ͔ʹ˓ҹΛͯ͠Լ͍͞ɻʣ

資料提出͋り

　本年７月１日現在における当事業所の運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況については、
下記のとおりです。

　্表で「資料提出͋り」に˓ҹを付した場合におけるそのऔ状況をূする書類は次の
とおりです。

৽ɾॳɾ⚒
⚓ɾ⚔ɾ⚕

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

安１

安２

安３

安４

7　　  1

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

第２号の２様式（役職員名簿）

※プリンタで印刷する際、下記「記入上の注意事項」欄は削除して構いません。（コピーの際はこのままで結構です。）

【記入上の注意事項】

　１．本名簿は、２０２１年７月１日現在で作成して下さい。
　２．下表には、評価項目「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」（自認事項）の審査に関係がある方について記載して下さい。
　　　自認事項の書類に関係がない方の氏名等は記載不要です。　※審査に関係がない方を記載しても差し支えありません。
　　　本名簿に記載がない方の資料が自認事項の書類に添付されていても当該資料は無効となります。
　３．

　４．用紙が不足する場合は、適宜の紙（日本工業規格Ａ列４番）に太線枠内の各欄を印字の上、使用して下さい。

２０２１年　７月　１日現在

※太線枠内のみ記入して下さい。

名 選任運転者数 名

※第１号様式又は第６号様式の「全従業員数」と一致すること。 ※第１号様式又は第６号様式の「選任運転者数」と一致すること。

※太線枠内のみ記入して下さい。

Dr Dr Dr Dr ① Dｒ ①

他 他 他 他 初任 ③

適齢

特定

③

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

※本役職員名簿を会議や研修の出席者名簿として使用することはご遠慮下さい。

Ｎｏ

作成者

4

項目２～８に該当する当該事業所の対象者（出席者、参加者、項
目６または８の添付書類対象者）の枠に「レ」を付して下さい。

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の項目

2021年度版

2 3 4 5

事業者名・
営業所名

1

2

3

6

氏　　名

全従業員数

7

8

9

10

代　表　者（営業所長、支店長等）
※「選任運転者」でもある場合は、

備考欄に「運転者」と記載して下さい。

4

5

3

貨物自動車運送事業安全性評価申請用
役　職　員　名　簿

全国実施機関使用欄

2 5
（半数　　　　　　　名　／　３割　　　　　　　名）

運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車(軽貨物
を除く)を運転する者は、繁忙期のみ運転する者な
ども含め、すべて「選任運転者」になります。

86 7

8

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の対象者チェック欄

職　　種
（複数選択可）

備　考
(具体的役職名）

【記入上の注意事項】
①次の並び順で記載して下さ
い。
a.代表者
　　↓
b.選任運転者（アイウエオ順）
　　↓
c.選任運転者以外の役職員
②「選任運転者」の氏名にはカ
ラーのマーカー等により判別可
能な印（しるし）を付すか、又は
氏名を色付けして下さい。
③氏名は重複させず、１名につ
き１行で記載して下さい。

【記入上の注意事項】
①該当する職種に○を付すか、又は職
種名を記載して下さい。
②職種「運転者」は上記の「選任運転者」
を指すため、『選任運転者数』と『職種
「運転者」に該当する数（2021年7月1日
時点で退職した方や異動した方を除
く。）』は一致します。
※職種「運転者」のうち自認事項の審査
に関係ない方を記載しない場合は、「選
任運転者数」よりも職種「運転者」の数が
少なくなります。

【記入上の注意事
項】

6 7

２０２１年７月１日時点で退職した方や異動した方が自認事項の審査に関係する場合は、「氏名」「職種」を漏れなく記載し、「備考」欄にその年月日、理由
（退職、異動等）を記載して下さい。また、旧姓等での取組みの方がいる場合は、同一人物である旨を必ず「備考」欄に記載して下さい。

①審査に関係する
退職した方や異動
した方がいる場合
は、年月日と理由
（退職、異動等）を
記載して下さい。
②審査に関係する旧
姓等での取り組みの
方がいる場合は、同
一人物である旨を記
載して下さい。

˕ɿ必ͣ提出が必要な書類　˓ɿ該当する場合に提出が必要な書類　ʵɿ提出がෆ要な書類



- 19 -

˕ɿ必ͣ提出が必要な書類　˓ɿ該当する場合に提出が必要な書類　ʵɿ提出がෆ要な書類

ɹᶉ�運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گͷ自
ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετʲిࢠʳ

　　自認事߲の内༰をνΣοΫして提出して下さい。

ɹᶊ�運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گͷ自
ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨ

　　 書類の۩ମత内༰については、P.52 以降（ԫ৭のϖ
ʔδ）をごࢀর下さい。

　　 「ᶇ運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況について
の自認書」で付した資料 /P. をΠϯσοΫεγʔϧ
等を用いて書類に付けて下さい。

ɹᶋ�安全性ʹର͢Δऔঢ়گͷ自ೝ事߲ʹΔν
ΣοΫϦετʲిࢠʳ

　　自認事߲の内༰をνΣοΫして提出して下さい。

ɹᶌ�安全性ʹର͢Δऔঢ়گͷ自ೝ事߲Λূ͢Δ
書ྨ

　　 書類の۩ମత内༰については、P.2� 以降（ϐϯΫ৭
のϖʔδ）をごࢀর下さい。

　　 「ᶆ安全性にରするऔ状況についての自認書」で付
した資料 /P. をΠϯσοΫεγʔϧ等を用いて書類
に付けて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※औがແい自認事߲への添付は必要͋りまͤΜ。

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ˕ ʵ ʵ ʵ

 ᶉνΣοΫリετɹɹᶊࣗೝ߲ࣄΛূ͢Δॻྨ

ʴ

（安全Ϛωδϝϯτ書式　2�21 年度൛）

運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 55 ʙ 5� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋
るかを確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、ձ社名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠
ఏग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δج本తͳํʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するج本తなํ（安全ํ）がࡦ定さΕている。

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δඪͷઃఆʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するඪがઃ定さΕている。

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δܭըͷ࡞ʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するܭը（ඪୡのたΊのܭը）が࡞さΕている。

（�）運༌安全Ϛωδϝϯτͷެදʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

औの当年度（ؒظ）が記ࡌさΕている。

当年度の輸送の安全に関するج本తなํ（安全ํ）がެ表さΕている。

当年度の輸送の安全に関するඪがެ表さΕている。

ඪのୡ状況（લ年度ඪとそのඪにରするୡ状況、または、当年度ඪと
そのඪにରするୡ状況）がެ表さΕている。

自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する౷ܭ（૯件数及び類ܕผの事故）
（લ年度の౷ܭまたは当年度の౷ܭ）がެ表さΕている。

ެ表のํ๏が分かるのが添付さΕている。（事業所内へࣔܝしている状況が分かる
写ਅ、ϗʔϜϖʔδをҹした書類等）

※該当する場合にνΣοΫ（˘内に「Ϩ」を付ける）を付けて下さい。

事業年度ܦաޙ 1�� 日以内で͋り、かつ、当該年度に行う֎部にରするެ表が実ࢪ
で͖ていないたΊ、ެ表しているۙ年度の状況が分かる資料を添付している。

ձɹ社ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

҆�

̐

҆�

１

҆�

̎

҆�

̏

運༌安全Ϛωδϝϯτͷ
自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨ

৽ن ৽申請ͷํࣜߋ
̖ ̗ ̘ ̙ ̚

˕ ˕ ʵ ˕ ˕ ʵ

自ೝ事߲߲̍͝ͱʹ̍ηοτ
 ᶋνΣοΫリετɹɹᶌࣗೝ߲ࣄΛূ͢Δॻྨ

ʴ

（積ۃ性書式ʵ１　2�21 年度൛）

�ɽ事ނࢭରࡦϚχϡΞϧΛ׆༻͍ͯ͠Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（2）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（2）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（運行ཧ規ఔなͲ๏ྩにより࡞がٛ付けらΕているの、ϑΥ
ʔΫϦϑτ等ߏ内࡞業、ՙѻ、ՙԷ࡞業等に係るखॱ書等）ではない。

（�）ϚχϡΞϧͷ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
　　下表の۩ମత内༰がଟ数り込まΕたのが２点付༩のରとなります。

֬ ೝ  ɹ ༰

事ൃނੜͷঢ়گ（େܕ車の事故発生ׂ合、事故の特、発生ؒ࣌ଳ等）

運సϚφʔ（ৡり合いのࢠ、ͪ࣋ؾ供ྸߴ者等へのྀ等）

τϥοΫͷಛ性（車ؒڑ、ࢹք、内ྠࠩ、車෯、֯ࢮ等）

ಛ性（িܸྗ、ԕ৺ྗ、ఀڑࢭ、ϋΠυϩϓϨʔχϯά現、ࢹ、安全な
度と車ؒڑ等）

安全運֬ߦอ（ա積ࡌのࢭ、ҿञ運転のࢭ等）

（റํ๏等ݻ、積Έ付けํ๏、ݶ੍ࡌ積）๏ํࡌੵ

運సํ๏（交ࠩ点、୯࿏、Χʔϒ、ࡔ道、౿ߴ、 道࿏等での運転及び行ํ๏等）

ମௐཧ（ർ࿑ࢭ、連ଓ運転、߁݈、ؒ࣌ܜٳཧ等）

（等࣌ఱߥ、Ӎ、ઇ、ೱໄ、෩）݅ؾ

ৗݕ（点ݕඋの必要性、日ৗ点ݕのνΣοΫϙΠϯτ等）

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

１
安全性ʹର͢Δ
औͷੵۃ性ͷ

自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨ
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˔安全性評価申請書（ୈ �߸༷ࣜ）৽ن申請༻

　※ 「申請書࡞γεςϜ」により申請書を࡞する場合は、ը໘に従いೖྗすることで、下記記ೖྫと同様
の申請書が࡞で͖ます。

※

※

※

※

※

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

新規申請用

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事　業　者　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

（役職）

都 道
府 県

都 道
府 県

（氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9事 業 者 番 号
（数字12桁）

２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。

7　　  1

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

桜運送株式会社 新宿営業所

サクラウンソウカブシキガイシャ シンジュクエイギョウショ

桜運送株式会社

サクラウンソウカブシキガイシャ

トウキョウト　　　　シンジュクク　　ヨツヤ

１ ６ ０ ０ ０ ０ ４

　　０３１２３４４５６７

　　０３１２３４４５６７

安全部

　　０３ ９９９９ ９９９９

２０

２

１０

１１９８７６５４３２

１０

２００５　　 　４　　　 １

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

営業所長　　桜　一郎

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

総務課長　　桜　二郎

サクラ　　 タロウ

桜　太郎

新宿区 四谷１-１-２東京

トウキョウト　　　　　　　  チヨダク　　　　 マルノウチ

東京　　　千代田区 丸の内１-１-１

҆શੑධՁ申請ॻʢ新規申請用ʣͷهೖྫ

ɹ˞ɹɹɹɹͷ͔͚ͷཝɺӡ༌ہࢧಧग़͞Εͨ༰ͱશʹҰகͨ͠༰Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ

ೖͯ͠Լ͍͞ɻه者൪߸Λۀࣄ 
˞ Θ͔Βͳ͍߹ɺ申請ड

࣌ʹํ࣮ؔػࢪʹ͓ͨ
ͣͶͷ্هೖͯ͠Լ͍͞ɻ

બӡస者Λهೖͯ͠Լ͞
͍ɻ
˞ӡస者ாΛ࡞͠ɺۀࣄ
༻՟ࣗಈंΛӡస͢Δ者Λ
͔͠ʹͳͲظʢൟ͢·͠ࢦ
ӡస͠ͳ͍者ؚΈ·͢ʣɻ

ද者ͷ௨μΠϠϧͰ
ͳ͘ɺ࿈བྷ͕ͱΕΔి൪߸ɺ
'"9 ൪߸Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ

֘͢Δํʹ˓Λ͠ɺ༗ͷ
߹݄Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ
˞ࣗओฦೲɺෆೝఆɺ༗ޮظ
ؒຬྃʹΑΔࣦޮ֘͠·
ͤΜɻ

࿈བྷ͕ͱΕΔ୲෦ॺʢ୲
者ʣٴͼి൪߸Λهೖͯ͠
Լ͍͞ɻ

֘͢Δํʹ˓Λ͠ɺ༗ͷ
߹݄Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ

ॴۀࣄॴ໊ɺۀࣄ者໊ɺۀࣄ
ͷද者໊ٴͼ৬Λهೖ͠
ͯԼ͍͞ɻೀҹෆཁͰ͢ɻ
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˔安全性評価申請書（ୈ ༺৽申請ߋ（༷ࣜ߸�

※

※

※

※

※

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。 ①申請者 控

（第̒号様式）
受 付 印受付No.

安全性評価申請書（ߋ৽）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9

電　話
ＦＡＸ

〒

�݄�ࡏݱͷೝఆ൪߸

評価ͷرͷ༗ແ
（͍ͣΕ͔Λ˓ͰғΜͰԼ͍͞）

બํࣜ
（"ʙ&）

安全性にରする
औの積ۃ性
͢Δر
ɾ
͠ͳ͍

๏ྩの९क状況

͢Δر
ɾ
͠ͳ͍લճͷ申請ํ （͍ࣜͣΕ͔Λ˓ҹ）

৽ن�ɾߋ�৽（ɹɹ）ํࣜ

ॳɾ⚒ɾ⚓
⚔ɾ⚕ɹɹ

新申請用ߋ

ʢ  ʣ

都 道
府 県

都 道
府 県

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

事業所（営業所）
所　　在　　地

事 業 者 番 号
（数字12桁）

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

事　業　者　名

事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

２ ８ ０ １ ２ ３ ４ ２

̘

桜運送株式会社

サクラウンソウカブシキガイシャ

２０

２

１０

１１９８７６５４３２

１０

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

サクラ　　 タロウ

桜　太郎

１ ６ ０ ０ ０ ０ ４

　　０３１２３４４５６７

　　０３１２３４４５６７

安全部

　　０３ ９９９９ ９９９９

桜運送株式会社 新宿営業所

サクラウンソウカブシキガイシャ シンジュクエイギョウショ

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

営業所長　　桜　一郎

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

総務課長　　桜　二郎

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

トウキョウト　　　　シンジュクク　　ヨツヤ

新宿区 四谷１-１-２東京

トウキョウト　　　　　　　  チヨダク　　　　 マルノウチ

東京　　　千代田区 丸の内１-１-１

7　　  1

２００５　　 　４　　　 １

※

※

※

※

※

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.15をご確認下さい。 ①申請者 控

（第̒号様式）
受 付 印受付No.

安全性評価申請書（ߋ৽）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

0 9

電　話
ＦＡＸ

〒

�݄�ࡏݱͷೝఆ൪߸

評価ͷرͷ༗ແ
（͍ͣΕ͔Λ˓ͰғΜͰԼ͍͞）

બํࣜ
（"ʙ&）

安全性にରする
औの積ۃ性
͢Δر
ɾ
͠ͳ͍

๏ྩの९क状況

͢Δر
ɾ
͠ͳ͍લճͷ申請ํ （͍ࣜͣΕ͔Λ˓ҹ）

৽ن�ɾߋ�৽（ɹɹ）ํࣜ

ॳɾ⚒ɾ⚓
⚔ɾ⚕ɹɹ

新申請用ߋ

ʢ  ʣ

都 道
府 県

都 道
府 県

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 　　　　　年　　　 月　　　 日
②　配置車両数５両以上について 配 置 事 業 用 自 動 車 数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（　 　　年　 月　 日）

 無 ・ 有（　　　 年　 月　 日提出）２０１８年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う２０２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性評
価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の２０２１年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

一般 ・ 特積 ・ 霊柩 ・ 特定
その他（　　　　　　　 ）

事業所（営業所）
所　　在　　地

事 業 者 番 号
（数字12桁）

※「有」の場合には自動車事故報告書（表・裏）の写し及び当該事故に関する関連資料を添付すること。

事　業　者　名

事　業　者　の
本 社 所 在 地

事　業　者　の
代　表　者　名

事　業　者　名
事業所（営業所）名

（事業者名）

事業所（営業所）
代表者の役職及び氏名

連絡先担当者の
役 職 及 び 氏 名

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

２ ８ ０ １ ２ ３ ４ ２

̘

桜運送株式会社

サクラウンソウカブシキガイシャ

２０

２

１０

１１９８７６５４３２

１０

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

サクラ　　 タロウ

桜　太郎

１ ６ ０ ０ ０ ０ ４

　　０３１２３４４５６７

　　０３１２３４４５６７

安全部

　　０３ ９９９９ ９９９９

桜運送株式会社 新宿営業所

サクラウンソウカブシキガイシャ シンジュクエイギョウショ

エイギョウショチョウ　　　 サクラ　　イチロウ

営業所長　　桜　一郎

ソウムカチョウ　　　　サクラ　　 ジロウ

総務課長　　桜　二郎

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

桜一郎

̖ 桜
一
郎

トウキョウト　　　　シンジュクク　　ヨツヤ

新宿区 四谷１-１-２東京

トウキョウト　　　　　　　  チヨダク　　　　 マルノウチ

東京　　　千代田区 丸の内１-１-１

7　　  1

２００５　　 　４　　　 １

҆શੑධՁ申請ॻʢߋ新申請用ʣͷهೖྫ
　※ 「申請書࡞γεςϜ」により申請書を࡞する場合は、ը໘に従い

ೖྗすることで、下記記ೖྫと同様の申請書が࡞で͖ます。

ʻగਖ਼ํ๏ʼ

ɹ˞ɹɹɹɹͷ͔͚ͷཝɺӡ༌ہࢧಧग़͞Εͨ༰ͱશʹҰகͨ͠༰Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ
ɹ˞ 申請ํࣜʹΔ༰ʢ੨ʣͷగਖ਼ɺగਖ਼ઢͷ্ʹਖ਼͍͠申請ํࣜΛ͠ࡌهɺͦͷԣʹగਖ਼

ͨ͠ํʢ申請者ʣͷフϧωʔϜΛখ͘͞ॺ໊ͯ͠Լ͍͞ɻ

ॴۀࣄॴ໊ɺۀࣄ者໊ɺۀࣄ
ͷද者໊ٴͼ৬Λهೖ͠
ͯԼ͍͞ɻೀҹෆཁͰ͢ɻ

ೖͯ͠Լ͍͞ɻه者൪߸Λۀࣄ 
˞ Θ͔Βͳ͍߹ɺํ࣮

ೖهͶͷ্͓ͣͨʹؔػࢪ
ͯ͠Լ͍͞ɻ

બӡస者Λهೖͯ͠Լ͞
͍ɻ
˞ӡస者ாΛ࡞͠ɺۀࣄ
༻՟ࣗಈंΛӡస͢Δ者Λ
͔͠ʹͳͲظʢൟ͢·͠ࢦ
ӡస͠ͳ͍者ؚΈ·͢ʣɻ

֘͢Δํʹ˓Λ͠ɺ༗ͷ
߹݄Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ
˞ࣗओฦೲɺෆೝఆɺ༗ޮظ
ؒຬྃʹΑΔࣦޮ֘͠·
ͤΜɻ

࿈བྷ͕ͱΕΔ୲෦ॺʢ୲
者ʣٴͼి൪߸Λهೖͯ͠
Լ͍͞ɻ

֘͢Δํʹ˓Λ͠ɺ༗ͷ
߹݄Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ

ද者ͷ௨μΠϠϧͰ
ͳ͘ɺ࿈བྷ͕ͱΕΔి൪߸ɺ
'"9 ൪߸Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ
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�ɽ๏ʹͮ͘جೝՄ申請ɺಧग़ɺใࠂ事߲͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ

１）認Մ申請、ಧ出、報告事߲νΣοΫγʔτ（P.� 。র）をར用し、各߲に関しదਖ਼になさΕているか確認して下さいࢀ
　　νΣοΫγʔτͷ߲ͷ͏ͪɺ̍ͭͰదਖ਼Ͱͳ͍߹ʹೝఆ͞Ε·ͤΜɻ
２）認Մ申請、ಧ出、報告事߲がదਖ਼になさΕていないことが໌した場合には、申請までに所要のखଓ͖をかに

行ͬて下さい。また、申請ޙにおいて、認Մ申請、ಧ出、報告が必要な事༝が生͡た場合には、かに所要の
खଓ͖を行ͬて下さい。

�ɽ評価ͷ࣮ࢪ

１）全国実ࢪ機関では、८ճࢦಋの݁Ռ、国土交通省から提供さΕる事故ҧ（行政処分）の実、申請書類の
自認事߲をূする書類に͖ͮج、評価します。

２）認定要件（P.� 。র）を満たした事業所について、安全性༏ྑ事業所として認定しますࢀ

��ɽ評価݁Ռͷ௨

１）全国実ࢪ機関より、当該事業所にରして評価݁Ռを通します。
２）安全性༏ྑ事業所として認定さΕた事業所には、認定ূをत༩します。

��ɽ安全性༏ྑ事業所ͷެද

１）全日本τϥοΫڠձのϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX.KUB.PS.KQ�）に安全性༏ྑ事業所をࡌܝします。

�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂ

１）্記ʲ�ɽ८ճࢦಋʳの際に、認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等のՃೖ」の
いͣΕかについてվળ報告をٻΊらΕた場合には、下記の通りվળ報告ݶظをઃけています。

̰ɽ申請ج४日以લ（2�2� 年 � 月 1 日から 2�21 年 � 月 �� 日）に८ճࢦಋを受けた事業所
　　˰����  �݄·Ͱ（地ํ実ࢪ機関の࠷ऴ営業日まで）
̱ɽ申請ج४日以降（2�21 年 � 月 1 日以降）に८ճࢦಋを受けた事業所
　　˰८ճࢦಋ࣮ࢪ͔Β �ϲ݄Ҏ（࠷ऴ日が土・日༵日、ॕ日の場合はલのฏ日まで）

２）վળをٻΊらΕた߲については、当該߲についてかにॾखଓ͖を行い、その݁Ռを定ΊらΕたվળ報告
。機関に報告して下さいࢪ内に事業所が所在する都道府県の地ํ実ݶظ

̏）վળใݶظࠂʹվળใ͕ࠂͳ͍߹ɺೝఆ͞Ε·ͤΜͷͰ͝ҙԼ͍͞ɻ

�ɽ८ճࢦಋ

１）「ᶗɽ安全性にରする๏ྩの९क状況（��点）」のうͪ、த߲１ʙ （̑2�߲ ��点）については、当該事業所が所在
する都道府県の地ํ実ࢪ機関のదਖ਼Խ事業ࢦಋ員が事業所（営業所）においする८ճࢦಋの݁Ռを用います。

２）८ճࢦಋの際に認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等へのՃೖ」についてదਖ਼
になさΕていないことが確認さΕた場合は、

　　˰Լهʲ�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
̏）安全性評価事業に用いる८ճࢦಋ݁Ռのରؒظは下記のとおりです。
　　ରؒظɿ����  �݄ �͔Β ����  �� ݄ �� ·Ͱ
　　なお、申請࣌点でطに্記ؒظதに८ճࢦಋを受けた事業所については、
　　̰ɽ当該८ճࢦಋの際に্記２）のいͣΕかの߲について
　　　　վળใࠂΛٻΊΒΕͨ߹��˰��Լهʲ�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
　　̱ɽ当該८ճࢦಋの際に্記２）のいͣΕかの߲について
　　　　վળใࠂΛٻΊΒΕ͍ͯͳ͍߹��˰��Լهʲ�ɽ評価ͷ࣮ࢪʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
̐）८ճࢦಋの実ࢪ日については、地ํ実ࢪ機関から貴事業所（営業所）にରして、事લに通書が送付さΕますので、

通書に記ࡌさΕている関係書類を事લにご用意下さい。

�ɽ社ձอݥͷՃೖ͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ

１）社ձอݥదਖ਼ՃೖνΣοΫγʔτ（P.� 。র）をར用し、各߲に関しదਖ਼になさΕているか確認して下さいࢀ
２）所ଐする従業員（ཁ݅Λຬͨ͢ύʔτɾΞϧόΠτؚΉɻ）について、下記のอݥにΕな͘Ճೖ、及びอݥ

料のೲ付がదਖ਼になさΕているか確認して下さい。
　　　ᶃ࿑ಇ者ิࡂঈอݥ　ᶄޏ用อݥ　ᶅ݈߁อݥ　ᶆް生年ۚอݥ
̏）所ଐする従業員（要件を満たすύʔτ・ΞϧόΠτؚΉ。）のうͪ、� ໊ͰະՃೖͷํ͕͍Δ߹ɺ·ͨඞ

ཁͳอݥྉ͕ೲ͞Ε͍ͯͳ͍߹ೝఆ͞Ε·ͤΜɻ
̐）Ճೖຢはೲ付がదਖ਼になさΕていない場合には、申請までにՃೖຢはೲ付のखଓ͖を行ͬて下さい。また、申請ޙ

において、Ճೖ状況のมߋ等の事༝が生͡た場合には、かに所要のखଓ͖を行ͬて下さい。

�ɽ申請֨ࢿཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔ɻ

˗申請ج४（����  �݄ �）現在で、下記の事߲を満たしているか確認して下さい。
　ᶃ事業։ޙ࢝（運輸։ޙ࢝）� 年をܦաしていること。
　ᶄஔする事業用自動車の数が 5 ྆以্で͋ること。
　ᶅ̰ɽِڏの申請、その他ෆਖ਼なखஈ等（以下、「ෆਖ਼申請等」という。）により申請の٫下ຢは評価のऔ消しを

受けた事業所に͋ͬては、当該٫下ຢはऔ消しに係る申請年度２ޙ事業年度をܦաしていること。
　　̱ɽෆਖ਼申請等により認定のऔ消しを受けた事業所に͋ͬては、औ消し２ޙ年をܦաしていること。
　ᶆ認定ূ、ϚʔΫ及びεςοΧʔ等（以下、「認定ূ等」という。）のِし͘はมຢはෆਖ਼な用によりੋਖ਼

告のཤ行状況が確認さΕ、及びِม等に係る認定ূ等の提出をק告を受けた事業所に͋ͬては、当該ੋਖ਼ק
受けた日̏ޙ年をܦաしていること。

�ɽ自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨͷ४උ

１）P.2� 以降の自認事߲のஅج४をࢀরし、自ళ（事業所）の安全性にରするऔ状況並びに運輸安全Ϛωδϝϯ
τにରするऔ状況をূ໌する書類を४උして下さい。

　（）・自ೝ事߲ͷ書ྨҰࣜ（ϑΝΠϧ）ɺ事業所อͱͯ͑͠߇ΛͱΔΑ͏ʹ͓͍͠ئ·͢ɻ
　　　 ・自認事߲をূする書類はฦ٫で͖まͤΜ。必ͣࣸ͠（ίϐʔ）を添付して下さい。

�ɽ申請書ྨͷهೖຢʮ申請書࡞γεςϜʯʹΑΔ࡞

˗下記申請書類を४උして下さい。
　ᶃ安全性評価申請書（第 1 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶄ（্記ᶃがෳ写式申請書の場合）申請書実費の支いをূするৼସ込請ٻ書݉受ྖূの写し（ίϐʔ）　
　ᶅ（該当する事業所の場合）自動車事故報告書の写し及び当該事故に係る関連資料
　ᶆ安全性にରするऔ状況についての自認書（第 2 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶇ運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況についての自認書（第 1� 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶈ役職員名（第 2 号の 2 様式）定ΊらΕた様式以֎による提出は認ΊらΕまͤΜ。̡ ʳࢠి
　ᶉ運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετʲిࢠʳ
　ᶊ安全性にରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετʲిࢠʳ

ɹ˞̡ 8FCʳͷ書ྨɺʮ申請書࡞γεςϜʯͰ࡞Ͱ͖·͢ɻ
ɹ˞̡ ϑΝΠϧΛμϯϩʔυͰ͖·͢ɻࢠձͷϗʔϜϖʔδΑΓɺిڠʳͷ書ྨɺ全本τϥοΫࢠి

　 ・従業員の氏名等が記ࡌさΕた書類を用いる場合は、当該本人にରして事લに同意をಘて下さい。
２）νΣοΫϦετʹΑΓɺ自ೝ事߲ͷ༰ΛνΣοΫͯ͠Լ͍͞ɻ

�ɽ申請書ྨͷఏग़

˗当該事業所が所在する都道府県の地ํ実ࢪ機関の૭ޱに書類を提出して下さい。
　申請ؒظɿ����  �݄ �（）ʙಉ �݄ �� （ਫ）ɹ˞ɾ༵আ͘
ɹɹɹɹɹɹͨͩ͠ɺ༣送ͷ߹ �݄ �� （݄）·Ͱʹํ࣮ؔػࢪඞண

（受付ؒ࣌等については、地ํ実ࢪ機関におい合Θͤ下さい。）

申請खଓ͔Β҆શੑ༏ྑۀࣄॴͷೝఆ·Ͱͷϑϩʔνϟʔτ
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�ɽ๏ʹͮ͘جೝՄ申請ɺಧग़ɺใࠂ事߲͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ

１）認Մ申請、ಧ出、報告事߲νΣοΫγʔτ（P.� 。র）をར用し、各߲に関しదਖ਼になさΕているか確認して下さいࢀ
　　νΣοΫγʔτͷ߲ͷ͏ͪɺ̍ͭͰదਖ਼Ͱͳ͍߹ʹೝఆ͞Ε·ͤΜɻ
２）認Մ申請、ಧ出、報告事߲がదਖ਼になさΕていないことが໌した場合には、申請までに所要のखଓ͖をかに

行ͬて下さい。また、申請ޙにおいて、認Մ申請、ಧ出、報告が必要な事༝が生͡た場合には、かに所要の
खଓ͖を行ͬて下さい。

�ɽ評価ͷ࣮ࢪ

１）全国実ࢪ機関では、८ճࢦಋの݁Ռ、国土交通省から提供さΕる事故ҧ（行政処分）の実、申請書類の
自認事߲をূする書類に͖ͮج、評価します。

２）認定要件（P.� 。র）を満たした事業所について、安全性༏ྑ事業所として認定しますࢀ

��ɽ評価݁Ռͷ௨

１）全国実ࢪ機関より、当該事業所にରして評価݁Ռを通します。
２）安全性༏ྑ事業所として認定さΕた事業所には、認定ূをत༩します。

��ɽ安全性༏ྑ事業所ͷެද

１）全日本τϥοΫڠձのϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX.KUB.PS.KQ�）に安全性༏ྑ事業所をࡌܝします。

�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂ

１）্記ʲ�ɽ८ճࢦಋʳの際に、認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等のՃೖ」の
いͣΕかについてվળ報告をٻΊらΕた場合には、下記の通りվળ報告ݶظをઃけています。

̰ɽ申請ج४日以લ（2�2� 年 � 月 1 日から 2�21 年 � 月 �� 日）に८ճࢦಋを受けた事業所
　　˰����  �݄·Ͱ（地ํ実ࢪ機関の࠷ऴ営業日まで）
̱ɽ申請ج४日以降（2�21 年 � 月 1 日以降）に८ճࢦಋを受けた事業所
　　˰८ճࢦಋ࣮ࢪ͔Β �ϲ݄Ҏ（࠷ऴ日が土・日༵日、ॕ日の場合はલのฏ日まで）

２）վળをٻΊらΕた߲については、当該߲についてかにॾखଓ͖を行い、その݁Ռを定ΊらΕたվળ報告
。機関に報告して下さいࢪ内に事業所が所在する都道府県の地ํ実ݶظ

̏）վળใݶظࠂʹվળใ͕ࠂͳ͍߹ɺೝఆ͞Ε·ͤΜͷͰ͝ҙԼ͍͞ɻ

�ɽ८ճࢦಋ

１）「ᶗɽ安全性にରする๏ྩの९क状況（��点）」のうͪ、த߲１ʙ （̑2�߲ ��点）については、当該事業所が所在
する都道府県の地ํ実ࢪ機関のదਖ਼Խ事業ࢦಋ員が事業所（営業所）においする८ճࢦಋの݁Ռを用います。

２）८ճࢦಋの際に認定要件「๏にͮ͘ج認Մ申請、ಧ出、報告事߲」及び「社ձอݥ等へのՃೖ」についてదਖ਼
になさΕていないことが確認さΕた場合は、

　　˰Լهʲ�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
̏）安全性評価事業に用いる८ճࢦಋ݁Ռのରؒظは下記のとおりです。
　　ରؒظɿ����  �݄ �͔Β ����  �� ݄ �� ·Ͱ
　　なお、申請࣌点でطに্記ؒظதに८ճࢦಋを受けた事業所については、
　　̰ɽ当該८ճࢦಋの際に্記２）のいͣΕかの߲について
　　　　վળใࠂΛٻΊΒΕͨ߹��˰��Լهʲ�ɽೝఆཁ݅ʹΔվળใݶظࠂʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
　　̱ɽ当該८ճࢦಋの際に্記２）のいͣΕかの߲について
　　　　վળใࠂΛٻΊΒΕ͍ͯͳ͍߹��˰��Լهʲ�ɽ評価ͷ࣮ࢪʳʹਐΜͰԼ͍͞ɻ
̐）८ճࢦಋの実ࢪ日については、地ํ実ࢪ機関から貴事業所（営業所）にରして、事લに通書が送付さΕますので、

通書に記ࡌさΕている関係書類を事લにご用意下さい。

�ɽ社ձอݥͷՃೖ͕దਖ਼ʹͳ͞Ε͍ͯΔ͔ɻ

１）社ձอݥదਖ਼ՃೖνΣοΫγʔτ（P.� 。র）をར用し、各߲に関しదਖ਼になさΕているか確認して下さいࢀ
２）所ଐする従業員（ཁ݅Λຬͨ͢ύʔτɾΞϧόΠτؚΉɻ）について、下記のอݥにΕな͘Ճೖ、及びอݥ

料のೲ付がదਖ਼になさΕているか確認して下さい。
　　　ᶃ࿑ಇ者ิࡂঈอݥ　ᶄޏ用อݥ　ᶅ݈߁อݥ　ᶆް生年ۚอݥ
̏）所ଐする従業員（要件を満たすύʔτ・ΞϧόΠτؚΉ。）のうͪ、� ໊ͰະՃೖͷํ͕͍Δ߹ɺ·ͨඞ
ཁͳอݥྉ͕ೲ͞Ε͍ͯͳ͍߹ೝఆ͞Ε·ͤΜɻ

̐）Ճೖຢはೲ付がదਖ਼になさΕていない場合には、申請までにՃೖຢはೲ付のखଓ͖を行ͬて下さい。また、申請ޙ
において、Ճೖ状況のมߋ等の事༝が生͡た場合には、かに所要のखଓ͖を行ͬて下さい。

�ɽ申請֨ࢿཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔ɻ

˗申請ج४（����  �݄ �）現在で、下記の事߲を満たしているか確認して下さい。
　ᶃ事業։ޙ࢝（運輸։ޙ࢝）� 年をܦաしていること。
　ᶄஔする事業用自動車の数が 5 ྆以্で͋ること。
　ᶅ̰ɽِڏの申請、その他ෆਖ਼なखஈ等（以下、「ෆਖ਼申請等」という。）により申請の٫下ຢは評価のऔ消しを

受けた事業所に͋ͬては、当該٫下ຢはऔ消しに係る申請年度２ޙ事業年度をܦաしていること。
　　̱ɽෆਖ਼申請等により認定のऔ消しを受けた事業所に͋ͬては、औ消し２ޙ年をܦաしていること。
　ᶆ認定ূ、ϚʔΫ及びεςοΧʔ等（以下、「認定ূ等」という。）のِし͘はมຢはෆਖ਼な用によりੋਖ਼

告のཤ行状況が確認さΕ、及びِม等に係る認定ূ等の提出をק告を受けた事業所に͋ͬては、当該ੋਖ਼ק
受けた日̏ޙ年をܦաしていること。

�ɽ自ೝ事߲Λূ͢Δ書ྨͷ४උ

１）P.2� 以降の自認事߲のஅج४をࢀরし、自ళ（事業所）の安全性にରするऔ状況並びに運輸安全Ϛωδϝϯ
τにରするऔ状況をূ໌する書類を४උして下さい。

　（）・自ೝ事߲ͷ書ྨҰࣜ（ϑΝΠϧ）ɺ事業所อͱͯ͑͠߇ΛͱΔΑ͏ʹ͓͍͠ئ·͢ɻ
　　　 ・自認事߲をূする書類はฦ٫で͖まͤΜ。必ͣࣸ͠（ίϐʔ）を添付して下さい。

�ɽ申請書ྨͷهೖຢʮ申請書࡞γεςϜʯʹΑΔ࡞

˗下記申請書類を४උして下さい。
　ᶃ安全性評価申請書（第 1 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶄ（্記ᶃがෳ写式申請書の場合）申請書実費の支いをূするৼସ込請ٻ書݉受ྖূの写し（ίϐʔ）　
　ᶅ（該当する事業所の場合）自動車事故報告書の写し及び当該事故に係る関連資料
　ᶆ安全性にରするऔ状況についての自認書（第 2 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶇ運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況についての自認書（第 1� 号様式）̡ 8FCʳ
　ᶈ役職員名（第 2 号の 2 様式）定ΊらΕた様式以֎による提出は認ΊらΕまͤΜ。̡ ʳࢠి
　ᶉ運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετʲిࢠʳ
　ᶊ安全性にରするऔ状況の自認事߲に係るνΣοΫϦετʲిࢠʳ

ɹ˞̡ 8FCʳͷ書ྨɺʮ申請書࡞γεςϜʯͰ࡞Ͱ͖·͢ɻ
ɹ˞̡ ϑΝΠϧΛμϯϩʔυͰ͖·͢ɻࢠձͷϗʔϜϖʔδΑΓɺిڠʳͷ書ྨɺ全本τϥοΫࢠి

　 ・従業員の氏名等が記ࡌさΕた書類を用いる場合は、当該本人にରして事લに同意をಘて下さい。
２）νΣοΫϦετʹΑΓɺ自ೝ事߲ͷ༰ΛνΣοΫͯ͠Լ͍͞ɻ

�ɽ申請書ྨͷఏग़

˗当該事業所が所在する都道府県の地ํ実ࢪ機関の૭ޱに書類を提出して下さい。
　申請ؒظɿ����  �݄ �（）ʙಉ �݄ �� （ਫ）ɹ˞ɾ༵আ͘
ɹɹɹɹɹɹͨͩ͠ɺ༣送ͷ߹ �݄ �� （݄）·Ͱʹํ࣮ؔػࢪඞண

（受付ؒ࣌等については、地ํ実ࢪ機関におい合Θͤ下さい。）
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˘１ ɽ各߲と、安全性にରするऔの実ࢪ状況を書類でご提出いた͖ͩ、評価を実ࢪします。
࣮ଶͱͯ͠औΓΈ͕ߦΘΕ͍ͯͯɺ申請書ྨͱͯ͠ఏग़͞Ε͍ͯͳ͍औ༰ʹ͍ͭͯ
評価͕Ͱ͖·ͤΜので、औりΈの実ࢪ状況に関する資料を提出して下さい。

˘２ ɽఏग़͞Εͨࢿྉͷ༰ํ࣮ؔػࢪ（ಓݝτϥοΫڠձ）ʹΑΔ८ճࢦಋ申請ड
࣌ͷରԠͷ͍͔ΜΛΘͣɺ1��� Ҏ߱ͷஅج४ʹΑΓ全ػࢪ࣮ࠃ （ؔ全本τϥοΫڠձ）
ʹ͓͍ͯ評価Λ࣮͠ࢪ·͢ɻ֤ࢿྉʹ͍ͭͯ申請者͕Λͬͯఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

˘̏ ɽ地ํ実ࢪ機関（都道府県τϥοΫڠձ）における申請書類の受付ޙは、本評価߲に関
するࢿྉͷՃఏग़ೝΊΒΕ·ͤΜɻ

˘̐ ɽఏग़͞Εͨ書ྨฦ٫Ͱ͖·ͤΜɻ
　　　資料は "� αΠζに౷一し、ඞͣࣸ （͠ίϐʔ）Λఴͯ͠Լ͍͞ɻ

˘̑ ɽ֤書ྨʹඞͣࢿྉ/P� Λ͠ɺ自ೝ書（ୈ �߸༷ࣜ）ͷʮࢿྉ/P�ʯཝʹ֘͢Δ൪߸
Λهೖͯ͠Լ͍͞ɻ

　　 　資料が添付さΕていてରとなる自認߲がෆ໌ྎな場合、いͣΕの自認߲において
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

˘̒ ɽ2 つ以্の自認߲に同͡資料が添付さΕている場合は、֘͢Δ �ͭͷ自ೝ߲ʹର͠
ͯՃします。なお、内༰によͬては点数のい自認߲にՃ点する場合͋ります。

　　 　ྫɿ 自認߲２ɽと̐ɽ等に同͡資料が添付さΕている場合、߲྆のՃ点要件を満たした
内༰で͋ͬて、いͣΕかの߲でのΈのՃ点となります。

˘７ɽ自認߲のதには、実ؒظࢪ（年月日）がஅج४となる߲が͋ります。
ɹɹɹʮ݄ʯ（ಛʹʮʯ）ʹ͍ͭͯͷࡌه࿙Εに意して下さい。

˘８ ɽ自認߲のதには、選任運転者名及び従業員名を確認し、「役職員名」（第２号の２様式）
とর合する߲が͋りますので、添付資料のબ運స者໊ʹΧϥʔͷϚʔΧʔͳͲʹΑΓɺ
ผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ

　　 　選任運転者は 2�21 年 � 月 1 日現在に所ଐしている人を৹ࠪのରとしますが、その࣌点で
ୀ職または他営業所への転੶等した運転者及び役職員が、அج४のରؒظ内にձٞ・ݚ
म等にࢀՃしている場合、そのऔりΈ評価のରとします。P.2�「役職員名」の記ೖ
্の意事߲ཝを確認し、該当者を必ͣ役職員名に記ࡌして下さい。

˘̕ ɽ選任運転者は運転者ாを࡞し、事業用貨物自動車を運転する全ての者が該当します（ൟ
ظなͲにのΈ運転する者をؚΈます）。

　　 　選任運転者数は 2�21 年 � 月 1 日現在の所ଐ人数とし、「役職員名」の職種ཝʰ運転者ʱ
はこの選任運転者数にؚまΕるํとなります。

˘ 1�ɽ「役職員名」に名લの記ࡌがないํの資料の添付についてはແޮとなります。
　　　 役職員名への記ࡌΕ、資料の添付Εにे分意して下さい。

˘ 書類提出લに࠶確認して下さい。

⚘ɽʮ҆શੑʹର͢Δऔͷੵੑۃʯͷҙٴ߲ࣄͼஅج४
˗˗˗લʹඞ͓ͣಡΈԼ͍͞ɻ࡞ྉͷࢿ�˗˗˗

ɹҙɹࣄɹ߲

「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
」の
判
断
基
準
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҆શੑʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷࣗೝॻ

৽ɾॳɾ⚒
⚓ɾ⚔ɾ⚕

（１）ɿऔの有ແは、当該ཝの「有」ຢは「ແ」の˘内に　ҹでࣔすこと。
（２）ɿ自認事߲をূする書類等名は、当該ཝの該当する書類等の˘内に　ҹでࣔすこと。
　　　　 また、記ड़して͋る書類等以֎ののの場合には、۩ମతな書類等名で記すこと。
（̏）ɿ資料/P. は、自認事߲をূする書類等（写し）に付した番号をࣔすこと。
（̐）ɿ資料のແい߲は、資料/P. を記ೖͤͣ、当該ཝにࣼઢʗを付すこと。




本年７月１日現在における当事業所の安全性にରするऔ状況については、下記のとおりです。

１ɽ事故ࢭରࡦϚχϡΞϧ等を׆用
　　している。

２ɽ事業所内で安全ରࡦձٞ（安全に
　　関する2$׆動をؚΉ。）を定ظత
　　に実ࢪしている。

̐ɽ自社内ಠ自の運転者ݚम等を実ࢪ
　　している。

̑ɽ֎部のݚम機関・ݚमձへ運転者
　　等をݣしている。

̒ɽ特定の運転者以֎にద性அ
　　（一般அ）をܭըతに受さͤ
　　ている。
７ɽ安全運行につながる省Τω運転を
　　実ࢪし、その݁Ռにݸ、͖ͮجผ
　　のࢦಋڭҭを実ࢪしている。
８ɽ定ظతに「運転記ূ໌書」をऔ
　　りͤد、事故、ҧ実ଶをѲし
　　て、ݸผࢦಋに׆用している。
̕ɽάϦʔϯܦ営認ূ*40（����γ
　　Ϧʔζຢは1����γϦʔζ）等を
　　औಘしている。

ࣗɹೝɹ߲ɹ

１１ɽ݈ 等輸送の安全にࡦରࢭҼ事故ى߁
　　　関する自ओత、積ۃత、ಠత、先ਐ
　　　తຢはߴ度なऔを実ࢪしている。

１０ɽաڈに行政、֎部機関、τϥοΫ
ձから、輸送の安全に関する表ڠ　　　
　　　জを受けたことが͋る。

�ྉ/Pࢿ

˘ 
˘
˘
˘ ձٞ記
˘
˘
˘ ձٞ記
˘
˘
 記ࢪम実ݚ ˘
˘
˘
記ࢪम実ݚ ˘
˘
˘

˘ 
˘
˘
˘ 運転記ূ໌
˘
˘

˘ ద性அ受݁Ռ
˘
˘

˘ 表জ状
˘
˘

˘ 認定ূ・付ଐ書
˘
˘

˘
˘
˘

औͷ༗ແ
༗ɹ ແ ࣗೝ߲ࣄΛূ͢Δॻྨ໊

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

̏ɽՙओا業、ྗڠձ社ຢは下請ձ社
　　との安全ରࡦձٞを定ظతに実ࢪ
　　している。

બ運స者数
ୈ１߸ຢୈ̒߸༷ࣜ

ͱಉ数Λهೖ（　　　　　 ）

名

（第２号様式）
受 付 印受付No.

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

①申請者 控

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

安全運సマχュΞル １

２

１０

３

４

６

７

８

１０

１１

５-ᶃ
５-ᶄݚममྃূ

1�ਓ

トラοクڠ会දজ

ແނࣄදজ੍

1�ਓ

σジタルタίάラϑ運సใ
ʢ1�ਓʣ

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

7　　  1

˔安全性ʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷ自ೝ書（ୈ �߸༷ࣜ）
ɹ৽ن申請ɺߋ৽申請⪕（௨ৗ申請）·ͨ⪗ٴͼ⪘（ಛྫ申請）Λબͨ͠߹ʹఏग़͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

ྉΛఏग़͢Δࢿ
߹ɺ࿙Εͳ͘
ೖͯ͠Լ͍͞ɻه

֘͢ΔํΛνΣοΫ
ͯ͠Լ͍͞ɻ

ྉΛఏग़͠ͳࢿ
͍߹ɺࢿྉ
/P� Λهೖͤͣɺ
֘ཝʹࣼઢʗ
Λͯ͠Լ͍͞ɻ

ࣗೝॻͷهೖྫ
　※ 「申請書࡞γεςϜ」により自認書を࡞する場合は、ը໘に従いೖྗすることで、下記記ೖྫと同様

の自認書が࡞で͖ます。 「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
」の
判
断
基
準ۀࣄ者໊ɺۀࣄॴ໊ɺ

ٴॴͷද者໊ۀࣄ
ͼ৬Λهೖͯ͠Լ
͍͞ɻೀҹෆཁͰ
͢ɻ
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第２号の２様式（役職員名簿）

※プリンタで印刷する際、下記「記入上の注意事項」欄は削除して構いません。（コピーの際はこのままで結構です。）

【記入上の注意事項】

　１．本名簿は、２０２１年７月１日現在で作成して下さい。
　２．下表には、評価項目「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」（自認事項）の審査に関係がある方について記載して下さい。
　　　自認事項の書類に関係がない方の氏名等は記載不要です。　※審査に関係がない方を記載しても差し支えありません。
　　　本名簿に記載がない方の資料が自認事項の書類に添付されていても当該資料は無効となります。
　３．

　４．用紙が不足する場合は、適宜の紙（日本工業規格Ａ列４番）に太線枠内の各欄を印字の上、使用して下さい。

２０２１年　７月　１日現在

※太線枠内のみ記入して下さい。

20名 選任運転者数 名

※第１号様式又は第６号様式の「全従業員数」と一致すること。 ※第１号様式又は第６号様式の「選任運転者数」と一致すること。

※太線枠内のみ記入して下さい。

Dr Dr Dr Dr ① Dｒ ①

他 他 他 他 初任 ③

適齢

特定

③

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

※本役職員名簿を会議や研修の出席者名簿として使用することはご遠慮下さい。

2021年度版
貨物自動車運送事業安全性評価申請用

役　職　員　名　簿

事業者名・
営業所名 ᱜ運送ᰴ式会♫　᪂ᐟ営業所 作成者 ᱜ　㑻

全従業員数 10
運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車(軽貨物
を除く)を運転する者は、繁忙期のみ運転する者な
ども含め、すべて「選任運転者」になります。

Ｎｏ

氏　　名 職　　種
（複数選択可）

備　考
(具体的役職名）

全国実施機関使用欄

（半数　　　　　　　名　／　３割　　　　　　　名）

2 3 4 5 6 7 8

【記入上の注意事項】
①次の並び順で記載して下さ
い。
a.代表者
　　↓
b.選任運転者（アイウエオ順）
　　↓
c.選任運転者以外の役職員
②「選任運転者」の氏名にはカ
ラーのマーカー等により判別可
能な印（しるし）を付すか、又は
氏名を色付けして下さい。
③氏名は重複させず、１名につ
き１行で記載して下さい。

【記入上の注意事項】
①該当する職種に○を付すか、又は職
種名を記載して下さい。
②職種「運転者」は上記の「選任運転者」
を指すため、『選任運転者数』と『職種
「運転者」に該当する数（2021年7月1日
時点で退職した方や異動した方を除
く。）』は一致します。
※職種「運転者」のうち自認事項の審査
に関係ない方を記載しない場合は、「選
任運転者数」よりも職種「運転者」の数が
少なくなります。

【記入上の注意事
項】
①審査に関係する
退職した方や異動
した方がいる場合
は、年月日と理由
（退職、異動等）を
記載して下さい。
②審査に関係する旧
姓等での取り組みの
方がいる場合は、同
一人物である旨を記
載して下さい。

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の対象者チェック欄

項目２～８に該当する当該事業所の対象者（出席者、参加者、項
目６または８の添付書類対象者）の枠に「レ」を付して下さい。

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の項目

2 3 4 5 6 7 8

1 ᱜ　一㑻
代　表　者（営業所長、支店長等）

※「選任運転者」でもある場合は、
備考欄に「運転者」と記載して下さい。

所長、運転者 レ レ レ レ

2 レレレレレ㑻太　ᐟ᪂

3 ㇏ᓥ　᫂
2021年㻟月㻟1日

退職 レ

4 レ㑻　ᱜ

5

6

7

8

9

10

記入（㟷字㒊ศ）

２０２１年７月１日時点で退職した方や異動した方が自認事項の審査に関係する場合は、「氏名」「職種」を漏れなく記載し、「備考」欄にその年月日、理由
（退職、異動等）を記載して下さい。また、旧姓等での取組みの方がいる場合は、同一人物である旨を必ず「備考」欄に記載して下さい。

職種に○を付けて下さい。

複数の職種をව任されている場

合（䠖運行管理者と運転者）は、

それ䛮れに○を付けて下さい。

䠘選任運転者数䠚
・運転者台帳を作成し、事業用貨
物自動車を運転する者は全て選
任運転者数に数えます（繁忙期な
どにしか運転しない者も含みま
す）。
・職種欄の「運転者」とはこの選任
運転者を指します。
・選任運転者数䍻職種欄の「運転
者」の数（2021年7月1日時点で退
職した方や異動した方を除く）とな
ります。

退職、異動した
方がいる場合
は、備考欄に日
付とその旨を記
載して下さい。
審査に関係する
旧姓等での取り
組みの方がいる
場合は、同一人
物である旨を記
載して下さい。

１．自認事項２～８に該当する対象者全てをチェックして下

さい。

ͤ取組無しの項目の場合、記載は不要です。

自認事項２䠖会議等の出席者（参加者）に「レ」を付ける

自認事項３䠖会議等の出席者（参加者）に「レ」を付ける

自認事項４䠖研修等の出席者（参加者）に「レ」を付ける

自認事項䠑䠖研修等の出席者（参加者）に「レ」を付ける

自認事項６䠖添付するཷデ結ᯝのཷデ者に「レ」を付ける

自認事項７䠖添付する資料の選任運転者に「レ」を付ける

ͤ表ᙲไ度のά用の場合はチェック不要

自認事項８䠖添付するド᫂書等の対象者に「レ」を付ける

２．添付資料と対象者のチェックが一致するか☜認して下さ

い。

３．対象者チェック欄に「レ」が付いていても、その内ᐜが添

付資料で☜認できない場合は、加点の対象となりません。

氏名の並び順は次のと

䛚りです。

①代表者

②運転者（アイウエオ

順）

③運転者以外の役職員

選任運転者には、カ

ラーのマーカー等により、

判別可能な印を付けて

下さい。

ͤᅇは記入の㒔合

上、運転者数の記載が

少ないですが、申請時

には該当する選任運転

者等を全て記載して下

さい。

৬һ໊
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第２号の２様式（役職員名簿）

※プリンタで印刷する際、下記「記入上の注意事項」欄は削除して構いません。（コピーの際はこのままで結構です。）

【記入上の注意事項】

　１．本名簿は、２０２１年７月１日現在で作成して下さい。
　２．下表には、評価項目「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」（自認事項）の審査に関係がある方について記載して下さい。
　　　自認事項の書類に関係がない方の氏名等は記載不要です。　※審査に関係がない方を記載しても差し支えありません。
　　　本名簿に記載がない方の資料が自認事項の書類に添付されていても当該資料は無効となります。
　３．

　４．用紙が不足する場合は、適宜の紙（日本工業規格Ａ列４番）に太線枠内の各欄を印字の上、使用して下さい。

２０２１年　７月　１日現在

※太線枠内のみ記入して下さい。

名 選任運転者数 名

※第１号様式又は第６号様式の「全従業員数」と一致すること。 ※第１号様式又は第６号様式の「選任運転者数」と一致すること。

※太線枠内のみ記入して下さい。

Dr Dr Dr Dr ① Dｒ ①

他 他 他 他 初任 ③

適齢

特定

③

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

※本役職員名簿を会議や研修の出席者名簿として使用することはご遠慮下さい。

Ｎｏ

作成者

4

項目２～８に該当する当該事業所の対象者（出席者、参加者、項
目６または８の添付書類対象者）の枠に「レ」を付して下さい。

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の項目

2021年度版

2 3 4 5

事業者名・
営業所名

1

2

3

6

氏　　名

全従業員数

7

8

9

10

代　表　者（営業所長、支店長等）
※「選任運転者」でもある場合は、

備考欄に「運転者」と記載して下さい。

4

5

3

貨物自動車運送事業安全性評価申請用
役　職　員　名　簿

全国実施機関使用欄

2 5
（半数　　　　　　　名　／　３割　　　　　　　名）

運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車(軽貨物
を除く)を運転する者は、繁忙期のみ運転する者な
ども含め、すべて「選任運転者」になります。

86 7

8

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の対象者チェック欄

職　　種
（複数選択可）

備　考
(具体的役職名）

【記入上の注意事項】
①次の並び順で記載して下さ
い。
a.代表者
　　↓
b.選任運転者（アイウエオ順）
　　↓
c.選任運転者以外の役職員
②「選任運転者」の氏名にはカ
ラーのマーカー等により判別可
能な印（しるし）を付すか、又は
氏名を色付けして下さい。
③氏名は重複させず、１名につ
き１行で記載して下さい。

【記入上の注意事項】
①該当する職種に○を付すか、又は職
種名を記載して下さい。
②職種「運転者」は上記の「選任運転者」
を指すため、『選任運転者数』と『職種
「運転者」に該当する数（2021年7月1日
時点で退職した方や異動した方を除
く。）』は一致します。
※職種「運転者」のうち自認事項の審査
に関係ない方を記載しない場合は、「選
任運転者数」よりも職種「運転者」の数が
少なくなります。

【記入上の注意事
項】

6 7

２０２１年７月１日時点で退職した方や異動した方が自認事項の審査に関係する場合は、「氏名」「職種」を漏れなく記載し、「備考」欄にその年月日、理由
（退職、異動等）を記載して下さい。また、旧姓等での取組みの方がいる場合は、同一人物である旨を必ず「備考」欄に記載して下さい。

①審査に関係する
退職した方や異動
した方がいる場合
は、年月日と理由
（退職、異動等）を
記載して下さい。
②審査に関係する旧
姓等での取り組みの
方がいる場合は、同
一人物である旨を記
載して下さい。

ʲ҆શੑʹର͢ΔऔͷੵੑۃʹΑΓ申請͢Δ߹͜ͷทΛίϐʔ͢Δ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓ
μϯϩʔυͯ͠ɺඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্͝ఏग़Լ͍͞ɻr
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 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

 役員 ・ 事務員 ・ 運行管理者 ・ 整備管理者

運転者 ・ パート等 ・ その他（　　　　　　　　）

※氏名の並び順は、①代表者　→　②選任運転者（アイウエオ順）　→　③選任運転者以外の役職員　の順に作成して下さい。
※本役職員名簿を会議や研修の出席者名簿として使用することはご遠慮下さい。

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の対象者チェック欄

項目２～８に該当する当該事業所の対象者（出席者、参加者、項
目６または８の添付書類対象者）の枠に「レ」を付して下さい。

3 4

Ｎｏ 職　　種
（複数選択可）

氏　　名

85 6 72

備　考
(具体的役職名）

「Ⅲ．安全性に対する取組の積極性」の項目

ʲ҆શੑʹର͢ΔऔͷੵੑۃʹΑΓ申請͢Δ߹͜ͷทΛίϐʔͯ͠ɺඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্͝ఏग़Լ͍͞ɻr
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評価߲「ᶙɽ安全性にରするऔの積ۃ性」については、下表によるஅج४に͖ͮج評価を行います。
なお、各自認߲についての۩ମతなஅج४については、P.�� ʙ 51 に͋りますので書類の内༰についてご

確認いた͖ͩ、必要な書類を添付して下さい。

ɹஅɹجɹ४

自ɹೝɹ߲ɹ ɹஅɹࢿɹྉ ɹஅɹجɹ४ 

�

事故ࢭରࡦϚχϡΞϧ等を׆用し
ている。

 （P.�� （রࢀ

ϚχϡΞϧ等を確認
する。

ϚχϡΞϧ（本社ࡦ定ຢはطのϚχϡΞϧՄ）ຢ
はこΕに४ͣる規ఔ等がࡦ定さΕていΕՄ（規・
৺ಘの׆用ຢは安全࡞業・事故発生࣌ରԠϚχϡΞ
ϧのࡦ定は１点付༩）

２

�
事業所内で安全ରࡦձٞ（安全に関
する̦̘׆動をؚΉ。）を定ظతに実
している。 （P.�2ࢪ （রࢀ

ձٞ等の記等に
より確認する。

ᶃかᶄのいͣΕかを満たした状況が確認で͖ΕՄ。
　ᶃա１ڈ年ؒにおいて２ճ以্
　ᶄա̏ڈ年ؒにおいてຖ年１ճ

̏

�
ՙओا業、ྗڠձ社ຢは下請ձ社と
の安全ରࡦձٞを定ظతに実ࢪして
いる。 （P.�� （রࢀ

ձٞ等の記等に
より確認する。

ᶃかᶄのいͣΕかを満たした状況が確認で͖ΕՄ。
　ᶃա１ڈ年ؒにおいて２ճ以্
　ᶄա̏ڈ年ؒにおいてຖ年１ճ

２

�
自社内ಠ自の運転者ݚम等を実ࢪし
ている。
 （P.�� （রࢀ

記等にࢪम実ݚ
より確認する。

ա１ڈ年ؒにおいて、選任運転者数の数以্をର
に実ࢪした状況が確認で͖ΕՄ（運転者以֎の
従業員ݚमはա１ڈ年ؒに１ճ以্で１点付༩）

̏

�
֎部のݚम機関・ݚमձへ運転者等
をݣしている。 （P.�� （রࢀ

記等にࢪम実ݚ
より確認する。

ա１ڈ年ؒにおいて、１ճ以্実ࢪした状況が確認
で͖ΕՄ（運転者以֎の従業員でՄ）

２

�
特定の運転者以֎にద性அ（一
般அ）をܭըతに受さͤている。
 （P.�� （রࢀ

ద性அ受݁Ռ
表ຢは受者一ཡ
表により確認する。

ᶃかᶄのいͣΕかを満たした状況が確認で͖ΕՄ。
　ᶃա１ڈ年ؒにおいて選任運転者数の̏ ׂ以্
　ᶄա̏ڈ年ؒにおいて選任運転者の全員

２

�
安全運行につながる省Τω運転を実
ࢦผのݸ、͖ͮجし、その݁Ռにࢪ
ಋڭҭを実ࢪしている。 （P.�2 （রࢀ

安全ڭҭ記等
により確認する。

ա１ڈ年ؒにおいて、選任運転者数の数以্を
ରに実ࢪした状況が確認で͖ΕՄ １

�

定ظతに「運転記ূ໌書」をऔり
、事故、ҧ実ଶをѲして、ͤد
。用している׆ಋにࢦผݸ

 （P.�� （রࢀ

運転記ূ໌書等
により確認する。

（1）か（2）のいͣΕかを満たした状況が確認で͖ΕՄ。
（1）աڈ 5 年ؒまたはաڈ � 年ؒの運転記ূ໌書により、
ᶃかᶄのいͣΕかを満たした状況が確認で͖ΕՄ。
　ᶃա１ڈ年ؒにおいて選任運転者数の̏ ׂ以্
　ᶄաڈ � 年ؒにおいて選任運転者の全員

（2） աڈ 1 年ؒの運転記ূ໌書により、աڈ 1 年ؒ
において選任運転者の全員

２

�
άϦʔϯܦ営認ূ *40（���� γϦ
ʔζຢは 1���� γϦʔζ）等をऔಘし
ている。 （P.�� （রࢀ

認定 ・ূ付ଐ書等に
より確認する。

当該事業所の認定ূ等が確認で͖ΕՄ
１

��
աڈに行政、֎部機関、τϥοΫڠձから、
輸送の安全に関する表জを受けたこと
が͋る。 （P.�� （রࢀ

表জ状により確認
する。

ա̏ڈ年ؒに当該事業所において受した表জ状
が確認で͖ΕՄ １

��

等輸送の安全ࡦରࢭҼ事故ى߁݈
に関する自ओత、積ۃత、ಠత、
先ਐతຢはߴ度なऔりΈを実ࢪし
ている。 （P.5� （রࢀ

提出さΕた資料等
により確認する。

当該事業所におけるऔりΈの事実が確認で͖Ε
Մ

（ࠪݕの受、ܞଳܕ৺電ܭの׆用、4"4 のࠪݕ
受のいͣΕかで２点付༩。そΕ以֎のऔは１
点付༩）

２
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�ɽ事ނࢭରࡦϚχϡΞϧΛ׆༻͍ͯ͠Δɻ（�）

அ
ํ


˗   輸送の安全に係る事故ࢭに資するϚχϡΞϧのࡦ定及びそのϚχϡΞϧの日ৗ業への׆用状況
をஅします。


அ
ج
४

˗�ϚχϡΞϧຢ͜Εʹ४ͣΔنఔ͕ࡦఆ͞Ε͍ͯΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
˗���自社Ͱ࡞ͨ͠ͷΛ׆༻͍ͯ͠Δ͔ɺطͷͷΛ׆༻͍ͯ͠Δ͔͍·ͤΜɻ
˗��ͷ͏ͪɺԼجه४ʹΑΓ�ຢ�༩ͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ 1）
　 ᶄ ϚχϡΞϧ等の写し（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
ɹ�ɹ̍ɽදࢴຢ࣍ͷΈͷࢿྉͷఴɺ۩ମత༰͕֬ೝͰ͖ͳ͍ͷͰՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
ɹ�ɹ̎ɽʮ�༩ʯʹ֘͢ΔࢿྉΛ �छྨఴͯ͠ɺ�ͷ評価͍ߦ·ͤΜɻ
ɹ�ɹ̏ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　 　̐ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

　　  　 国土交通省または全日本τϥοΫڠձが੍࡞したϚχϡΞϧにݶり、ϚχϡΞϧと申請事業
所名が確認で͖るのを一ॹにࡱӨした写ਅでの提出でՄとします。

　　　　※写ਅで提出さΕる場合は、ϚχϡΞϧがࢠ（ްΈ等）と分かるようにして下さい。

۩
ମ
త

༰

˗   事故をະવに͙たΊ、安全運転に必要なج本తࣝՊֶతࣝ及び݈߁ཧをऔりまとΊたの
並びに安全運転意ࣝのࡦ্等をまとΊた事業༻自動車ͷ運స者にରするϚχϡΞϧを確認します。

ʲ̎༩ͱ͢Δͷʳ
˗   下記߲（ྫߟࢀ）について、ਤղ、写ਅ۩ମత事ྫによりղઆさΕた内༰がଟ数り込まΕたの。
　 ˓ 事ൃނੜͷঢ়گ（େܕ車の事故発生ׂ合、事故の特、発生ؒ࣌ଳ等）
　 ˓ 運సϚφʔ（ৡり合いのࢠ、ͪ࣋ؾ供ྸߴ者等へのྀ等）
　 ˓ τϥοΫͷಛ性（車ؒڑ、ࢹք、内ྠࠩ、車෯、֯ࢮ等）
　 ˓ ಛ性（িܸྗ、ԕ৺ྗ、ఀ （等ڑ、安全な度と車ؒࢹ、、ϋΠυϩϓϨʔχϯά現ڑࢭ
　 ˓ 安全運֬ߦอ（ա積ࡌのࢭ、ҿञ運転のࢭ等）
（റํ๏等ݻ、積Έ付けํ๏、ݶ੍ࡌ積）๏ํࡌੵ ˓ 　
　 ˓ 運సํ๏（交ࠩ点、୯࿏、Χʔϒ、ࡔ道、౿、ߴ道࿏等での運転及び行ํ๏等）
　 ˓ ମௐཧ（ർ࿑ࢭ、連ଓ運転、߁݈、ؒ࣌ܜٳཧ等）
（等࣌ఱߥ、Ӎ、ઇ、ೱໄ、෩）݅ؾ ˓ 　
　 ˓ ৗݕ（点ݕඋの必要性、日ৗ点ݕのνΣοΫϙΠϯτ等）

ʲ̍༩ͱ͢Δͷʳ
˗ ্記۩ମత内༰がり込まΕていないจ書、規ఔ、खா、ϚχϡΞϧ等については１点を付༩します。
　 ˓ 事故処ཧ、事故発生࣌のରԠϚχϡΞϧ ˓ 規、৺ಘの׆用
ରԠϚχϡΞϧ࣌ٸۓ ˓ 機ཧϚχϡΞϧة ˓ 　

আ
֎
ࣄ
߲

ͷͷՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
˔�ϑΥʔΫϦϑτߏ࡞業ɺՙѻɺՙԷ࡞業ʹΔखॱ書ɻ
˔���λΠτϧ͕ʮ事ނࢭରࡦϚχϡΞϧʯͱ͚ΒΕ͍ͯͯ༰͕அج४ʹద߹͠ͳ͍ͷɻ
˔�運ߦཧنఔɺ๏ྩʹΑΓ࡞͕͚ٛΒΕ͍ͯΔͷɻ
˔�ࣸਅͰఏग़͞ΕͨϚχϡΞϧ͕දࢴͷΈͷ߹ɻ

※ ϚχϡΞϧのΈの写
ਅ、ϚχϡΞϧのΈ
の写ਅの্からख書
͖等で申請事業所名
を記ࡌしたのは認
Ίない。

※ ϚχϡΞϧ名申請
事業所名がෆ໌な
のは認Ίない。

申請事業所の
事業者名と営業所
名が分かるの

（記ࡌした用ࢴ等）

ϚχϡΞϧ

手
書
き
、
印
字
等

શτڠӡૹ᷂
ຊࣾӦۀॴ
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（積ۃ性書式ʵ１　2�21 年度൛）

�ɽ事ނࢭରࡦϚχϡΞϧΛ׆༻͍ͯ͠Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（2）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（2）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（運行ཧ規ఔなͲ๏ྩにより࡞がٛ付けらΕているの、ϑΥ
ʔΫϦϑτ等ߏ内࡞業、ՙѻ、ՙԷ࡞業等に係るखॱ書等）ではない。

（�）ϚχϡΞϧͷ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
　　下表の۩ମత内༰がଟ数り込まΕたのが２点付༩のରとなります。

֬ ೝ  ɹ ༰

事ൃނੜͷঢ়گ（େܕ車の事故発生ׂ合、事故の特、発生ؒ࣌ଳ等）

運సϚφʔ（ৡり合いのࢠ、ͪ࣋ؾ供ྸߴ者等へのྀ等）

τϥοΫͷಛ性（車ؒڑ、ࢹք、内ྠࠩ、車෯、֯ࢮ等）

ಛ性（িܸྗ、ԕ৺ྗ、ఀڑࢭ、ϋΠυϩϓϨʔχϯά現、ࢹ、安全な
度と車ؒڑ等）

安全運֬ߦอ（ա積ࡌのࢭ、ҿञ運転のࢭ等）

（റํ๏等ݻ、積Έ付けํ๏、ݶ੍ࡌ積）๏ํࡌੵ

運సํ๏（交ࠩ点、୯࿏、Χʔϒ、ࡔ道、౿ߴ、 道࿏等での運転及び行ํ๏等）

ମௐཧ（ർ࿑ࢭ、連ଓ運転、߁݈、ؒ࣌ܜٳཧ等）

（等࣌ఱߥ、Ӎ、ઇ、ೱໄ、෩）݅ؾ

ৗݕ（点ݕඋの必要性、日ৗ点ݕのνΣοΫϙΠϯτ等）

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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�ɽ事業所Ͱ安全ରࡦձ （ٞ安全ʹؔ͢Δ2$׆動ΛؚΉɻ）Λఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）

அ
ํ


˗   事業所内において、選任運転者等をରに交通事故ࢭݥة༧なͲ輸送の安全に関する安全ରࡦձ
ٞ、交通事故ࢭに関する 2$ 。తなऔりΈをஅしますظ動の定׆動খάϧʔϓ安全׆

。動を評価します׆・मに当たるのをআ͖、輸送の安全に関する事߲をऔり্͛たձٞݚ ˗


அ
ج
४

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃաڈ�ؒ（���� �݄ �ʙ���� �݄ �）ʹ͓͍ͯ�ճҎ্࣮ࢪ
ɹɹ�ᶄաڈ�ؒ（���� �݄ �ʙ���� �݄ �）ʹ͓͍ͯຖ�ճ࣮ࢪ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ 2）
　 ᶄ ٞ事ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　 　 ※�ٞ 事ʹɺ͍ͭ（࣮ͨ͠ࢪ݄（ͷࡌهΕʹҙɻ））ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λରʹ（ࢀՃɾ

ग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ձٞ༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ձٞࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷग़੮者໊ΛɺΧϥʔͷϚ

ʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ車྆ͷަ௨事ނࢭʹؔ͢Δ༰ʹϚʔΧʔΛͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ̏ɽٞ事࣍ୈɺձٞͷ۩ମత༰͕Θ͔Βͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽଞͷ自ೝ߲ͱಉ͡ࢿྉ͕ఴ͞Ε͍ͯΔ߹ɺ͍ͣΕ͔ͷ߲ʹͷΈՃͷରͱ͠·͢ɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ 当該事業所がओ࠵のձٞで͋Ε、ྗڠձ社関係先が同੮してՃ点のରとします。
　 ※ओ࠵が当該事業所で͋ることを必ͣ໌ࣔすること。
　 ※自認߲̏と同͡内༰の場合はՃ点とならない場合が͋ります。
ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓ 月ྫの車྆に係る交通事故ࢭձٞ
　˓ 安全Ӵ生ҕ員ձ（車྆の交通事故ࢭの内༰がؚまΕるのにݶる。）
　˓   άϧʔϓによるݥة༧܇࿅またはώϠϦ・ϋοτ׆動（運転者ݸ人によるのݸ人γʔτのΈの

の、１人 ,:5、ՙѻ、ՙԷ࡞業、積Έ付け積込等の内༰をআ͘）
　˓ 交通事故ࢭに関する 2$ 動׆動、খάϧʔϓ安全׆
　　 ※  2$ 実行の、౼ݕのࡦվળ、໌ڀҼのݪ動により、点について׆動とは、খ規のάϧʔϓ׆

Ռ等を実ূすることにより、のղܾをਤることをతとした׆動をࢦします。
　˓ 交通事故ࢭ等輸送の安全確อに関するձٞ、׆動
　※   事業所内における定ظతなձٞ等の։࠵を評価することから、同一種類の定ظతな։࠵が確認で͖

なけΕՃ点のରとはなりまͤΜ。
　　 安全ରࡦձٞ　　　１ճ　ʴ　, : 5 ׆ 動　　　１ճ　ʹ  ෆՄʷ　ˠ　同一種類のձٞではない
　　 安全ରࡦձ （ٞ定ظ）１ճ　ʴ　安全ରࡦձ ではない࠵తな։ظ１ճ　ʹ  ෆՄʷ　ˠ　定（࣌ྟٞ）
　　 安全ରࡦձ （ٞ定ظ）１ճ　ʴ　安全ରࡦձ （ٞ定ظ）１ճ　ʹ  Մ ˓
　※ 同一内༰のձٞ等をϝϯόʔを分けて２ճ։࠵したのは合Θͤて１ճとしてΧϯτします。
　　 必ͣҟなる内༰のձٞの։࠵状況を提出して下さい。

ʮ̡அج४ʯͷճͷ͑ํʳ

আ
֎
ࣄ
߲

ͷͷՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
˔���ଞ営業所本社ͳͲɺ自ళ（営業所）Ҏ֎ʹ͓͚Δձٞͷग़੮ɻ
ୈࣔࠂަ௨লࠃ���˔ ���� ҭڭಋࢦҭɺһɾ運స者ʹର͢Δڭһͮ͘جʹ（ࢦಋಜࢦ）߸
ྉɻࢿҭͷ༰ͱΈͳ͞ΕΔڭಋࢦमݚ

˔���本社ɾࢧ社ɾࢧళ্෦৫ͷձٞձ߹ɺ事業所ͷද者͕ू·ͬͨද者ձٞɻ
˔���্࣭ߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺަ௨事ނࢭʹؔΘΓͷͳ͍ձٞ
׆動ͷ༰ɻ

�ɽ事業所Ͱ安全ରࡦձ （ٞ安全ʹؔ͢Δ2$׆動ΛؚΉɻ）Λఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）
˗ 事業所内において、選任運転者等をରに交通事故ࢭݥة༧なͲ輸送の安全に関する安全ରࡦ
　 ձٞ、交通事故ࢭに関する 2$ 。తなऔりΈをஅしますظ動の定׆動খάϧʔϓ安全׆
。動を評価します׆・मに当たるのをআ͖、輸送の安全に関する事߲をऔり্͛たձٞݚ ˗

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃա̍ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯ̎ճҎ্࣮ࢪ
ɹɹ�ᶄա̏ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯຖ̍ճ࣮ࢪ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ2）
　 ᶄ ٞ事ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　 　 ※ٞ事ʹɺ͍ ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λର（（Εʹҙɻࡌهͷ）݄ͨ͠ࢪ࣮ͭ） Ճɾग़ࢀʹ）
ɹɹɹ��੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ձٞ༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ձٞࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷग़੮者໊ΛɺΧϥʔͷϚʔΧʔ
ɹɹɹɹ��ʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ車྆ͷަ௨事ނࢭʹؔ͢Δ༰ʹϚʔΧʔΛͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ̏ɽٞ事࣍ୈɺձٞͷ۩ମత༰͕Θ͔Βͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽଞͷ自ೝ߲ͱಉ͡ࢿྉ͕ఴ͞Ε͍ͯΔ߹ɺ͍ͣΕ͔ͷ߲ʹͷΈՃͷରͱ͠·͢ɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ൪߸͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

˗ 当該事業所がओ࠵のձٞで͋Ε、ྗڠձ社関係先が同੮してՃ点のରとします。
　 ※ओ࠵が当該事業所で͋ることを必ͣ໌ࣔすること。
　 ※自認߲̏と同͡内༰の場合はՃ点とならない場合が͋ります。

˔�事業所ʹ͓͚Δձٞͷ։࠵Λ評価͢Δ͜ͱ͔Βɺଞ営業所本社ͳͲɺ自ళ（営業所）Ҏ֎ʹ͓͚Δ
ɹ�ձٞͷग़੮ɺՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ
ୈࣔࠂަ௨লࠃ�˔ ���� ҭɺڭಋࢦҭɺһɾ運స者ʹର͢Δڭһͮ͘جʹ（ࢦಋಜࢦ）߸
ɹ�ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ·ͨɺݚमࢦಋڭҭͷ༰ͱΈͳ͞ΕΔࢿྉɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
���（自ೝ߲̐ʹ֘͠·͢ɻ）
˔�֘事業所ʹ͓͚ΔऔΓΈΛ評価͢Δ͜ͱͱ͠ɺ本社ɾࢧ社ɾࢧళ্෦৫ͷձٞձ߹ɺ事業所
ɹ�ͷද者͕ू·ͬͨද者ձٞɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
˔�্࣭ߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺަ௨事ނࢭʹؔΘΓͷͳ͍ձٞ
ɹ׆�動ͷ༰ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
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ํ
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আ
֎
ࣄ
߲

Πɾϩɾϋ
֤ � ճ ᶃ ᶄ ᶅ அج४ᶄʹ֘

அج४ෆద߹

அج४ᶃʹ֘

����
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���
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���

����
���

����
���

����
���

ϩͰ �ճ
ϋͰ �ճ

ϋͰ �ճ

Π ϩ ϋ

ʮ̡அج४ʯͷճͷ͑ํʳ

� ̎

� ̎ ̏

ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓ 月ྫの車྆に係る交通事故ࢭձٞ
　˓ 安全Ӵ生ҕ員ձ（車྆の交通事故ࢭの内༰がؚまΕるのにݶる。）
　˓ άϧʔϓによるݥة༧܇࿅またはώϠϦ・ϋοτ׆動（運転者ݸ人によるのݸ人γʔτのΈのの、
　　 １人 ,:5、ՙѻ、ՙԷ࡞業、積Έ付け積込等の内༰をআ͘）
　˓ 交通事故ࢭに関する 2$ 動׆動、খάϧʔϓ安全׆
　　 ※2$ 実行のՌ、౼ݕのࡦվળ、໌ڀҼのݪ動により、点について׆動とは、খ規のάϧʔϓ׆
　　 　等を実ূすることにより、のղܾをਤることをతとした׆動をࢦします。
　˓ 交通事故ࢭ等輸送の安全確อに関するձٞ、׆動

※ 事業所内における定ظతなձٞ等の։࠵を評価することから、同一種類の定ظతな։࠵が確認で͖なけΕ
　 Ճ点のରとはなりまͤΜ。
　　 安全ରࡦձٞ　１ճ　 ʴ　 , : 5 ׆ 動　１ճ　 ʹ ෆՄ　ʷ
　　 安全ରࡦձٞ　１ճ　 ʴ　 安全ରࡦձٞ　１ճ　 ʹ Մ　 ˓
※ 同一内༰のձٞ等をϝϯόʔを分けて２ճ։࠵したのは合Θͤて１ճとしてΧϯτします。
　 必ͣҟなる内༰のձٞの։࠵状況を提出して下さい。
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（積ۃ性書式ʵ２　2�21 年度൛）

�ɽ事業所Ͱ安全ରࡦձ （ٞ安全ʹؔ͢Δ2$׆動ΛؚΉɻ）Λఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �2 ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（他営業所本社等自ళ（営業所）以֎におけるձٞ、員・運転
者にରするࢦಋڭҭ、事業所の代表者がूまͬたձٞ、࣭ߏ、্内事故、ߏ内
。業、ՙѻ、、ೲ　等）ではない࡞

（�）ձٞͷ࣮ࢪঢ়گΛ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

実ࢪ状況がᶃ、ᶄのいͣΕかで͋る。※該当するํに「Ϩ」を付ける。

　ᶃ   աڈ 1 年 （ؒ2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において 2 ճ以্実ࢪしている。

　ᶄ   աڈ � 年 （ؒ2�1� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）においてຖ年 1 ճ実ࢪしている。

当該事業所がओ࠵している。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る役職員が出੮（ࢀՃ）している。

ٞ事報告書なͲ、ձٞの実ࢪ状況が分かる書類を添付している。

ձٞ資料（車྆の交通事故ࢭに係る内༰）を添付している。

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

։࠵年月日が໌記さΕている。（年の記ࡌΕに意）

։࠵場所が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）、車྆の交通事故ࢭに関する内༰をΧϥʔのϚʔΧ
ʔ等によりผՄとしている。

車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関する内༰がؚまΕている。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

「
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�ɽ̔ ओا業ɺྗڠձ社ຢԼ請ձ社ͱͷ安全ରࡦձٞΛఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）

அ
ํ


˗   安全運行確อ等、交通事故ࢭに係る輸送の安全に関する自ళ（営業所）以֎のձ社（ՙओا業、ڠ
ྗձ社、下請ձ社）との安全ରࡦձٞの実ࢪ状況をஅします。


அ
ج
४

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃಉ͡૬खઌͱաڈ �ؒ（����  �݄ �ʙ ����  �݄ �）ʹ͓͍ͯ �ճҎ্࣮ࢪ
ɹɹ�ᶄಉ͡૬खઌͱաڈ �ؒ（����  �݄ �ʙ ����  �݄ �）ʹ͓͍ͯຖ �ճ࣮ࢪ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ �）
　 ᶄ ٞ事ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　 　 ※ 自社࡞Ͱ͋Δ͔ɺ૬खઌ࡞Ͱ͋Δ͔͍·ͤΜɻ
　 　 ※ ٞ 事ʹɺ͍ͭ（࣮ͨ͠ࢪ݄（ͷࡌهΕʹҙɻ））ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λରʹ（ࢀ

Ճɾग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ձٞ༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ձٞࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷᶃग़੮者໊ɺٴͼᶄ

૬खઌ໊ΛɺͦΕͧΕΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ自ళ（営業所）୲者ͷग़੮͕৬һ໊ʹΑΓ֬ೝͰ͖ͳ͍ࢿྉɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ車྆ͷަ௨事ނʹࢭΔ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δ༰ʹϚʔΧʔΛͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ̐ɽٞ事࣍ୈɺձٞͷ۩ମత༰͕ผͰ͖ͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ ૬ख先のओ࠵によるձٞで͋ͬて、Ճ点のରとします。
˗   ૬ख先の名শについては、ެ表で͖ない場合にはʠＡ社ʡ等Ծশをつけること認Ίます。たͩし、

૬ख先が自社以֎で͋ることがผで͖るように໌記して下さい。
ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓   車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関するڞ通の話をऔり্͛たձٞ（ՙѻ、ՙԷ࡞業、積

Έ付け、積込、ߏ内࡞業、、ՙ物、積ՙ、ೲ、ೲظの内༰、*40 等࣭に関するのをআ͘。）
ʲಉ͡૬खઌͷํ͑ߟʳ

ʮ̡அج४ʯͷճͷ͑ํʳ

আ
֎
ࣄ
߲

˔���̔ ѻɺՙԷ࡞業ɺੵΈ͚ɺੵࠐɺߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺ*40࣭
ʹؔ͢Δ༰ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ（ͷ९कͳͲߏ）ͷ༰ࢭނఆ͞ΕΔަ௨事ݶʹߏ���˔
˔�૬खઌ͕ɺ貨物ܰ自動車運送事業者ୡ業ҕୗΛ͢Δݸਓͷ߹Ճͷରͱ͠·ͤΜɻ

ʲಉ͡૬खઌͷํ͑ߟʳ

ɹ֘
事業所

�݄։࠵
�݄։࠵

同じ相手先とաڈ 1 年ؒにおいて 2 ճ以্はՄ。

"社 ɹ֘
事業所

�݄։࠵

�݄։࠵

ҧう૬ख先とաڈ 1 年ؒにおいて 2 ճ以্はෆՄ。

"社

#社

Πɾϩɾϋ
֤ � ճ ᶃ ᶄ ᶅ
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ϩͰ �ճ
ϋͰ �ճ

ϋͰ �ճ

Π ϩ ϋ

ʮ̡அج४ʯͷճͷ͑ํʳ

� ̎

� ̎ ̏

அج४ᶄʹ֘

அج४ෆద߹

அج४ᶃʹ֘

�ɽ̔ ओا業ɺྗڠձ社ຢԼ請ձ社ͱͷ安全ରࡦձٞΛఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）

˗ 安全運行確อ等、交通事故ࢭに係る輸送の安全に関する自ళ（営業所）以֎のձ社（ՙओا業、ྗڠձ
　 社、下請ձ社）との安全ରࡦձٞの実ࢪ状況をஅします。

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃಉ͡૬खઌͱա̍ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯ̎ճҎ্࣮ࢪ
ɹɹ�ᶄಉ͡૬खઌͱա̏ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯຖ̍ճ࣮ࢪ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ�）
　 ᶄ ٞ事ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　 　 ※ٞ事ʹɺ͍ ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λର（（Εʹҙɻࡌهͷ）݄ͨ͠ࢪ࣮ͭ） Ճɾࢀʹ）
ɹɹɹ��ग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ձٞ༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ձٞࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷᶃग़੮者໊ɺٴͼᶄ૬
ɹɹɹɹ�खઌ໊ΛɺͦΕͧΕΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ自ళ（営業所）୲者ͷग़੮͕৬һ໊ʹΑΓ֬ೝͰ͖ͳ͍ࢿྉɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ車྆ͷަ௨事ނʹࢭΔ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δ༰ʹϚʔΧʔΛͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ̐ɽٞ事࣍ୈɺձٞͷ۩ମత༰͕ผͰ͖ͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ൪߸͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

˗ ٞ事は૬ख先࡞にݶらͣ、自社࡞ののでߏいまͤΜ。
˗ ૬ख先のओ࠵によるձٞで͋ͬて、Ճ点のରとします。
˗ ૬ख先の名শについては、ެ表で͖ない場合にはʠＡ社ʡ等Ծশをつけること認Ίます。たͩし、
　 ૬ख先が自社以֎で͋ることがผで͖るように໌記して下さい。

˔�ՙѻɺՙԷ࡞業ɺੵΈ͚ɺੵࠐɺߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺ*40࣭ʹؔ͢
ɹ�Δ༰ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓ 車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関するڞ通の話をऔり্͛たձٞ（ՙѻ、ՙԷ࡞業、積Έ付け、
　 　積込、ߏ内࡞業、、ՙ物、積ՙ、ೲ、ೲظの内༰、*40 等࣭に関するのをআ͘。）
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ࣄ
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ʲಉ͡૬खઌͷํ͑ߟʳ

ɹ֘
事業所

�݄։࠵
�݄։࠵

同じ相手先とաڈ 1 年ؒにおいて 2 ճ以্はՄ。

"社 ɹ֘
事業所

�݄։࠵

�݄։࠵

ҧう૬ख先とաڈ 1 年ؒにおいて 2 ճ以্はෆՄ。

"社

#社

Πɾϩɾϋ
֤ � ճ ᶃ ᶄ ᶅ

����
���

����
���

����
���

����
���

����
���

����
���

ΠͰ � ճ
ϩͰ � ճ

ϋͰ �ճ

Π ϩ ϋ

ʮ̡அج४ʯͷճͷ͑ํʳ

� ̎

� ̎ ̏

அج४ᶄʹ֘

அج४ෆద߹

அج४ᶃʹ֘

�ɽ̔ ओا業ɺྗڠձ社ຢԼ請ձ社ͱͷ安全ରࡦձٞΛఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）

˗ 安全運行確อ等、交通事故ࢭに係る輸送の安全に関する自ళ（営業所）以֎のձ社（ՙओا業、ྗڠձ
　 社、下請ձ社）との安全ରࡦձٞの実ࢪ状況をஅします。

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃಉ͡૬खઌͱա̍ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯ̎ճҎ্࣮ࢪ
ɹɹ�ᶄಉ͡૬खઌͱա̏ڈؒ（�����݄�ʙ�����݄�）ʹ͓͍ͯຖ̍ճ࣮ࢪ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ�）
　 ᶄ ٞ事ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　 　 ※ٞ事ʹɺ͍ ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λର（（Εʹҙɻࡌهͷ）݄ͨ͠ࢪ࣮ͭ） Ճɾࢀʹ）
ɹɹɹ��ग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ձٞ༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ձٞࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷᶃग़੮者໊ɺٴͼᶄ૬
ɹɹɹɹ�खઌ໊ΛɺͦΕͧΕΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ自ళ（営業所）୲者ͷग़੮͕৬һ໊ʹΑΓ֬ೝͰ͖ͳ͍ࢿྉɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ車྆ͷަ௨事ނʹࢭΔ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δ༰ʹϚʔΧʔΛͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ̐ɽٞ事࣍ୈɺձٞͷ۩ମత༰͕ผͰ͖ͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ൪߸͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

˗ ٞ事は૬ख先࡞にݶらͣ、自社࡞ののでߏいまͤΜ。
˗ ૬ख先のओ࠵によるձٞで͋ͬて、Ճ点のରとします。
˗ ૬ख先の名শについては、ެ表で͖ない場合にはʠＡ社ʡ等Ծশをつけること認Ίます。たͩし、
　 ૬ख先が自社以֎で͋ることがผで͖るように໌記して下さい。

˔�ՙѻɺՙԷ࡞業ɺੵΈ͚ɺੵࠐɺߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺ*40࣭ʹؔ͢
ɹ�Δ༰ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓ 車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関するڞ通の話をऔり্͛たձٞ（ՙѻ、ՙԷ࡞業、積Έ付け、
　 　積込、ߏ内࡞業、、ՙ物、積ՙ、ೲ、ೲظの内༰、*40 等࣭に関するのをআ͘。）


அ
ํ



அ
ج
४

ఴ

ࢿ
ྉ

۩
ମ
త

༰

আ
֎
ࣄ
߲



- 35 -

（積ۃ性書式ʵ̏　2�21 年度൛）

�ɽՙओا業ɺྗڠձ社ຢԼ請ձ社ͱͷ安全ରࡦձٞΛఆظతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（ߏ内事故、ߏ内࡞業、ՙѻ、、ೲ　等）ではない。

（�）ձٞͷ࣮ࢪঢ়گΛ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

実ࢪ状況がᶃ、ᶄのいͣΕかで͋る。※該当するํに「Ϩ」を付ける。

　ᶃ   աڈ 1 年 （ؒ2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において 2 ճ以্実ࢪしている。

　ᶄ   աڈ � 年 （ؒ2�1� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）においてຖ年 1 ճ実ࢪしている。

同͡૬ख先との定ظతな։࠵で͋る。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る役職員が出੮（ࢀՃ）している。

ٞ事報告書なͲ、ձٞの実ࢪ状況が分かる書類を添付している。

ձٞ資料（車྆の交通事故ࢭに係る内༰）を添付している。

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

։࠵年月日が໌記さΕている。（年の記ࡌΕに意）

։࠵場所が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）、૬ख先名が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）、૬ख先、車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関
する内༰をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

車྆の交通事故ࢭに係る輸送の安全に関する内༰がؚまΕている。

 

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

「
安
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に
対
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判
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「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
」の
判
断
基
準

�ɽ自社ಠ自ͷ運స者ݚमΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）


அ
ํ


˗   安全運行確อをࢦした自社内の事故ࢭରࡦ担当者による自社ओ࠵のݚम、͋るいは֎部ࢣߨを
টへいしたݚम、当該事業所のཧ者がओ࠵するݚम等、運転者等をରとしたݚमձの実ࢪにつ
いてஅします。

˗ ձٞに当たるのをআ͖、輸送の安全に関するݚमを評価します。


அ
ج
४

˗���աڈ �ؒ（����  � ݄ �ʙ ����  � ݄ �）ʹ͓͍ͯɺ࣮ͨ͠ࢪঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷ
ରͱ͠·͢ɻ

˗� �ͷ͏ͪɺԼجه४ʹΑΓ �ຢ �༩ͱ͠·͢ɻ

ɹ̡ � ༩ͱ͢Δͷʳ
　　˗ 選任運転者数の数以্がݚमを受ߨ

ɹ̡ � ༩ͱ͢Δͷʳ
　　˗ 選任運転者数の数ະ満がݚमを受ߨ
　　˗ 選任運転者以֎の従業員（運転者をࢦಋするཧ職૬当の者をؚΉ。）がݚमを受ߨ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ �）
　 ᶄ ݚम࣮هࢪݚमใࠂ書ͳͲݚमΛ࣮ͨ͠ࢪঢ়͕گ͔Δ書ྨͷࣸ͠（ίϐʔ）
ɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λ（（Εʹҙɻࡌهͷ）݄ͨ͠ࢪ࣮）ʹɺ͍ͭهࢪम࣮ݚ ※ 　 　

ରʹ（ࢀՃɾग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ݚम༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ݚमࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷग़੮者（ࢀՃ者）Λɺ

ΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽʮ�༩ʯʹ֘͢ΔࢿྉΛ �छྨఴͯ͠ɺ�ͷ評価͍ߦ·ͤΜɻ
　　 ̏ɽଞͷ自ೝ߲ͱಉ͡ࢿྉ͕ఴ͞Ε͍ͯΔ߹ɺ͍ ͣΕ͔ͷ߲ʹͷΈՃͷରͱ͠·͢ɻ
　　 ̐ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

ɻ͢·͠ࢦमͱɺ৬ʹର͢ΔཧղΛਂΊɺशख़͢ΔͨΊʹֶश͢Δ͜ͱΛݚ ˗
˗ 自社内ಠ自とは、本社・支社・支ళ等がओ࠵するのをࢦします。
˗   自社以֎の他社との࠵ڞののؚまΕます。（たͩし、自社࠵ڞで͋ることがผで͖るように

必ͣ໌記して下さい。）

ʲ۩ɹମɹྫʳ
　˓ 交通事故ࢭに係る輸送の安全に関するݚम
　　（άϧʔϓによるݥة༧܇࿅またはώϠϦ・ϋοτ׆動をআ͘。自認߲２で評価します。）
　˓ 交通事故ࢭに係るݸผの添ࢦಋ
　　 選任運転者の数以্のࢦಋ݁Ռを添付して下さい。
ಋした記とし、運ࢦが添により運転者を（ཧ者等・ಋ員ࢦ）ಋ݁Ռとは、運転者以֎の者ࢦ   　　

転者ݸ人による自ݾνΣοΫ等ࢦಋさΕた記のない資料はՃ点のରとしまͤΜ。
　˓ 点ݕඋに関する内༰
　˓ 省Τω運転ݚम
　˓ λΠϠ特性に関する内༰

আ
֎
ࣄ
߲

ͷͷՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
˔�ேྱ࣌࣌ݺͷࣔࢦɾϖʔύʔʹΑΔୡͷݚमͱΈͳͤͳ͍ͷɻ
ಋථͳͲɻࢦਓ໘ஊݸ࿅ɾ,:5γʔτ܇༧ݥةਓຖͷݸ�˔
˔�ձٞͱΈͳ͞ΕΔࢿྉɻ
˔�۩ମతͳࢦಋ༰ͷΘ͔Βͳ͍ࢦಋঢ়گͷҰཡࢦಋͷҰཡදͷΈɻ
˔�自社ಠ自ͷυϥΠόʔίϯςετͷٕڝձɻ
˔���事業༻自動車ͷ事ނʹࢭΔݚमΛରͱ͢ΔͨΊɺϑΥʔΫϦϑτɺΫϨʔϯɾݐઃػց車྆
ͷݚमɻ

˔���̔ ѻɺՙԷ࡞業ɺੵΈ͚ɺੵࠐɺߏ࡞業ɺɺՙ物ɺੵՙɺೲɺೲظͷ༰ɺ*40࣭
ʹؔ͢Δ༰ɻ

˔�ܰ自動車Λ༻ͨ͠ఴࢦಋͷه
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（積ۃ性書式ʵ̐　2�21 年度൛）

�ɽ自社ಠ自ͷ運స者ݚमΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

　なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（ձٞ、ݥة༧܇࿅、άϧʔϓ׆動、ேྱ、点࣌ݺのٕڝ、ࣔࢦձ、
。業、ՙѻ　等）ではない࡞内ߏ

Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）گঢ়ࢪमͷ࣮ݚ（�）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

աڈ 1 年ؒ（2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において実ࢪしている。

自社（本社・支ళ・営業所等）がओ࠵または他社との࠵ڞでの։࠵で͋る。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る役職員が出੮（ࢀՃ）している。

。状況が分かる書類を添付しているࢪमの実ݚम報告書なͲݚ、記ࢪम実ݚ

。を添付している（मの内༰が分かる資料ݚ）म資料ݚ

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

実ࢪ年月日が໌記さΕている。（年の記ࡌΕに意）

実ࢪ場所が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

事業用自動車の事故ࢭに係るݚम内༰で͋る。
。すࢦमとは、職にରするཧղをਂΊ、शख़するたΊにֶशすることをݚ※

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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�ɽ֎෦ͷݚमؔػɾݚमձ運స者Λ͍ͯ͠ݣΔɻ（�）

அ
ํ


˗   自社（事業所）以֎の֎部のݚम機関等がओ࠵する交通事故ࢭに関するݚमに運転者等をݣしているこ
とをஅします。


அ
ج
४

˗���աڈ �ؒ（����  � ݄ �ʙ ����  � ݄ �）ʹ͓͍ͯɺ�ճҎ্࣮ͨ͠ࢪঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷ
ରͱ͠·͢ɻ

˗� �ͷ͏ͪɺԼجه४ʹΑΓ �ຢ �༩ͱ͠·͢ɻ
ɹ̡ � ༩ͱ͢Δͷʳ
　 　˗   選任運転者がݚमを受ߨ（たͩし、ࠃަ௨ল͕ೝఆͨ͠運༌安全Ϛωδϝϯτೝఆηϛφʔɺ全本

τϥοΫڠձ͕࣮͢ࢪΔ事ނࢭηϛφʔ（ಥ事ނࢭϚχϡΞϧ׆༻ηϛφʔɺަࠩ事ނࢭϚ
χϡΞϧ׆༻ηϛφʔɺ��ͰΘ͔ΔτϥοΫॏେ事ނରࡦηϛφʔɺ݈ ηϛφʔ）ɺࢭނҼ事ى߁
ཧ者͕डͨ͠ߨ߹̎༩とする。）

ɹ̡ � ༩ͱ͢Δͷʳ
　　 ˗   選任運転者以֎の従業員（運転者をࢦಋするཧ職૬当の者をؚΉ。）がݚमを受ߨ（̡ � ༩ͱ͢Δ

ͷʳΧοί書͖のཧ者けݚमをআ͘。）

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃʙᶅΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ 5）
　 ᶄ ݚममྃূɺݚम࣮هࢪɺݚमใࠂ書ͷݚमʹͨ͜͠ݣͱ͕͔Δ書ྨͷࣸ͠（ίϐʔ）
Ճɾࢀ）ʹɺͲ͜Ͱ（所）ɺ୭Λର（（Εʹҙɻࡌهͷ）݄ͨ͠ࢪ࣮）ʹɺ͍ͭهࢪम࣮ݚ�※ 　 　

ग़੮者）ɺͲͷΑ͏ͳ༰（ݚम༰）Ͱ͋Δ͔ɺඞͣ໌ͯ͠هԼ͍͞ɻ
　 ᶅ ݚमࢿྉͷࣸ͠（ίϐʔ）
ྉΛผʹఴͯ͠Լ͍͞ɻࢿम༰͕ΔݚྉɺࢿमΧϦΩϡϥϜͷݚ ※  　　
ɹɹɹɹ�ΦϯϥΠϯͰݚमΛडͨ͠ߨ߹ɺᶃʙᶅͷଞʹɺΦϯϥΠϯݚम࣮هࢪ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻΦϯϥΠ

ϯݚम࣮هࢪʹ͍ͭͯ2"（1���）Λ͝ཡԼ͍͞ɻ
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  資料には必ͣ出੮者（ࢀՃ者）を໌記して下さい。ͳ͓ɺ֘事業所ͷग़੮者（ࢀՃ者）ΛɺΧϥʔ

ͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽݚमͷ申ࠐ書ܭը書ɺडߨͷ事࣮֬ೝ͕औΕͳ͍ͷͰɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽʮ�༩ʯʹ֘͢ΔࢿྉΛ �छྨఴͯ͠ɺ�ͷ評価͍ߦ·ͤΜɻ
　　 ̐ɽଞͷ自ೝ߲ͱಉ͡ࢿྉ͕ఴ͞Ε͍ͯΔ߹ɺ͍ͣΕ͔ͷ߲ʹͷΈՃͷରͱ͠·͢ɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

。しますࢦमとは、職にରするཧղをਂΊ、शख़するたΊにֶशすることをݚ ˗
˗ ��֎෦͕ؔػओݚͨ͠࠵मΛରͱ͠·͢ɻなお、ΧϦΩϡϥϜ等ݚम内༰により֎部ݚमのஅをしますので、

۩ମతなݚम内༰がる資料をご提出下さい。（ݚम内༰が໌らかでない資料はແޮ）
˗  ΦϯϥΠϯでのݚम等の受ߨに際しては、受ߨ者がݚमを確かに受ߨしたことをূする資料としてݚम実ࢪ

記（自社࡞のの）をご提出下さい。（提出がແい場合、Ճ点ରとはなりまͤΜ。）ΦϯϥΠϯݚमձ
を受ߨさΕた場合は 2"（P.��）をごཡ下さい。

ʲ֎෦ؔػͷ۩ମྫʳ
ҭηϯλʔڭ県τϥοΫ૯合ۄ࡛ ˓ 署ܯ ˓ 　
　 ˓ ࿑ಇج४ಜ署 ˓ த部τϥοΫ૯合ݚमηϯλʔ
　 ˓ τϥοΫڠձ ˓ τϥοΫ交通ڠࡁڞ同合
　 ˓ ্࿑ಇࡂڠࢭձ（ࡂ） ˓ ຽؒձ社のݚमࢪઃ
　 ˓ 安全運転தԝݚम所 ˓ ଛอݥձ社等（自社のΈにけたݚम・ηϛφʔ等をআ͘）

म機関となͬている場合は、֎部ݚम機関が本社άϧʔϓ内のので͋ͬて、ର֎తに։์さΕたݚ   ※ 　
機関とΈなします。

ʲݚम༰ͷ۩ମྫʳ
　 ˓ 安全運転ߨश　　　　˓ 省Τω運転ߨश　　　˓ 事故ߨࢭश　　　˓ λΠϠ特性ߨश
　 ˓ 運転者ٕߨश　　　˓ 点ݕඋߨश　　　　˓ 運輸安全Ϛωδϝϯτηϛφʔ

আ
֎
ࣄ
߲

ͷͷՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
˔���֎෦ࢣߨΛট͍ͨ͠社ݚमɺFϥʔχϯάʹΑΔݚम�ˠ�自ೝ߲ �Ͱ評価͠·͢
˔�自社（営業所）άϧʔϓձ社ʹݶఆͨ͠֎෦ؔػʹΑΔݚम�ˠ�自ೝ߲ �Ͱ評価͠·͢
Δ༰ɻؔ͢ʹ࣌ੜൃނͰͳ͘事ࢭނशͳͲ事ߨٸٹ໋ٹ�˔
˔��मྃূ։࠵௨ͷΈʹΑΔࢿྉఏग़ͷ߹ɺަ ௨事ނࢭʹؔ͢Δ۩ମతͳ༰͕͞ࡌهΕ͍ͯͳ͍ͷɻ
˔���運ߦཧ者ߨश（Ұൠɾૅج）ɺඋཧ者ݚम（બલɾબޙ）ɺυϥΠόʔίϯςετٕڝձɻ
˔���ϑΥʔΫϦϑτɺΫϨʔϯɾݐઃػց車྆ͷݚमɻ
ಋͷҰཡදͷΈɻࢦͷҰཡگಋঢ়ࢦ�˔
˔�֤छ๏ྩʹΑΓडٛߨͷ͋Δݚमɻ
˔�ՙѻɺՙԷ࡞業ɺੵΈ͚ɺੵࠐɺߏ࡞業ɺ*40࣭ʹؔ͢Δ༰ɻ
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（積ۃ性書式ʵ̑　2�21 年度൛）

�ɽ֎෦ͷݚमؔػɾݚमձ運స者Λ͍ͯ͠ݣΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（֎部ࢣߨをটへいした自社ݚम、֎部機関による自社にݶ定したݚम、
各種๏ྩ等により受ٛߨの͋るݚम等）ではない。

Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）گঢ়ࢪमͷ࣮ݚ（�）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

ա１ڈ年ؒ（2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において実ࢪしている。

֎部機関がओ࠵している。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る役職員が出੮（ࢀՃ）している。

したことが分かる書類を添ݣमにݚम報告書等のݚ、記ࢪम実ݚ、ममྃূݚ
付している。

。を添付している（मの内༰が分かる資料ݚ）म資料ݚ

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

実ࢪ年月日が໌記さΕている。（年の記ࡌΕに意）

実ࢪ場所が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）が໌記さΕている。

当該事業所の出੮者（ࢀՃ者）をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

事業用自動車の事故ࢭに係るݚम内༰で͋る。
。すࢦमとは、職にରするཧղをਂΊ、शख़するたΊにֶशすることをݚ※

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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ɹʮ自ೝ߲ �ɽಛఆͷ運స者Ҏ֎ʹద性அ（Ұൠஅ）Λܭըతʹड͍ͤͯ͞Δɻʯʹର͢ΔΑ͘
ɹ͋Δ͍߹Θͤ

ɹ̦　 自社で適性診断の受診一覧を作成して管理しているが、当該一覧を添付すれば対象となるのか。

ɹ̖　  自社で作成した書類の場合、実際に受診したのか確認が出来ません。必ず受診機関発行の書類を添付して
下さい。

2&"コーナー

�ɽಛఆͷ運స者Ҏ֎ʹద性அ（Ұൠஅ）Λܭըతʹड͍ͤͯ͞Δɻ（�）


அ
ํ


˗   ৺ཧ・生ཧの྆໘から、運転者性のج本要Ҽについてのॾ特性を໌らかにするたΊのద性அの
受の有ແをஅします。

˗   自動車事故ରࡦ機ߏ、τϥοΫ交通ڠࡁڞ同合、ଛอݥձ社等が行ͬているద性அの受݁
Ռをஅします。


அ
ج
४

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹɹ�ᶃ�աڈ �Ҏ（����  � ݄ � ʙ ����  � ݄ � ）ʹ͓͍ͯɺʮద性அ（Ұൠஅ）ʯͷड

者͕ɺ全ͯͷબ運స者ͷ �ׂҎ্Ͱ͋Δ͜ͱɻ
ɹɹ�ᶄ�աڈ � （ؒ����  �݄ �ʙ ����  �݄ �）ʹ ͓͍ͯɺ全ͯͷબ運స者 ʮ͕ద性அ（Ұ

ൠஅ）ʯຢʮద性அ（ಛఆͷ運స者ʹର͢Δஅ）ʯͷ͍ͣΕ͔ΛΕͳ͘ड͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ �）
　 ᶄ ड݁Ռ（選任運転者ݸ人の受݁Ռຢは受݁Ռ一ཡ表）ͷࣸ͠（ίϐʔ）
　　 ※ 受機関ຢは受機ثから発行さΕたのにݶります。自社で࡞さΕたの 	 受一ཡなͲ 


はରとしまͤΜ。
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  બ運స者ʹ֘͢Δ໊ࢯʹΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠

Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽ  受݁Ռは必ͣ受年月日・受者が໌記さΕているのを添付し、໌記さΕていない場合

は受年月日・受者を記ࡌして下さい。（年の記ࡌΕに意。）
　　 ̏ɽ৬һ໊ʹΑΓબ運స者ͷ໊͕֬ࢯೝͰ͖ͳ͍ͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽड͕ ����  �݄ �Ҏ߱ͷͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̒ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ 特定の運転者にରするஅとは、次に͛ܝる運転者及びஅをࢦします。
特定の運転者 ద性அの種類

ᶃ ࢮ者ຢはෛই者が生͡た事故をҾ͖ىこした者（事故ऒى運転者） 特定அᶗ、ᶘ
ᶄ 運転者として৽たにޏいೖΕた者（ॳ任運転者） ॳ任அ
ᶅ ྸߴ者（�5 （運転者ྸߴ）（。以্の者をいうࡀ దྸஅ

আ
֎
ࣄ
߲

˔���ଛอݥձ社ͷ͏ߦ自ݾஅ自ݾνΣοΫͷΈͰஅ݁Ռ͕ग़͍ͯͳ͍ͷɺՃͷରͱ
͠·ͤΜɻ
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（積ۃ性書式ʵ̒　2�21 年度൛）

�ɽಛఆͷ運స者Ҏ֎ʹద性அ（Ұൠஅ）Λܭըతʹड͍ͤͯ͞Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（自ݾஅ自ݾνΣοΫのΈでஅ݁Ռが出ていないの）ではない。

（�）डঢ়͕گᶃɺᶄͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֘͢Δ֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

ᶃ   աڈ 1 年ؒ（2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において、「ద性அ（一般
அ）」の受者数が、全ての選任運転者数のׂ̏以্で͋ること。

　 ※（一般அの受者数）ʸ（全ての選任運転者数）ʹ̏０ˋ以্となること

ᶄ   աڈ � 年 （ؒ2�1� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において、全ての選任運転者が「ద
性அ（一般அ）」ຢは「ద性அ（特定の運転者にରするஅ）」のいͣΕか
をΕな͘受していること。

　 ※（ద性அの受者数）ʸ（全ての選任運転者数）ʹ１００ˋとなること

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

受年月日が໌記さΕている。（年の記ࡌΕに意）

受機関が໌記さΕている。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る選任運転者が受している。

当該事業所の選任運転者名が໌記さΕている。

当該事業所の選任運転者名をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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�ɽ安全運ߦʹͭͳ͕ΔলΤω運సΛ࣮͠ࢪɺͦ ͷ݁Ռʹ͖ͮجɺݸผͷࢦಋڭҭΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）


அ
ํ


とした省؟をओࢭと事故ݮ費અܦるいは定運転ྭ行なͲ͋、ࢭ等のࢭఀٸ・Ճٸ・発ਐٸ   ˗
Τω運転の実ફ状況及びその݁Ռにͮ͘ج運転者ݸผのࢦಋڭҭの実ࢪ状況の有ແを評価します。

˗   σδλϧλίάϥϑのணにより、日ʑ運転ཧを行い、運転者ݸผのࢦಋڭҭの実ࢪ状況の有ແ
を評価します。


அ
ج
४

˗�ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ɹ�ᶃ���ա̍ڈؒ（����  � ݄ �ʙ ����  � ݄ �）ʹ͓͍ͯɺબ運స者ͷҎ্Λରʹ

ࢪ࣮
ɹ�ᶄ�自社ಠ自ͷলΤω運సೝఆ੍ͷ׆༻

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ７）
　 ᶄ 次の̰ʙ̴のऔ状況に合ΘͤたいͣΕかの資料
　　  ̰ɽΞφϩάλίάϥϑͷνϟʔτࢴΛ༻͍ͨࢦಋڭҭͷ࣮ࢪঢ়گ
　　　　  ˓ 実ࢪ記等ࢦಋ݁Ռに関する資料の写し（ίϐʔ）を提出
　　　　　   ※ 状運転等が͋る場合はলΤωʹؔ͢Δ۩ମతͳࢦಋ༰ɺࢦಋ݄（ͷࡌهΕ

ʹҙ）ɺࢦಋ者໊ͷ͕ࡌهແ͍ͷはՃ点のରとしまͤΜ。
　　  ̱ɽσδλϧλίάϥϑͷग़ྗ݁ՌΛ༻͍ͨࢦಋڭҭͷ࣮ࢪঢ়گ
　　　　  ˓ σδλϧλίάϥϑの出ྗ݁Ռの写し（ίϐʔ）を提出
　　  ̲ɽ೩අͷ౷ܭΛ༻͍ͨࢦಋڭҭͷ࣮ࢪঢ়گ
　　　　  ˓ ೩費の౷ܭ資料の写し（ίϐʔ）を提出　※運転者が確認で͖るの
　　  ̳ɽͦͷଞলΤω運సʹΔݸผͷࢦಋڭҭͷ࣮ࢪঢ়گ
　　　　  ˓ 実ࢪ記等ࢦಋ݁Ռに関する資料の写し（ίϐʔ）を提出
　　  ̴ɽ自社ಠ自ͷলΤω運సೝఆ੍ͷ׆༻
　　　　  次の２点を提出。
　　　　  ˓ 認定要ྖ、ख当の支੍څ度、表জ੍度等۩ମతな内༰が分かる資料の写し（ίϐʔ）
　　　　  ˓ ۙͷදজɾೝఆ݁Ռが分かる資料の写し（ίϐʔ）
　　　　　   ※自ళ（営業所）の実がない場合は他ళにおける実を提出

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　  １ɽ  બ運స者ʹ֘͢Δ໊ࢯʹΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠

Լ͍͞ɻ
　　  ２ɽ࣮ࢪɾ運స͕ ����  �݄ �Ҏ߱ͷͷʹ͍ͭͯɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　  ̏ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　  ̐ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗   下記の߲ྫに関する省Τω運転の実ફ状況、及びͦͷ݁Ռʹͮ͘جʑͷ運స者ʹର͢Δݸผͷ
。ҭ݁Ռをॏ点に評価を行いますڭಋࢦ

Ճ、ۭͿかし、定運転等の状況ٸ・発ਐٸ ˓ 　
ࢭ行における車のߴ ˓ 　
　 ˓ λίάϥϑによる省Τω関連߲に係るࢦಋ
　 ˓ σδλϧλίάϥϑのಋೖによる೩費省Τωに係るࢦಋ
　 ˓ ೩費の౷ܭ

˗   自社内ಠ自の省Τω運転認定੍度の׆用は、営業所୯Ґɺάϧʔϓ୯Ґ運స者ݸਓʹର͢Δදজɾ
ೝఆ੍ʹ͍ͭͯ評価Λ͍ߦ·͢

আ
֎
ࣄ
߲

˔���লΤω運సڥͷऔʹର͢Δୈࡾ者ؔػʹΑΔೝఆೝূ（ྫ�άϦʔϯܦ営ೝূɺ*40�����
）ɺ自ೝ߲ �Ͱ評価͠·͢ͷͰɺ本߲ͰՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

˔�লΤω運సͷ࣮ફঢ়گɺʑͷ運సʹΑΔͷͱ͠ɺݚमձͷݚम݁Ռ評価ͷରͱ͠·ͤΜɻ
ɹ�·ͨɺʑͷܰ自動車運స者ʹର͢Δݸผͷࢦಋڭҭ評価ͷରͱ͠·ͤΜɻ
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（積ۃ性書式ʵ７　2�21 年度൛）

�ɽ安全運ߦʹͭͳ͕ΔলΤω運సΛ࣮͠ࢪɺͦ ͷ݁Ռʹ͖ͮجɺݸผͷࢦಋڭҭΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �2 ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（ݚमձ等のݚम݁Ռ、άϦʔϯܦ営認ূ等）ではない。

（�）औঢ়͕گᶃɺᶄͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֘͢Δ֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ࣮ ࢪ ঢ় گ

ᶃ   աڈ 1 年ؒ（2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において、選任運転者の数
以্をରに実ࢪしている。

ᶄ   自社内ಠ自の省Τω運転認定੍度の׆用をしている。

（�）（�）ͷऔঢ়گʹ߹Θͤͯ࣍ͷ̖ɺ̗ͷ͍ͣΕ͔Λબͼɺऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ
ɹɹ̖ɽ（�）Ͱᶃʹ֘͢Δ߹ʹऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

（Εに意ࡌ年の記）。日が໌記さΕているࢪಋ実ࢦ

。ಋ内༰が໌記さΕているࢦ

。ಋ者名が໌記さΕているࢦ

当該事業所の選任運転者が໌記さΕている。

当該事業所の選任運転者名をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

ɹɹ̗ɽ（�）Ͱᶄʹ֘͢Δ߹ʹऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

表জ・認定੍度の内༰が分かる書類が添付さΕている。

ۙの表জ・認定݁Ռが分かる書類が添付さΕている。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
」の
判
断
基
準
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「
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
」の
判
断
基
準

�ɽఆظత ʮʹ運సهূ໌書ʯΛऔΓͤدɺ事ނɺҧ࣮ଶΛѲͯ͠ɺݸผࢦಋʹ׆༻͍ͯ͠Δɻ（�）

அ
ํ


˗ 自動車安全運転ηϯλʔが発行する「運転記ূ໌書」を定ظతにऔりͤدることにより、運転者の
　 ҧ状況をཧし、ݸผのࢦಋに׆用している状況についてஅします。


அ
ج
४

ᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ᶃ���ʮ� ؒʯຢʮ�ؒʯͷ運సهূ໌書ʹΑΓɺաڈ � （ؒ����  �݄ �ʙ ����  �݄ �）
ʹ͓͍ͯબ運స者ͷ �ׂҎ্

ᶄ���ʮ� ؒʯຢʮ�ؒʯͷ運సهূ໌書ʹΑΓɺաڈ � （ؒ����  �݄ �ʙ ����  �݄ �）
ʹ͓͍ͯબ運స者ͷ全һ

ᶅ���ʮ� ؒʯͷ運సهূ໌書ʹΑΓɺաڈ �ؒ（����  � ݄ �ʙ ����  � ݄ �）ʹ͓͍ͯ
બ運స者ͷ全һ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ �）
　 ᶄ 自動車安全運転ηϯλʔ発行の「運転記ূ໌書」、「̨̙Χʔυ」、「ແ事故・ແҧূ໌書」の

いͣΕかの写し（ίϐʔ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ  બ運స者ʹ֘͢Δ໊ࢯʹΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠

Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽূ໌書は必ͣ発行日が໌記さΕているのを添付して下さい。
　　 ̏ɽൃߦ͕ ����  �݄ �Ҏ߱ͷͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

அج४ 運転記ূ໌書 ̨̙Χʔυまたは
ແ事故・ແҧূ໌書 ূ໌書の発行日 確認する状況

ᶃ 「5 年ؒ」または
「� 年ؒ」のの

� 年以্ແ事故・ແҧで
͋るの

աڈ 1 年ؒ
（2�2� 年 � 月 2 日ʙ
2�21 年 � 月 1 日）

選任運転者の � ׂ以্

ᶄ 「5 年ؒ」または
「� 年ؒ」のの

� 年以্ແ事故・ແҧで
͋るの

աڈ � 年ؒ
（2�1� 年 � 月 2 日ʙ
2�21 年 � 月 1 日）

選任運転者の全員

ᶅ 「1 年ؒ」のの 1 年以্ແ事故・ແҧで
͋るの

աڈ 1 年ؒ
（2�2� 年 � 月 2 日ʙ
2�21 年 � 月 1 日）

選任運転者の全員

ɹɹɹ̡ 運సهূ໌書 ɹrɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ�̡ 4%Χʔυͷఴྫʳ

আ
֎
ࣄ
߲

˔�ʮ運సهূ໌書ͷੳ݁ՌʯɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

�ɽఆظత ʮʹ運సهূ໌書ʯΛऔΓͤدɺ事ނɺҧ࣮ଶΛѲͯ͠ɺݸผࢦಋʹ׆༻͍ͯ͠Δɻ（�）
˗ 自動車安全運転ηϯλʔが発行する「運転記ূ໌書」を定ظతにऔりͤدることにより、運転者の
　 ҧ状況をཧし、ݸผのࢦಋに׆用している状況についてஅします。

˗�（�）͔（�）ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՄɻ
ɹ（�）ա̑ڈؒ·ͨա̏ڈؒͷ運సهূ໌書ʹΑΓɺᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝ
ɹɹɹͰ͖ΕՄɻ
ɹɹɹᶃ�ա̍ڈؒ（ฏ���݄�ʙฏ���݄�）ʹ͓͍ͯબ運స者ͷׂ̏Ҏ্
ɹɹɹᶄ�ա̏ڈؒ（ฏ���݄�ʙฏ���݄�）ʹ͓͍ͯબ運స者ͷ全һ
ɹ（�）ա̍ڈؒͷ運సهূ໌書ʹΑΓɺա̍ڈؒ（ฏ���݄�ʙฏ���݄�）ʹ͓͍ͯ
ɹɹ���બ運స者ͷ全һ�ɹ


அ
ํ



அ
ج
४

۩
ମ
త

༰

আ
֎
ࣄ
߲

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ８）
　 ᶄ 運転記ূ໌書（交通ҧ、交通事故、運転໔ڐの行政処分の記についてのূ໌）、̨ ̙Χʔυ、
　　  ແ事故・ແҧূ໌書のいͣΕかの写し（ίϐʔ）
　　  ※いͣΕ自動車安全運転ηϯλʔ発行のの

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽબ運స者ʹ֘͢Δ໊ࢯʹΧϥʔͷϚʔΧʔʹΑΓผՄͳҹ（͠Δ͠）Λͯ͠Լ͍͞ɻ
　　 ２ɽূ໌書は必ͣ発行日が໌記さΕているのを添付して下さい。
　　 ̏ɽൃߦ͕ฏ �� �݄ �Ҏ߱ͷͷɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽఴ書ྨʹࢿྉ൪߸͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̑ɽ 書類は全て "̐αΠζに౷一して下さい。

˔ ʮ運సهূ໌書ͷੳ݁ՌʯɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

ɹ
ɹ

※ 4% Χʔυを添付の際は、্記の໘をίϐʔし
　 て下さい。

ʲ4%Χʔυͷఴྫʳʲ運సهূ໌書ʳ

அج४ 運転記ূ໌書 ̨̙Χʔυまたは
ແ事故・ແҧূ໌書 ূ໌書の発行日 確認する状況

（1）ɻ ᶃ ա̑ڈ年ؒまたは
ա̏ڈ年ؒのの

̏年以্ແ事故・ແҧ
で͋るの

ա１ڈ年ؒ
（ฏ 2� 年 � 月 2 日ʙ
ฏ 2� 年 � 月 1 日）

選任運転者のׂ̏以্

（1）ɻ ᶄ ա̑ڈ年ؒまたは
ա̏ڈ年ؒのの

̏年以্ແ事故・ແҧ
で͋るの

ա̏ڈ年ؒ
（ฏ 2� 年 � 月 2 日ʙ
ฏ 2� 年 � 月 1 日）

選任運転者の全員

（2） ա１ڈ年ؒのの １年以্ແ事故・ແҧ
で͋るの

ա１ڈ年ؒ
（ฏ 2� 年 � 月 2 日ʙ
ฏ 2� 年 � 月 1 日）

選任運転者の全員

令和

令和

ྩ

ྩ
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（積ۃ性書式ʵ８　2�21 年度൛）

̔ɽఆظత ʮʹ運సهূ໌書ʯΛऔΓͤدɺ事ނɺҧ࣮ଶΛѲͯ͠ɺݸผࢦಋʹ׆༻͍ͯ͠Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（運転記ূ໌書の分ੳ݁Ռ）ではない。

（�）औঢ়͕گᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֘͢Δ֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

ᶃ   「5 年ؒ」ຢは「� 年ؒ」の「運転記ূ໌書」により、աڈ 1 年ؒ（2�2� 年 � 月
2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において、選任運転者数のׂ̏以্に׆用している。

ᶄ   「5 年ؒ」ຢは「� 年ؒ」の「運転記ূ໌書」により、աڈ � 年ؒ（2�1� 年 � 月
2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）において、全ての選任運転者に׆用している。

ᶅ   「1 年ؒ」の「運転記ূ໌書」により、աڈ 1 年ؒ（2�2� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年
� 月 1 日）において、全ての選任運転者に׆用している。

̨̙Χʔυ及びແ事故・ແҧূ໌書評価のରとなります。
（詳細は申請案内 �� ϖʔδを確認して下さい。）

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

発行日が໌記さΕている。

「役職員名（第 2 号の 2 様式）」に記ࡌの͋る選任運転者に׆用している。

当該事業所の選任運転者が໌記さΕている。

当該事業所の選任運転者名をΧϥʔのϚʔΧʔ等によりผՄとしている。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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�ɽάϦʔϯܦ営ೝূ*40（����γϦʔζຢ�����γϦʔζ）Λऔಘ͍ͯ͠Δɻ（�）


அ
ํ


˗   事業所ຢはձ社全ମの輸送に係る安全ڥへのऔりΈとして、άϦʔϯܦ営認ূ *401���� γ
Ϧʔζ（ڥϚωδϝϯτγεςϜ）その他のެతな第ࡾ者機関からの認定、認ূのऔಘの有ແ
を確認します。

˗   全ての従業員に࣭ํ、࣭ඪ、業のਪਐํ๏・खॱをपさͤるたΊจ書Խした国際規格
の৹ࠪొ *40���� γϦʔζ（࣭ϚωδϝϯτγεςϜ）औಘの有ແを確認します。

˗ 国が認定する第ࡾ者機関による運輸安全Ϛωδϝϯτ評価の実ࢪの有ແを確認します。


அ
ج
४

ᶃ͔ᶄͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
ᶃ���ೝఆɾೝূͷ߹ɺొূɺೝఆূٴͼଐ書（ೝఆ事業所ͷൣғ͕໌͞هΕͨࢿྉ）ʹΑΓ֬
ೝ͠·͢ɻ

ᶄ͕ࠃ���ೝఆ͢Δୈࡾ者ؔػʹΑΔ運༌安全Ϛωδϝϯτ評価ͷ߹ɺաڈ �ؒ（評価ऴ͕ྃ ����
 �݄ �ʙ ����  �݄ �）ʹ࣮͞ࢪΕͨ評価ใࠂ書ʹΑΓ֬ೝ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ �）
　 ᶄ 次の B ʙ C のऔ状況に合ΘͤたいͣΕかの資料

B

ೝఆɾೝূͷ߹

ొূ、認定ূ及び付ଐ書（認定事業所のൣғが໌記さΕた資料）の写し（ίϐʔ）
ʲొূ・認定ূ等に当該事業所名শの໌記がない（事業者名のΈ）場合の意事߲ʳ
　 ձ社全ମ支社・支ళ୯Ґでの認定で当該事業所がؚまΕている場合には、認定機関

の書類ཧจ書等により自ళが認定のൣғにؚまΕていることがผՄな資料を
ผ్添付して下さい。ূ໌する資料がない場合は、提出する添付資料に自ళが認定の
ൣғにؚまΕているࢫ記ࡌして下さい。

C

߹ΑΔ運༌安全Ϛωδϝϯτ評価ͷʹؔػ者ࡾೝఆ͢Δୈ͕ࠃ

運輸安全Ϛωδϝϯτ評価報告書の写し（ίϐʔ）
※ 評価報告書のうͪ、「3FG./P.」「評価日」「事業者名শ」「署名ɿ評価νʔϜϦʔμʔ」

の内༰が確認で͖るϖʔδの写し（ίϐʔ）とする。

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　 　１ɽ当該事業所名ରൣғ等がผで͖る資料を添付して下さい。
　 　２ɽ  ೝఆɾೝূͷ߹ɺ事業者໊ͷΈͷొূೝఆূʹΑΓɺ自ళ（営業所）ؚ͕·Ε͍ͯ

Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　 　̏ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　 　̐ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗   認定・認ূの場合、そのൣғが貨物輸送をରとするのにݶります（ݿ部その他運送部
に関Θりのないのをআ͘）。

˗   国が認定する第ࡾ者機関による運輸安全Ϛωδϝϯτ評価の場合、貨物自動車運送事業者としての
評価にݶります。

ʲ۩ମྫʳ
　 ˓ άϦʔϯܦ営認ূ
　 ˓ *40���� γϦʔζ（࣭ϚωδϝϯτγεςϜ）
　 ˓ *401���� γϦʔζ（ڥϚωδϝϯτγεςϜ）
　 ˓ *40����� γϦʔζ（道࿏交通安全ϚωδϝϯτγεςϜ）
　 ˓ Τίεςʔδ認ূ
　 ˓ ΤίΞΫγϣϯ 21 認ূ
　 ˓ 国が認定する第ࡾ者機関による運輸安全Ϛωδϝϯτ評価

আ
֎
ࣄ
߲

˔�自社৹ࠪͷ *40ೝఆ੍ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
˔�ରൣғʹ貨物༌送ʹؔ͢Δ事ؚ߲͕·Ε͍ͯͳ͍߹ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
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（積ۃ性書式ʵ̕　2�21 年度൛）

̕ɽάϦʔϯܦ営ೝূ *40（���� γϦʔζຢ ����� γϦʔζ）Λऔಘ͍ͯ͠Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（2）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（2）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（自社内৹ࠪの *40 認定੍度、ରൣғに貨物輸送に関する事߲がؚ
まΕないの）ではない。

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
ɹɹ̰ɽೝఆɾೝূͷ߹ʹऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

2�21 年 � 月 1 日現在で認ূ等の有ޮݶظ内で͋る。

ରൣғに貨物輸送に関する事߲がؚまΕている。

ొূ、認定ূ等に当該事業所名が໌記さΕている。
໌記さΕてない場合、当該事業所が認定のൣғにؚまΕることがผՄな資料の
添付、し͘は、自ళが認定のൣғにؚまΕるࢫを記ࡌ（付記）している。

ɹɹ̱�ɽ͕ࠃೝఆ͢Δୈࡾ者ؔػʹΑΔ運༌安全Ϛωδϝϯτ評価ͷ߹ʹऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ
ɹɹɹ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

աڈ 2 年ؒ（評価ऴྃ日が 2�1� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）に実ࢪさΕている。

貨物自動車運送事業者としての評価で͋る。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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��ɽաߦʹڈɺ֎෦ؔػɺτϥοΫڠձ͔Βɺ༌送ͷ安全ʹؔ͢ΔදজΛड͚ͨ͜ͱ͕͋Δɻ（�）

அ
ํ


˗ 交通事故ࢭに関するެతな表জを受けたことの有ແを確認します。


அ
ج
४

˗�  աڈ �ؒ（����  � ݄ �ʙ ����  � ݄ �）ʹ͓͍ͯɺ֘事業所ٴͼ事業所ͷද者ʹର
͢Δදজ͕֬ೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ 1�）
　 ᶄ 表জ状の写し（ίϐʔ）、ຢは表জ状͋るいは表জ६を写ਅにͬࡱた資料

ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ受日及び受者名がผで͖る資料を添付して下さい。
　　 ２ɽ  事業者໊ͷΈͷදজͰɺ事業所डͷূ໌ࢿྉ͕ແ͍߹͕هແ͍߹ɺՃͷର

ͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽ資料は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

ɹ�ɹ�ɹ˗�දজঢ়ʹ֘事業所ͷ໊শ͕໌͞هΕ͍ͯͳ͍（事業者໊ͷΈ）߹ͷҙ事߲
　　　　　 該当する表জが自ళ（営業所）にରするの、または他ళと自ళがؚまΕるので͋る場

合には、そΕをূ໌する資料（状発行ݩの資料）を添付するか、添付する提出資料にそ
のࢫを記ࡌして下さい。

　　　　　※営業所が１か所しかない場合本社営業所にରする場合で͋ͬて同様です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʻ記ྫࡌʼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ᶃ自ళ（営業所）にରする表জの場合
　　　　　当該事業所の名শが໌記さΕていない　　ᶄ他ళと自ళ（営業所）がؚまΕる表জの場合

۩
ମ
త

༰

ʲදজ者ͷ۩ମྫʳ
　˓ 国土交通省、地ํ運輸局、運輸支局等
署等ܯ、本部ܯி、都道府県ܯ ˓　
　˓ その他関係行政機関

　˓ τϥοΫڠձ本部・支部
　˓ ্࿑ಇࡂڠࢭձ（ࡂ）
　˓ τϥοΫ交通ڠࡁڞ同合

˗ 当該事業所のνʔϜ・άϧʔϓが受した交通事故ࢭ表জ（ηʔϑςΟʔνϟϨϯδ等）について
　  表জのѼ名に事業所名がない場合は、νʔϜ・άϧʔϓのϝϯόʔがผで͖る資料（ηʔϑςΟ

ʔνϟϨϯδ等への申込書）を添付して下さい。

আ
֎
ࣄ
߲

ͷදজՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
ͷදজɻྗڠ動（༌送ͷ安全ަ௨安全ʹؔ͢ΔͷΛআ͘ɻ）ͷ׆ܯքൃల（業քൃల）ɺࢩ���˔
˔�運స者ݸਓʹର͢Δදজɻ
˔�Ӭۈଓදজɻ
˔�ຽؒا業ͷදজɻ

表 

彰 

状

○
○
運
送
株
式
会
社 

殿

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

　
―
―
―
――

―
―
―
―
　

表 

彰 

状

○
○
運
送
株
式
会
社 

殿

①
東
京
営
業
所
に
対
す
る
表
彰

②
東
京
営
業
所
を
含
む
表
彰

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

　
―
―
―
――

―
―
―
―
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（積ۃ性書式ʵ１０　2�21 年度൛）

��ɽաߦʹڈɺ֎෦ؔػɺτϥοΫڠձ͔Βɺ༌送ͷ安全ʹؔ͢ΔදজΛड͚ͨ͜ͱ͕͋Δɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 �� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（2）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（2）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（運転者ݸ人にରする表জ、ຽؒا業からの表জ、Ӭ年ۈଓ表জ、ࢩ
ք発ల（業ք発ల）、׆ܯ動（輸送の安全交通安全に関するのをআ͘。）への
。等の表জ）ではないྗڠ

（�）ఴࢿྉʹ͓͚Δऔ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ   ༰

աڈ � 年ؒ（2�1� 年 � 月 2 日ʙ 2�21 年 � 月 1 日）に受している。

交通事故ࢭに関する表জで͋る。

当該事業所名の໌記が͋る。
当該事業所名の໌記がない場合、当該事業所が受したことをূ໌する資料を添付
するか、し͘は、そのࢫを記ࡌ（付記）している。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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��ɽ�݈ ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δ自ओతɺੵࡦରࢭނҼ事ى߁ తɺಠతɺۃ
ઌਐతຢߴͳऔΓΈΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ（�）


அ
ํ


˗ υϥΠόʔの݈߁にରしてߴ度なऔりΈについて評価します。
˗ લड़１ʙ 1� ߲以֎のऔりΈについて評価します。


அ
ج
४

˗�ᶃʙᶆͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͨ͠ঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻ
˗� �ͷ͏ͪɺԼجه४ʹΑΓ �ຢ �༩ͱ͠·͢ɻ
ɹ�˞աڈ �ؒ ����  �݄ �ʙ ����  �݄ �ɺաڈ �ؒ ����  �݄ �ʙ ����  �݄ �

ʲ�༩ͱ͢Δͷʳ
ɹ�ᶃ�ࠪݕͷडʹ͍ͭͯɺաڈ �ؒͰબ運స者ͷ �ׂҎ্͔ͭ �໊Ҏ্
ɹ�ᶄܞ�ଳܕ৺ిܭͷଌఆʹ͍ͭͯɺաڈ �ؒͰબ運స者ͷ �ׂҎ্ͷ׆༻ঢ়گ
ɹ�ᶅ�4"4ࠪݕͷडʹ͍ͭͯɺաڈ �ؒͰબ運స者ͷ �ׂҎ্·ͨաڈ �ؒͰબ運స者

ʲ�༩ͱ͢Δͷʳ
ɹ�ᶆ��ͦ ͷଞج४（����  �݄ �）ࡏݱʹ͓͚Δ݈ى߁Ҽ事ނࢭ༌送ͷ安全ʹؔ͢ΔऔΓΈͷ自ओ性ɺ

性ɺಠ性ɺઌਐ性ʹ͍ͭͯ֬ೝͰ͖ΕՃͷରͱ͠·͢ɻۃੵ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃɺᶄΛඞͣఏग़して下さい。
　 ᶃ 自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ（積ۃ性書式ʵ 11）
　 ᶄ ۩ମతͳऔঢ়͕گผՄͳࢿྉ（資料のܗ式はいまͤΜ）
ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽ資料の添付ํ๏としては、写ਅなͲを׆用して実ࢪ状況をূ໌して下さい。
　　 ２ɽఴ書ྨʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ自ೝ߲ �ʙ �� ʹ֘͢Δࢿྉ͕ఴ͞ΕͯɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̐ɽ資料は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

各事業所のऔりΈのうͪ۩ମతな事ྫについて評価のରとします。
　 ˓ 運転者の݈߁状ଶർ࿑状ଶのѲにޮՌがߴいऔで下記ᶃʙᶅのいͣΕかを実ࢪ
　　  ᶃ ࠪݕの受　　　ᶄ ܞଳܕ৺電ܭの׆用状況　　　ᶅ 4"4 の受ࠪݕ
に係るऔ（্記２点Ճ点の内༰以֎）ࢭҼ事故ى߁݈ ˓ 　
　　  υϥΠόʔの݂ѹཧ৯事ཧ等の݈߁ҡ׆࣋動
　 ˓  車ؒڑ੍ޚ機付定行ஔ、車ઢҳܯ報ஔ（ணٛ付け車྆をআ͘）、ډりܯ報ஔ等の

"47 ٕज़を࠾用した車྆のಋೖ
　 ˓ "43 等の༧安全ٕज़を࠾用した車྆のಋೖ
　 ˓ ϦΞϧλΠϜ (P4 運行ཧγεςϜなͲの先ਐత運行ཧγεςϜのಋೖ
　 ˓ υϥΠϒϨίʔμ、όοΫΞΠΧϝϥなͲの先ਐతなิॿஔのಋೖ
　 ˓ 自社内ࢦಋ員によるύτϩʔϧࢦಋの実ࢪ
　 ˓ 自社内ಠ自のແ事故運転者表জ੍度の確ཱ
　　  ্記は͋͘まで一ྫです。
˗ 下記事ྫの場合、添付資料で͋る「۩ମతなऔ状況がผՄな資料」とは次の資料をࢦします。
　 ˓ 運స者ͷ݈߁ঢ়ଶർ࿑ঢ়ଶͷѲʹޮՌ͕͍ߴऔΓΈʹΑΔ߹
　　  ᶃ ࠪݕ受の場合はࠪݕ・ҩྍ機関発行の݁ࠪݕՌ（一ཡ等）ྖऩ書の写し（ίϐʔ）
　　  ᶄ ܞଳܕ৺電ܭの場合は「機ثの写ਅ」とۙの機ثཧによるυϥΠόʔのଌ定状況がΘかる資料
　 ˓  ݈ （அの受なͲ๏ྩでٛͮけらΕているのをআ͘߁݈ظ定）に係るऔࢭҼ事故ى߁
　　  ۙのऔりΈ内༰が確認で͖る資料の写し（ίϐʔ）
　 ˓ 各種ஔ機ث等による場合（以下のᶃᶄはいͣΕ添付して下さい）
　　  ᶃ 機ث類の機性が分かる資料（機ث類のΧλϩά等）の写し（ίϐʔ）
　　  ᶄ  ಋೖ状況が確認で͖る当該営業所のอ有車྆１分の「機ثのઃஔ状況の写ਅ」「機ثઃஔ車྆のφϯ

όʔの写ਅ」「機ثઃஔ車྆の車ূݕの写し」˞ج४ࡏݱʹ͓͍ͯ༗ޮͳ車ূݕ
　　　　※  (P4 運行ཧγεςϜの場合は、্記資料の他に該当する車྆の運行ཧしている状況が分かる車

྆φϯόʔがผで͖る状ଶのύιίϯը໘の写ਅ添付して下さい。
　 ˓ 自社内ಠ自のແ事故運転者表জ੍度の場合（以下のᶃᶄはいͣΕ添付して下さい）
　　  ᶃ ੍度要ߝなͲ表জ੍度の実ࢪ内༰が分かる資料の写し（ίϐʔ）
　　  ᶄ ۙの表জ状況が確認で͖る資料の写し（ίϐʔ）
　　  自ళ（営業所）における実がない場合は、他ళにおける実の資料でՄ

আ
֎
ࣄ
߲

ͷͷՃͷରͱ͠·ͤΜɻ࣍
˔�֤छஔʹྨثػΔॿۚͷަͷࢿྉɻ
˔�͚ٛ͞Ε͍ͯΔثػஔɺ·ͨ ����  �݄ �ࡏݱͰಋೖ͞Ε͍ͯͳ͍ͷɻ
˔�۩ମతͳऔΓΈ༰͕書ྨͰ֬ೝͰ͖ͳ͍ͷɻ
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（積ۃ性書式ʵ１１　2�21 年度൛）

��ɽ݈ى߁Ҽ事ނࢭରࡦ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δ自ओతɺੵۃతɺಠతɺ
ɹɹઌਐతຢߴͳऔΓΈΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 5� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（2）の各߲に該当する内༰で͋るか
を確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴͯ͠ఏ
ग़して下さい。

なお、（1）ʙ（2）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）ର֎ͷ༰Ͱͳ͍͔֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
֬ ೝ ର  ֎ ͷ  ༰

ର֎の内༰（自認߲ 1 ʙ 1� とॏෳする資料、ٛ ԽさΕている機ث・औりΈ等）
ではない。

（�）ఴࢿྉͷऔ༰ʹ߹Θͤͯᶃʙᶇͷ͍ͣΕ͔Λબͼɺ༰Λ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ
ɹɹᶃ��運స者ͷ݈߁ঢ়ଶർ࿑ঢ়ଶͷѲʹޮՌ͕͍ߴऔ（ࠪݕͷडɺܞଳܕ৺ిܭͷ׆༻ঢ়گɺ4"4

ྉఏग़ͷ߹ʹ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）ࢿͷडͷ͍ͣΕ͔）ͷࠪݕ
֬ ೝ औ   ༰

（ᾜ）ࠪݕ受の場合はҩྍ機関発行の݁ࠪݕՌྖऩূの写しを添付している
（ᾝ）ܞଳܕ৺電ܭの場合は「機ثの写ਅ」とۙの機ثཧによるυϥΠόʔのଌ
定状況が分かる資料

ɹɹᶄ�݈ى߁Ҽ事ނʹࢭΔऔ（ఆ߁݈ظஅͷड๏ྩͰ͚ٛͮΒΕ͍ͯΔͷΛআ͘）
֬ ೝ औ   ༰

औの内༰が分かる資料を添付している。
自社のऔりΈで͋ることが分かる資料を添付している。

ɹɹᶅ�֤छஔثػͷࢿྉఏग़ͷ߹ʹ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
֬ ೝ औ   ༰

機ث類の機性が分かる資料を添付している。
ઃஔ状況の写ਅを添付している。
ઃஔ車྆のφϯόʔの写ਅと当該車྆の車ূݕの写しを添付している。

ɹɹᶆ�දজ੍ͷࢿྉఏग़ͷ߹ʹ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
֬ ೝ औ   ༰

表জ੍度の内༰が分かる資料を添付している。
表জ੍度のۙの実ࢪ状況（表জ݁Ռ）を添付している。

ɹɹᶇ�ͦͷଞऔΓΈͷࢿྉఏग़ͷ߹ʹ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）
֬ ೝ औ   ༰

औの内༰が分かる資料を添付している。
自社のऔりΈで͋ることが分かる資料を添付している。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

「
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「安全性にରする๏ྩの९क状況」த߲ （̒運輸安全Ϛωδϝϯτ）に関する意事߲は以下のとおりです。

˘１ ɽ運輸安全ϚωδϝϯτにରするऔりΈの実ࢪ状況を書類でご提出いた͖ͩ、評価を実ࢪ
します。࣮ଶͱͯ͠औΓΈ͕ߦΘΕ͍ͯͯɺ申請書ྨͱͯ͠ఏग़͞Ε͍ͯͳ͍औ༰
ʹ͍ͭͯ評価͕Ͱ͖·ͤΜので、औりΈの実ࢪ状況に関する資料をΕな͘提出して下
さい。

˘２ ɽఏग़͞Εͨࢿྉͷ༰ํ࣮ؔػࢪ（ಓݝτϥοΫڠձ）ʹΑΔ८ճࢦಋ申請ड
࣌ͷରԠͷԿΛΘͣɺ1��� Ҏ߱ͷஅج४ʹΑΓ全ؔػࢪ࣮ࠃ（全本τϥοΫڠձ）
ʹ͓͍ͯ評価Λ࣮͠ࢪ·͢ɻ֤ࢿྉʹ͍ͭͯ申請者͕Λͬͯఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ

˘̏ ɽ地ํ実ࢪ機関（都道府県τϥοΫڠձ）における申請書類の受付ޙは、本߲に関する
ྉͷՃఏग़ೝΊΒΕ·ͤΜɻࢿ

˘̐ɽఏग़͞Εͨ書ྨฦ٫Ͱ͖·ͤΜɻ
　　　資料は "� αΠζに౷一し、ඞͣࣸ （͠ίϐʔ）Λఴͯ͠Լ͍͞ɻ

˘̑ ɽ֤ࢿྉʹඞͣࢿྉ൪߸Λ͠ɺ自ೝ書（ୈ �� ߸༷ࣜ）ͷࢿྉ /P� ཝʹ֘͢Δ൪߸Λ
ೖͯ͠Լ͍͞ɻه

　　 　資料が添付さΕていてରとなる自認߲がෆ໌ྎな資料は、いͣΕの自認߲におい
てՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

˘̒ɽ1��� ͷ自ೝ߲̍ʙ̐ͷ全ͯͷ߲ͰՄͱͳΔ߹ʹݶΓ̏ՃͱͳΓ·͢ɻ
　　　１߲でෆՄとなͬた場合はՃ点となりまͤΜ。（్த点は͋りまͤΜ。）

˘７ ɽ地ํ実ࢪ機関（都道府県τϥοΫڠձ）による८ճࢦಋの際に行ͬた運輸安全Ϛωδϝϯ
τऔ状況の評価݁Ռは、本߲の評価のରとなりまͤΜ。

ɹɹ（८ճࢦಋ࣌ʹՄͱ͞Εͯɺఴࢿྉ͕அج४Λຬͨ͞ͳ͍߹Ճ͠·ͤΜɻ）

˘８ ɽ自認߲１ʙ̐を同一の資料で添付することを認Ίますが、そΕͧΕの自認߲が資料の
Ͳの部分に該当するか、ϚʔΧʔғΈをするなͲ、Θかりす͘資料を࡞して下さい。

˘̕ɽ2�21 年 � 月 1 日現在におけるऔりΈ状況を評価します。
　　　年度のରؒظが 2�21 年 � 月 1 日をまたがͬていることを必ͣ໌記して下さい。
　　　（ྫ）・年度のؒظがʰ� 月ʙ � 月ʱの場合 ˠ「2�21 年 � 月ʙ 2�22 年 � 月」と໌記
　　　　　・年度のؒظがʰ1� 月ʙ � 月ʱの場合 ˠ「2�2� 年 1� 月ʙ 2�21 年 � 月」と໌記

˘ 書類提出લに࠶確認して下さい。

⚙ɽʮ҆શੑʹର͢Δ๏ྩͷ९कঢ়گʯӡ༌҆શϚωδϝ
ɹɹϯτʹର͢Δऔঢ়گͷҙٴ߲ࣄͼஅج४

˗˗˗લʹඞ͓ͣಡΈԼ͍͞ɻ࡞ྉͷࢿ�˗˗˗

ɹҙɹࣄɹ߲
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˔運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷ自ೝ書（ୈ ��߸༷ࣜ）
ɹ৽ن申請ɺߋ৽申請⪕（௨ৗ申請）·ͨ⪖（ಛྫ申請）Λબͨ͠߹ඞͣఏग़͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

ӡ༌҆શϚωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گʹ͍ͭͯͷࣗೝॻ

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

（第1�号様式）
受 付 印受付No.

�ྉ/Pࢿ

（）ɿ৽規申請及びߋ৽申請のＡํ式・̗ํ式を選した場合は、必ͣ本ࢴを提出すること。
。৽申請の̘ํ式・̙ํ式・̚ํ式を選した場合は、提出ෆ要ですߋ  　　　

①申請者 控

［औঢ়گ］

［ྉఏग़ͷ༗ແࢿ］

資料提出なし

申　請　年　月　日 　 　 ２０２１ 年 　 　 月 　 　 日

事　業　者　名
事業所（営業所）名

代表者の役職及び氏名　　　　　　　　　　　　　

１ɽ輸送の安全に関するج本తなํを
。定しているࡦ　　

２ɽ輸送の安全に関するඪをઃ定して
　　いる。

̏ɽ輸送の安全に関するܭըを࡞して
　　いる。

ࣗɹೝɹ߲ɹ औɹɹɹ༰

輸送の安全に関するج本తなํ（当年度分）

輸送の安全に関するඪ（当年度分）

輸送の安全に関するܭը（当年度分）

̐ɽ運輸安全ϚωδϝϯτのऔりΈを
　　ެ表している。

ᶃ 輸送の安全に関するج本తなํ
ᶄ 輸送の安全に関するඪ
ᶅ લ年度（લظ）のඪのୡ状況
ᶆ 自動車事故報告規則第２条に規定する
　 事故に関する౷ܭ

ྉఏग़ͷ༗ແࢿ
ʢ͍ͣΕ͔ʹ˓ҹΛͯ͠Լ͍͞ɻʣ

資料提出͋り

　本年７月１日現在における当事業所の運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況については、
下記のとおりです。

　্表で「資料提出͋り」に˓ҹを付した場合におけるそのऔ状況をূする書類は次の
とおりです。

৽ɾॳɾ⚒
⚓ɾ⚔ɾ⚕

桜運送株式会社

新宿営業所

営業所長　　桜　一郎

安１

安２

安３

安４

7　　  1

ྉΛఏग़͢Δࢿ
߹ɺ࿙Εͳ͘
ೖͯ͠Լ͍͞ɻه

͍ͣΕ͔ʹ˓ҹ
Λͯ͠Լ͍͞ɻ

ॴ໊ɺۀࣄ者໊ɺۀࣄ
ٴॴͷද者໊ۀࣄ
ͼ৬Λهೖͯ͠Լ
͍͞ɻೀҹෆཁͰ
͢ɻ

ࣗೝॻͷهೖྫ
　※ 「申請書࡞γεςϜ」により自認書を࡞する場合は、ը໘に従いೖྗすることで、下記記ೖྫと同様

の自認書が࡞で͖ます。
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評価߲「ᶗɽ安全性にରする๏ྩの९क状況」のうͪ、運輸安全Ϛωδϝϯτにରするऔ状況については、
下記の表によるஅج४に͖ͮج評価を行います。

なお、各߲についての۩ମతなஅج४については、次ϖʔδ以降（P.55 ʙ 5�）に͋りますので書類の内
༰についてご確認いた͖ͩ、必要な書類を添付して下さい。

ͷ自ೝ事߲ه্ � ʙ � ͷ全ͯΛຬͨͨ͠߹ʹͷΈɺ� Ճ͠·͢ɻ� ߲Ͱج४Λຬͨ͞ͳ͍߹
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ（్த͋Γ·ͤΜɻ）

ɹஅɹجɹ४

自ɹೝɹ߲ɹ ɹஅɹࢿɹྉ ɹஅɹجɹ४ 

�
輸送の安全に関するج本తな
ํをࡦ定している。

（P.55 （রࢀ

ํにより確認する。 2�21 年 � 月 1 日現在における輸送の安全に関する
ํ（安全ํ）がࡦ定さΕている状況が確認で
͖ΕՄ。

̏
�

輸送の安全に関するඪをઃ
定している。 （P.55 （রࢀ

ඪにより確認する。 2�21 年 � 月 1 日現在における輸送の安全に関する
ඪがઃ定さΕている状況が確認で͖ΕՄ。

�
輸送の安全に関するܭըを࡞
している。 （P.5� （রࢀ

。ըにより確認するܭ 2�21 年 � 月 1 日現在における輸送の安全に関する
。さΕている状況が確認で͖ΕՄ࡞ըがܭ

�
運輸安全Ϛωδϝϯτのऔり
Έをެ表している。

（P.5� （রࢀ

物ϗʔϜϖʔδ等ࣔܝ
により確認する。

2�2� 年度し͘は 2�21 年度におけるํ、ඪ、
ඪのୡ状況並びに事故に関する౷ܭがެ表さ
Εている状況が確認で͖ΕՄ。

ɹʮ自ೝ߲̐ɽ運༌安全ϚωδϝϯτͷऔΓΈΛެද͍ͯ͠Δɻʯʹର͢ΔΑ͋͘Δ͍߹Θͤ

ɹ̦　 ７月１日～６月 30日を事業年度としており、事故の統計など外部に対する公表の準備をする都合上、７月
１日現在で前年度の運輸安全マネジメントの外部への公表が困難だが、７月１日現在で前年度の公表が実
施できていないといけないのか。

ɹ̖　  運輸安全マネジメントは、毎事業年度の経過後 100 日以内に外部に対して公表し、その期間は、次年度
の公表を行うまでとされています。７月１日現在で事業年度の経過後 100 日以内であり、かつ、当該年
度に行う外部に対する公表が実施できていない場合は、公表している直近年度の状況が分かる資料を添付
して下さい。

　　　 なお、自認項目１～３については、７月１日現在の当該年度の取り組み状況が分かる資料を添付して下さい。

ɹ̦　 「目標の達成状況」とは、事故の統計を記載するのか。

ɹ̖　  単に事故の統計を記載するのではなく、前年度又は当該年度に掲げた目標と当該目標の達成状況を記載す
る必要があります。

　　　　例：2020 年度目標：事故０件 → 2020 年度結果：事故０件　目標達成！

ɹ̦ 事故件数が０件であったが、自動車事故報告規則第２条に規定する事故の件数を記載する必要があるのか。

ɹ̖　  事故の発生がなくても、事故に関する統計としての結果（０件）を公表する必要があります。また、“事
故０件”や“重大事故０件”という記載ではなく、「自動車事故報告規則第２条に規定する事故」がない
という公表が必要となります。

　　　　例：自動車事故報告規則第２条に規定する事故　2020 年度　０件

2&"コーナー
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����༌送ͷ安全ʹؔ͢Δج本తͳํΛࡦఆͯ͠ ͍Δɻ

அ
ํ


社（ܦ営τοϓ）のڧいϦʔμʔγοϓのと、輸送の安全が第一で͋るというཧ೦にͮجいた安全ํがࡦ
定さΕており、日ৗ業のதでઈえͣ輸送の安全性の্をਤるなͲ、当該営業所の従業員全員にରして積ۃత
かつ動తなपのపఈがਤらΕているかを評価します。


அ

ج
४

˗������� �݄�ࡏݱʹ͓͚Δ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δํ（安全ํ）͕ࡦఆ͞Ε͍ͯΔঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՄͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃ、ᶄを必ͣ提出して下さい。
　 ᶃ 自認事߲に係るνΣοΫϦετ（安全Ϛωδϝϯτ書式）
　　  ˞自ೝ߲̍ʙ̐Λ௨ͯ̍͡෦Λఏग़͢Δ（安全Ϛωδϝϯτのऔ状況として１部を提出する）
　 ᶄ 輸送の安全に関するํ（安全ํ）を確認で͖る資料の写し（ίϐʔ）
　 ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽఴࢿྉʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ２ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ 以下のような内༰を౿まえたํがࡦ定さΕているかを確認します。
˓   社（ܦ営τοϓ）が、輸送の安全の確อが事業ܦ営のࠜװで͋ることをਂ͘認ࣝし、ओಋతな役ׂをՌた

していること
˓ 社員にରし、輸送の安全の確อが࠷ॏ要で͋るという意ࣝをపఈさͤていること
˓ 運輸安全Ϛωδϝϯτを確実に実ࢪし、全社員が一ؙとなͬて業を行すること
˓ 輸送の安全に関する情報について、積ۃతにެ表すること

ʲ۩ମྫʳ
（安全ํのྫ）

˓ 輸送の安全はզが社のࠜװ
˓ 安全は࠷େの٬ސ満
˓ 安全は業のج本動࡞

আ
֎

ࣄ
߲

˔ ࿑ಇ安全Ӵ生なͲのํはՃ点のରとしまͤΜ。必ͣ運輸安全Ϛωδϝϯτとしてのํを提出して下さい。

����༌送ͷ安全ʹؔ͢ΔඪΛઃఆͯ͠ ͍Δɻ

அ

ํ


ձ社全ମ及び当該営業所における事故発生の現状͋るいは人ࡐ、車྆数、ࢪઃ等の現状並びに運転者の意ݟ等を౿まえ、
ձ社全ମ及び当該事業所の૬ԠなྗによͬてୡՄとなる合ཧతかつదਖ਼なඪをઃ定しているかを評価します。


அ

ج
४

˗�����  �݄ �ࡏݱʹ͓͚Δ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δඪ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՄͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃ、ᶄを必ͣ提出して下さい。
　 ᶃ 自認事߲に係るνΣοΫϦετ（安全Ϛωδϝϯτ書式）
　　  ˞自ೝ߲̍ʙ̐Λ௨ͯ̍͡෦Λఏग़͢Δ（安全Ϛωδϝϯτのऔ状況として１部を提出する）
　 ᶄ 輸送の安全に関するඪを確認で͖る資料の写し（ίϐʔ）
　 ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽඪͷ۩ମత༰͕ผͰ͖ͳ͍ࢿྉ評価͠·ͤΜɻ
　　 ２ɽఴࢿྉʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ 以下のような内༰を౿まえたඪがઃ定さΕているかを確認します。
˓   நతなඪではな͘、数をり込Ή等֎部の人が༰қに確認しすい۩ମతඪとし、事ূݕޙがՄ

なのをઃ定しているか。
˓   ۩ମతなඪ年次をઃ定し、ظඪ͋るいはதظతඪஈ֊తඪをઃ定し、よりΘかりすいඪ

をઃ定しているか。
˓   運転者等現場のをټΈ্͛る等、現状を౿まえたޮՌのߴいので͋るか。社員がΠϝʔδしす͘、輸

送の安全性に関する意ࣝの্に資するので͋るか。
ʲ۩ମྫʳ
　˓ 事故件数ඪ
　　 人事故件数ඪ、物ଛ事故件数ඪ、その他事故件数ඪ
　˓ 安全確อに関する資ֹ
　　   車྆の代ସ、安全ஔのಋೖ（ࢹํޙքิॿஔ、車ؒڑ੍ޚஔ、車ઢҳܯ報ஔ、ډりܯ報ஔ

等）、υϥΠϒϨίʔμのಋೖ 
আ
֎

ࣄ
߲

˔࿑ಇ安全Ӵ生なͲのඪはՃ点のରとしまͤΜ。必ͣ運輸安全Ϛωδϝϯτとしてのඪを提出して下さい。
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����運༌安全ϚωδϝϯτͷऔΓΈΛެද͍ͯ͠Δɻ

அ

ํ


輸送の安全に関するج本తなํ、ඪ及び当該ඪのୡ状況、自動車事故報告規則第２条に規定する事故に
関する౷ܭについて、営業所内におけるࣔܝ等により、ຖ年度、֎部にରしެ表しているかを評価します。


அ

ج
४

˗������� ͘͠ ���� ʹ͓͚Δํɺඪٴͼඪͷୡঢ়گฒͼʹ事ނͷ౷ެ͕ܭද͞Ε͍ͯΔ
ۙͷঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՄͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃʙᶅを必ͣ提出して下さい。
　 ᶃ 自認事߲に係るνΣοΫϦετ（安全Ϛωδϝϯτ書式）
　　  ˞自ೝ߲̍ʙ̐Λ௨ͯ̍͡෦Λఏग़͢Δ（安全Ϛωδϝϯτのऔ状況として１部を提出する）
　 ᶄ   ํ 、ඪ、ඪのୡ状況及び事故の౷ܭ等について、֎部へެ表したࣔܝ物（内༰がஅՄな資料・

写ਅ等）またはϗʔϜϖʔδ（ը໘の写し（ίϐʔ））等のެ表物
　 ᶅ 事業所͍ͯࣔ͠ܝΔ߹ɺᶄͷࣔܝ物ͷࣔܝঢ়͕֬گೝͰ͖Δࣸਅ
　　  ˞�ᶄのࣔܝ物とᶅのࣔܝ状況に͋るࣔܝ物の写ਅが同一で͋るかর合するたΊ、จ字がผՄな写ਅを

ؚΊて下さい。
内༰のจ字等がผで͖ない写ਅࣔܝ ˗　　　　　内༰のจ字等がผで͖る写ਅࣔܝ ˗  　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ˓ը૾がૈいの　　　　 ˓ը૾がখさいの

ทʹଓ͘ˠ࣍
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����༌送ͷ安全ʹؔ͢ΔܭըΛ࡞͍ͯ͠Δɻ

அ
ํ


輸送の安全に関するඪをୡするたΊ、自社の人ࡐ、車྆、事故の状況、現場のաڈのܭըの実ࢪ状況を
ըをܭ案し、現状の点をѲすること等により、輸送の安全を確อするたΊに必要な۩ମతかつޮՌతなצ
。しているかを評価します࡞


அ

ج
४

˗�����  �݄ �ࡏݱʹ͓͚Δ༌送ͷ安全ʹؔ͢Δܭը͕࡞͞Ε͍ͯΔঢ়͕֬گೝͰ͖ΕՄͱ͠·͢ɻ

ఴ

ࢿ
ྉ

˗ 次のᶃ、ᶄを必ͣ提出して下さい。
　 ᶃ 自認事߲に係るνΣοΫϦετ（安全Ϛωδϝϯτ書式）

　  ˞自ೝ߲̍ʙ̐Λ௨ͯ̍͡෦Λఏग़͢Δ（安全Ϛωδϝϯτのऔ状況として１部を提出する）
　 ᶄ 輸送の安全に関するܭըを確認で͖る資料の写し（ίϐʔ）
　 ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ

　 １ɽܭըͷ۩ମత༰͕ผͰ͖ͳ͍ࢿྉ評価͠·ͤΜɻ
　　 ２ɽఴࢿྉʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ

　 ̏ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗ 自認߲２のඪをୡするたΊのܭըが࡞さΕているかを確認します。
ʲ۩ମྫʳܭըの内༰がෆ໌なのはՃ点のରとしまͤΜ。
　˓ 運転者にରする安全に関するڭҭの実ܭࢪը 
　˓ υϥΠϒϨίʔμ等安全性にྀした車྆等のಋೖܭը
　˓ 安全ཧҕ員ձの։ܭ࠵ը
　˓ 輸送の安全ਪਐに係る行事ܭը
　˓ ώϠϦϋοτ情報の報告ձ実ܭࢪը
　˓ ֎部ߨशの受ܭߨը

আ
֎

ࣄ
߲

˔�自ೝ߲ �ͷඪʹܭͮ͘جըͰͳ͍߹ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
˔ ࿑ಇ安全Ӵ生なͲのܭըはՃ点のରとしまͤΜ。必ͣ運輸安全Ϛωδϝϯτとしてのܭըを提出して下さい。

わが社の運輸安全マネジメントの取り組み
2�21 年度（2�21.�.1 ʙ 2�22.�.�1）

・Θ͕社ͷ事ނࢭͷͨΊͷ安全ํ
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・社内への周知方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・安全ํʹͮ͘جඪ
ɹɹ事݅̌ނ
・目標達成のための計画
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社における安全に関する情報交換方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社の安全に関する反省事項
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・反省事項に対する改善方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
ɾΘ͕社ͷ安全ʹؔ͢Δඪୡঢ়گ
ɹɹ 事݅̌ނୡʂʂ

・Θ͕社ͷ自動車事ނใنࠂଇୈ̎ʹنఆ͢Δ事ނ
ɹɹ̌݅
・わが社の事故に関する情報
　　○○○○○○○○○○○○○○○
○○運輸株式会社 ○○営業所 代表者名○○○○
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ఴ

ࢿ
ྉ

　 ʻ資料添付࣌の意事߲ʼ
　　 １ɽࣸਅʹΑΔࢿྉͰ༰͕ෆ໌ྎͳ߹ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ２ɽఴࢿྉʹࢿྉ/P� ͕͞Ε͍ͯͳ͍߹ʹɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
　　 ̏ɽ書類は全てＡ̐αΠζに౷一して下さい。

۩
ମ
త

༰

˗   下記ᶃʙᶆがΕな͘ެ表さΕている状況が確認で͖る場合にՄとします。ᶃʙᶆ全てが確認で͖ない場合は、
Ճ点さΕまͤΜ。ඞ߲ͣ̐Λ໌ͯ͠هఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
ᶃ 当年度の輸送の安全に関するج本తなํ
ᶄ 当年度の輸送の安全に関するඪ

　 ᶅ   ඪͷୡঢ়گ（લඪٴͼ֘ඪʹର͢Δୡঢ়گɺຢඪ（্هᶄʹͨ͛ܝඪ）ʹ
ର͢Δୡঢ়گ）

ᶆ   自動車事ނใنࠂଇୈ̎ʹنఆ͢Δ事ނʹؔ͢Δ౷ܭ（૯件数及び類ܕผの事故）（લ年度の౷ܭຢは当
年度の౷ܭ）

ʲ্ه�ᶆ自動車事ނใنࠂଇୈ̎ʹنఆ͢Δ事ނʹؔ͢Δ౷ܭ�ͷҙ事߲ʳ
˗ 事故発生がな͘て、事故に関する౷ܭとしての݁Ռ（０件）としてެ表する必要が͋ります。
　 また、ʠ事故０件ʡという記ࡌではな͘「自動車事故報告規則第２条に規定する事故」がないというެ表が必

要となります。

　　　人０件　࿑０ࡂ件　車྆事故０件　のΈの記ࡌ　˰　いͣΕෆՄ ʷ
　　　自動車事故報告規則第２条に規定する事故０件　　˰　Մ ˓

˗   ඪのୡ状況が事故０件で͋ͬて、ʮ自動車事ނใنࠂଇୈ̎ʹنఆ͢Δ事ނͷ౷ܭʯとしてผ߲を
ཱてたެ表が必要となります。

　　（ྫ）

আ
֎
ࣄ
߲

˔�社ϒϩάΠϯτϥωοτͱ͍ͬͨ֎෦ͷਓ͕自༝ʹӾཡͰ͖ͳ͍ঢ়گެදͱΈͳͣ͞ɺՃͷରͱ
͠·ͤΜɻ
˔ϗʔϜϖʔδʹΑΔࢿྉͰ۩ମత༰ᶃʙᶆͷ �߲͕֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻ
˔ۙΑΓ͍ݹͷํͰ͋Δ߹ɺՃͷରͱ͠·ͤΜɻɹ

わが社の運輸安全マネジメントの取り組み
2�21 年度（2�21.�.1 ʙ 2�22.�.�1）

・Θ͕社ͷ事ނࢭͷͨΊͷ安全ํ
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・社内への周知方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・安全ํʹͮ͘جඪ
ɹɹ事݅̌ނ
・目標達成のための計画
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社における安全に関する情報交換方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社の安全に関する反省事項
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・反省事項に対する改善方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
ɾΘ͕社ͷ安全ʹؔ͢Δඪୡঢ়گ
ɹɹલඪʠ事݅̌ނʡ˰事݅̌ނୡʂʂ

・Θ͕社ͷ自動車事ނใنࠂଇୈ̎ʹنఆ͢Δ事ނ
ɹɹ̌݅
・わが社の事故に関する情報
　　○○○○○○○○○○○○○○○
○○運輸株式会社 ○○営業所 代表者名○○○○

わが社の運輸安全マネジメントの取り組み
2�21 年度（2�21.�.1 ʙ 2�22.�.�1）

・Θ͕社ͷ事ނࢭͷͨΊͷ安全ํ
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・社内への周知方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・安全ํʹͮ͘جඪ
ɹɹ事݅̌ނ
・目標達成のための計画
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社における安全に関する情報交換方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・わが社の安全に関する反省事項
　　○○○○○○○○○○○○○○○
・反省事項に対する改善方法
　　○○○○○○○○○○○○○○○
ɾΘ͕社ͷ安全ʹؔ͢Δඪୡঢ়گ
ɹɹલඪʠ事݅̌ނʡ˰事݅̌ނୡʂʂ

・わが社の事故に関する情報
　　○○○○○○○○○○○○○○○

○○運輸株式会社 ○○営業所 代表者名○○○○
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（安全Ϛωδϝϯτ書式　2�21 年度൛）

運༌安全Ϛωδϝϯτʹର͢Δऔঢ়گ

自ೝ事߲ʹΔνΣοΫϦετ

添付する資料について、申請案内 55 ʙ 5� ϖʔδを確認の্、次の（1）ʙ（�）の各߲に該当する内༰で͋
るかを確認し（確認ཝに「Ϩ」を付ける）、事業者名及び事業所名を記ೖして、֘ఴࢿྉͷҰ൪্ʹఴ͠
ͯఏग़して下さい。

なお、（1）ʙ（�）の確認ཝに「Ϩ」が付けて͋る場合において、その༰͕ఴࢿྉͰ֬ೝͰ͖ͳ͍߹ɺ
ՃͷରͱͳΓ·ͤΜɻ

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δج本తͳํʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するج本తなํ（安全ํ）がࡦ定さΕている。

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δඪͷઃఆʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するඪがઃ定さΕている。

（�）༌送ͷ安全ʹؔ͢Δܭըͷ࡞ʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

当年度の輸送の安全に関するܭը（ඪୡのたΊのܭը）が࡞さΕている。

（�）運༌安全Ϛωδϝϯτͷެදʹ͍ͭͯ֬ೝͯ͠Լ͍͞ɻ（֬ೝཝʹʮϨʯΛ͚Δ）

֬ ೝ औ  ঢ় گ

औの当該年度（ؒظ）が記ࡌさΕている。

当年度の輸送の安全に関するج本తなํ（安全ํ）がެ表さΕている。

当年度の輸送の安全に関するඪがެ表さΕている。

ඪのୡ状況（લ年度ඪとそのඪにରするୡ状況、または、当年度ඪと
そのඪにରするୡ状況）がެ表さΕている。

自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する౷ܭ（૯件数及び類ܕผの事故）
（લ年度の౷ܭまたは当年度の౷ܭ）がެ表さΕている。

ެ表のํ๏が分かるのが添付さΕている。（事業所内へࣔܝしている状況が分かる
写ਅ、ϗʔϜϖʔδをҹした書類等）

※該当する場合にνΣοΫ（˘内に「Ϩ」を付ける）を付けて下さい。

事業年度ܦաޙ 1�� 日以内で͋り、かつ、当該年度に行う֎部にରするެ表が実ࢪ
で͖ていないたΊ、ެ表しているۙ年度の状況が分かる資料を添付している。

事ɹ業ɹ者ɹ໊

事業所（営業所）໊

νΣοΫϦετຊϖʔδͷࣸ͠ʢίϐʔʣΛऔΔ͔ɺશຊτϥοΫڠձͷϗʔϜϖʔδΑΓμϯϩʔυͯ͠ɺ
ඞཁ߲ࣄΛهೖͷ্ఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ
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̍ɽશൠ

ɹ̦̍　  「本社営業所」として認可を受けており、申請事業所も「本社営業所」となるが、社内では便宜上「東
京営業所」と呼んでおり、会議等の議事録にも実施場所として「東京営業所」と記載している。そのま
ま提出しても良いか。

ɹ̖̍　  申請事業所名とは異なる社内の便宜上の営業所名が記載されている場合、申請事業所の取り組みとは判
断できません。このような場合は、該当する添付書類にその旨を付記する、もしくは、申請書にその旨
を記載した書面を添付して下さい。

ɹ̦̎　繁忙期などにしか運転しない者も選任運転者数に数えるのか。
ɹ̖̎　運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車を運転する者は全て選任運転者数に数えます。

ɹ̦̏ɹ申請書の提出後に事業所の移転等の変更事項があった場合には、どうすれば良いか。
ɹ̖̏　  申請書の記載事項に変更がある場合には、登録事項変更届を提出する必要があります。変更届は全日本

トラック協会のホームページからダウンロードできますので、必要事項を記載の上、申請書を提出した
地方実施機関に提出してください。

　　　　＜変更届の提出が必要となる主な事項＞
　　　　事業者名の変更、事業所名の変更、事業所所在地の変更、電話番号の変更、代表者の変更

ɹ̦̐ɹ自認項目のチェックリストにチェックがすべて入れば加点となるということか。
ɹ̖̐　  チェックリストと添付書類を合わせて確認します。チェックリストにチェックがされていても添付書類

でその内容が確認できない場合は加点となりません。申請案内の内容もよく確認いただき、書類の提出
をお願いします。

̎ɽ申請書実費

ɹ̦̑ɹ申請書実費を振り込む場合、複数事業所を一括で入金して良いか。
ɹ̖̑　入金は１事業所毎に行って下さい。

ɹ̦̒ɹ［郵便］払込取扱票で実費を振り込みした時の手数料はどうするのか。
ɹ̖̒　申請事業所負担でお願いいたします。

ɹ̦̓　  Web上で作成した申請書と複写式自認書の混ざった申請の場合は実費を納めるのか。
ɹ̖̓　  複写式自認書が提出された場合であっても、第１号様式（新規）又は第６号様式（更新）が「申請書作

成システム」で作成された申請書の場合は必要ありません。

ɹ̦̔　  地方実施機関が開催した説明会で複写式申請書を入手したが、「申請書作成システム」で申請書を作成
して申請する場合は実費を納めるのか。

ɹ̖̔  「申請書作成システム」で作成された申請書で申請をして頂ければ、申請書実費を払い込む必要はあり
ません。

よくある問い合わせ
全日本トラック協会のホームページにもこれ以外のQ&Aを掲載していますので、合わせてご確認下さい。

2 &"コーナー
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ɹ̦̕　   「申請書作成システム」で申請書を作成して申請したが、間違って実費を払い込んでしまった場合は返
金してもらえるのか。

ɹ̖̕ 一度振り込まれた申請書実費は、返金できませんのでご注意下さい。

�̦� 申請を取り下げた場合、実費料金は返金してもらえるのか。
�̖�　一度振り込まれた申請書実費は、返金できませんのでご注意下さい。

̏ɽ৬һ໊（ධՁ項ᶙɽ҆શੑにରする取のੵੑۃ　関）

̦��　  同一人物であるが姓の変更により、添付資料と役職員名簿の氏名が異なる場合、どのように記載すれば
良いか。

̖��  同一人物であっても姓の変更により添付資料と役職員名簿の氏名が一致しない場合、役職員名簿の当該
役職員の氏名欄に同一人物であることが分かるように記載して下さい。

　　　 　例：（渋谷太郎が新宿太郎に変わった場合）「新宿（渋谷）太郎」

�̦�　  繁忙期にのみ運転する者であっても、選任運転者として記載するのか。
�̖�　 運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車を運転する者であって、評価項目「Ⅲ . 安全性に対する取組の

積極性」の審査に関係する方は全て記載する必要があります。この場合、繁忙期にのみ運転する者であ
っても、役職員名簿に運転者として記載して下さい。

̐ɽ「҆શੑにରする取みのੵੑۃ」ࣗೝ項̑ɽΦϯϥΠϯݚमにͭいて

̦��　  オンライン研修の研修実施記録とは。
̖��  オンラインによる研修会を受講した場合は、添付資料①～③の他に事業所で作成した「研修実施記録」

が必要になります。研修実施記録の内容は、
　　　　　・いつ（実施した年月日）
　　　　　・どこで（場所）
　　　　　・誰を対象に（受講者）
　　　　　・どのような内容　
　　　　　　　※ オンライン研修を受講した場合は、研修項目

ごとの概要を必須の記載事項とします。
　　　　　・ 研修受講の感想
　　　　　　　 （オンライン研修を受講した場合に必須とする

記載事項）
　　　　上記を必須の項目とし、研修内容の確認をします。
　　　　 オンライン研修実施記録の参考書式（例）は、全日本

トラック協会のホームページに掲載しておりますの
で、ご確認下さい。
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εςοΧーの適な用を͓願いします。
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合はೝఆを取りফします。
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